
ま
全
国
各
地
の
地
方
自
治
体
で
、
役
人

の
情
報
隠
し
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て

い
る
。

三
重
県
の
監
査
事
務
局
は
、
そ
の
職
員
が
阪
神

大
震
災
当
日
に
、
�
通
れ
な
い
�
は
ず
の
被
災

地
・
神
戸
を
通
っ
て
佐
賀
へ
出
張
し
て
い
る
�
事

実
�
を
市
民
か
ら
指
摘
さ
れ
た
。
す
る
と
記
者
会

見
で
「
す
べ
て
単
純
な
記
載
ミ
ス
」
と
し
て
、「
六

十
三
カ
所
を
訂
正
す
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

ま
た
食
糧
費
な

ど
の
公
費
乱
用
が

問
題
と
な
っ
て
い

る
秋
田
県
で
は
、

約
九
〇
万
円
の
不

正
な
旅
費
支
出
を

隠
す
た
め
に
、
新

聞
社
に
ニ
セ
の
旅

費
関
連
文
書
を
公

開
し
て
い
た
。
そ

の
う
え
、
同
県
の

公
文
書
公
開
審
査

会
が
お
こ
な
っ
た
「
懇
談
会
の
接
待
相
手
と
、
場

所
を
公
開
す
べ
し
」
と
の
答
申
に
対
し
て
、
佐
々

木
知
事
は
「
相
手
（
方
の
役
所
）
と
の
信
頼
関
係

を
損
な
う
」
と
し
て
、
公
開
を
�
堂
々
と
�
拒

否
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
�
情
報
隠
し
の
慣
行
�
は
こ
れ
だ
け

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

�
情
報
隠
し
�
と
い
う
点
で
、
も
っ
と
注
目
す
る

べ
き
は
、
現
在
、
衆
議
院
法
務
委
員
会
で
審
議
中

の
民
事
訴
訟
法
改
正
案
の
動
向
で
あ
る
。

改
正
案
に
お
け
る
最
大
の
問
題
点
は
、
行
政
側

に
、
裁
判
所
の
文
書
提
出
命
令
に
対
す
る
、「
公
務

員
の
職
務
上
の
秘
密
」
を
理
由
に
し
た
�
文
書
提

出
拒
否
権
条
項
�
を
盛
り
込
む
か
ど
う
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
規
定
が
あ
れ
ば
、
役
人
は
そ
の
裁

量
権
を
フ
ル
に
使
っ
て
、
�
秘
密
の
範
囲
�
を
自

由
自
在
に
解
釈
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
で
は
役
人

の
�
情
報
隠
し
の
権
利
�
を
法
律
で
認
め
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
。

日
本
経
済
新
聞
六
月
三
日
付
朝
刊
に
よ
れ
ば
、

政
府
与
党
は
、
法
案
か
ら
こ
の
「
文
書
提
出
拒
否

条
項
」
を
全
文
削
除
す
る
方
針
と
の
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
、
別
に
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
情
報
公

開
法
の
制
定
に
合
わ
せ
て
、「
民
事
訴
訟
法
の
文
書

公
開
条
項
を
見
直
す
」
と
の
付
帯
決
議
を
行
う
方

針
も
、
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
情
報
公
開
法
が
「
文
書
公
開
の
範

囲
を
役
人
ま
か
せ
に
し
た
」
政
府
案
ど
お
り
に
制

定
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
民
事
訴
訟
法
に
も
、
情
報

公
開
法
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
「
文
書
公
開
拒
否
条
項
」

が
制
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。、

い　
ま　
�　
情　
報　
に　
対　
す　
る　
権　
利　
�　
を　
め　
ぐ　
る　
市　
民　
と　

行　
政　
の　
闘　
い　
は　
非　
常　
に　
重　
要　
な　
時　
を　
迎　
え　
つ　
つ　
あ　

る　
。　
わ　
れ　
わ　
れ　

P
I
J
は　
、　
こ　
の　
よ　
う　
な　
情　
報　
公　

開　
を　
巡　
る　
状　
況　
に　
い　
か　
に　
対　
応　
す　
べ　
き　
で　
あ　
ろ　
う　

か　
。　情

報
公
開
を
求
め
る
動
き
は
、
情
報
を
「
開
く
」

方
向
へ
の
動
き
で
あ
り
、
一
方
、
個
人
情
報
保
護

を
求
め
る
動
き
は
、
情
報
を
「
閉
じ
る
」
方
向
へ

の
動
き
で
あ
る
。
両
者
は
一
見
相
反
す
る
動
き
の

よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
前
者
は
、
行
政
が
保
有
す
る
情
報
に
市

民
が
自
由
に
ア
ク
セ
ス
し
、
後
者
は
行
政
に
よ
る

個
人
情
報
の
保
有
を
制
限
し
、
結
局
、
両
者
と
も

行
政
に
対
す
る
市
民
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
能
を
実

現
し
て
い
く
、
と
い
う
共
通
の
目
的
を
有
す
る
運

動
で
あ
る
。

情
報
公
開
と
個
人
情
報
保
護
は
、
市
民
の
情
報

に
対
す
る
権
利
を
守
る
制
度
の
両
輪
で
あ
る
。
今

後
の

P
I
J
は
、
情
報
公
開
を
活
動
目
的
と
す
る

他
の
市
民
団
体
と
も
広
く
手
を
結
び
、
活
動
を
行

っ
て
い
き
た
い
。
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(1)

一
周
年
記
念
特
大
号

・
国
民
総
背
番
号
制
・
登
録
証
制
を
認
め
る
の
か

・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
電
子
署
名
法
制
化

・
シ
リ
ー
ズ
・
電
子
申
告
と
は
何
か
（
米
国
編
）

・
新
し
い
Ｅ
Ｕ
デ
ー
タ
保
護
指
令
を
読
む
（
上
）

・
実
現
で
き
る
か
参
議
院
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン

《

主

な

記

事

》
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(2)

自
治
省
の
研
究
会
は
、
三
月
末
に
、

住
民
基
本
台
帳
番
号
を
基
に
し

た
「
国
民
総
背
番
号
制
度
」
お

よ
び
「
国
民
登
録
証
（
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
）
携

行
制
度
」
を
導
入
す
べ
き
だ
と
す
る
最
終

報
告
を
発
表
し
た
。

自
治
省
は
、
最
終
報
告
を
も
と
に
法
案

化
を
目
ざ
す
と
い
う
。
だ
が
、
こ
う
し
た

制
度
の
導
入
は
、
一
歩
誤
る
と
、
わ
が
国

を
�
デ
ー
タ
監
視
社
会
�
に
し
て
し
ま
う
。

政
党
な
ど
の
反
応
は
鈍
い
。
声
高
に
反
対

せ
ず
に
、
官
僚
の
独
走
を
許
し
て
し
ま
っ

て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

◇

目
　
次

◇

■
は
じ
め
に
―
問
題
の
所
在

一
国
民
デ
ー
タ
監
視
シ
ス
テ
ム
へ
の
胎
動

(1)
着　
々　
と　
す　
す　
む　
国　
民　
デ　
ー　
タ　
監　
視　
構　
想　

(2)
共
通
番
号
の
役
わ
り

(3)
分
散
管
理
思
考
で
一
歩
前
進

(4)
共
通
番
号
の
候
補
と
は

(a)
基
礎
年
金
番
号

(b)
住
民
基
本
台
帳
番
号
（
出
生
番
号
）

二
自
治
省
の
�
出
生
番
号
�
構
想
批
判

(1)
背
番
号
コ
ー
ド
、
登
録
証
の
仕
組
み

(a)
背
番
号
コ
ー
ド

(b)
国
民
登
録
証
（
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
）

(c)
カ
ー
ド
取
得
、
�
任
意
�
は
ウ
ソ

(2)
骨
抜
き
に
さ
れ
る
地
方
自
治

(a)
�
分
権
的
�
な
管
理
の
ポ
ー
ズ

(b)
地
方
条
例
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン

禁
止
条
項
削
除
で
よ
い
の
か

(3)
背
番
号
コ
ー
ド
の
利
用

(a)
�
カ
ー
ド
で
便
利
�
は
疑
わ
し
い

(b)
�　
納　
税　
者　
番　
号　
�　
と　
し　
て　
の　
利　
用　
と　
は　

(c)

危
険
な
背
番
号
コ
ー
ド
の
汎
用

三
説
得
力
を
欠
く
デ
ー
タ
保
護
政
策

(1)
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
屋
の
空
論

(2)
話
に
な
ら
な
い
デ
ー
タ
保
護
法
制

(3)
�
デ
ー
タ
照
合
禁
止
�
の
ト
リ
ッ
ク

■
む
す
び
に
か
え
て

―
各
界
は
早
急
な
取
組
み
を

《
参
考
文
献
》

■

は
じ
め
に
―
問
題
の
所
在

自
治
省
は
、
住
民
基
本
台
帳
を
基
に
全

国
民
を
対
象
に
一
人
ひ
と
り
に
強
制
的
に

背
番
号
コ
ー
ド
（
住
民
基
本
台
帳
コ
ー
ド
）

を
つ
け
、
全
国
共
通
の
国
民
登
録
証
（
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
）
を
発
行
す
る
構
想

を
発
表
し
た
。

構
想
は
、
本
年
（
九
六
年
）
三
月
末
に

同
省
行
政
局
長
の
私
的
研
究
会
「
住
民
記

録
シ
ス
テ
ム
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
等

に
関
す
る
研
究
会
」（
以
下
「
自
治
省
研
究

会
」）
が
ま
と
め
た
「
最
終
報
告
」
で
、
具

体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

こ
の
構
想
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
体

側
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
国
民
の
間
に
合
意
が
あ
る
わ
け
で

も
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
治
省

は
、
来
年
度
の
通
常
国
会
に
法
案
を
提
出

し
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
の
実
施
を
目
指
す

と
い
う
。

最
終
報
告
で
は
、
こ
の
構
想
は
、
行
政

の
高
度
情
報
化
・
簡
素
効
率
化
の
た
め
の

当
然
の
要
請
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
デ
ー
タ
の
安
全
対
策
を
講
じ
る
の

で
問
題
は
な
い
と
す
る
。

し
か
し
、
最
終
報
告
に
盛
ら
れ
た
保
護

策
の
多
く
は
現
実
と
遊
離
し
、
有
名
無
実

化
し
て
い
る
。
一
歩
誤
る
と
、
わ
が
国
を

�
デ
ー
タ
監
視
社
会
�
に
し
か
ね
な
い
内

容
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
自
治
省
の
構
想
は
、
住
民
情
報

の
中
央
集
中
管
理
、
汎
用
（
多
目
的
利
用
）

の
た
め
に
、
憲
法
が
保
障
す
る
「
地
方
自

治
」
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
形
骸
化
さ
せ
る
。

し
か
し
も
っ
と
問
題
な
の
は
、
私
た
ち
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
（
個
人
情
報
）
や
日
常
的

な
移
動
の
自
由
を
、
広
く
公
権
力
の
管
理

に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
国
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

を
集
約
化
し
公
権
力
の
管
理
の
も
と
に
置

こ
う
と
す
る
構
想
は
、
ひ
と
り
自
治
省
だ

け
で
の
動
き
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
政
府
税
制
調
査
会
に
よ
る

「
納
税
者
番
号
制
度
」
の
検
討
、
国
税
庁
固

有
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
「
Ｋ
Ｓ
Ｋ

（
国
税
総
合
管
理
）
シ
ス
テ
ム
」
の
導
入
は
、

こ
う
し
た
動
き
の
一
つ
と
い
え
る
。

労
働
省
は
、
す
べ
て
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

を
対
象
に
、
各
人
の
一
生
涯
の
健
康
情
報

を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
よ
う
と
計
画
し
て

い
る
。
こ
の
た
め
の
「
健
康
情
報
管
理
シ

ス　
テ　
ム　
」　
を　
構　
築　
し　
、　
Ｉ　
Ｃ　
〔　
集　
積　
回　
路　
〕　

仕
様
の
�
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
・
カ
ー
ド
�
の

導
入
を
計
画
し
て
い
る
の
も
、
同
じ
類
と

い
え
る
。

厚
生
省
社
会
保
険
庁
が
、
複
数
あ
る
既

存
の
年
金
番
号
を
統
合
し
、
近
く
発
足
す

る
全
国
民
共
通
の
「
基
礎
年
金
番
号
」
を

使
っ
て
年
金
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
管
理
し
、

カ
ー
ド
を
発
行
し
よ
う
と
い
う
の
も
同
様

の
動
き
の
一
つ
と
い
え
る
。

国
民
総
背
番
号
制
・
登
録
証
制
を
認
め
る
の
か

―
「
住
民
基
本
台
帳
番
号
コ
ー
ド
制
提
言
」
の
自
治
省
研
究
会
最
終
報
告
を
機
に
―

P
I
J
代
表
　
石
村
耕
治

国
民
総
背
番
号
制
・
登
録
証
制
を
認
め
る
の
か
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(3)

一
方
、
こ
の
よ
う
に
し
て
縦
割
り
の
形

で
各
機
関
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
入
力
さ
れ

た
国
民
情
報
を
、
各
人
の
背
番
号
で
管
理

し
、
相
互
利
用
を
す
す
め
よ
う
と
、
共
通

番
号
の
導
入
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

た
め
の
関
係
省
庁
連
絡
会
議
が
持
た
れ
て

い
る
。

自
治
省
が
拙
速
に
研
究
会
の
最
終
報
告

を
出
し
、
構
想
の
実
現
に
向
け
て
走
り
出

し
た
裏
に
は
、
自
ら
の
背
番
号
コ
ー
ド
を

共
通
番
号
と
し
て
採
用
さ
せ
る
こ
と
に
あ

る
。
本
音
は
、
も
う
一
方
の
有
力
候
補
で

あ
る
社
会
保
険
庁
の
基
礎
年
金
番
号
を
出

し
抜
い
て
、
省
庁
間
の
権
限
争
い
で
優
位

に
立
つ
こ
と
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
ま
さ

に
、
国
民
は
不
在
で
あ
る
。

わ
が
国
で
は
、
政
府
や
政
党
、
労
働
組

合
な
ど
に
は
、
社
会
の
高
度
情
報
化
と
個

人
情
報
の
保
護
と
を
両
立
に
導
け
る
よ
う

な
確
た
る
�
デ
ー
タ
政
策
�
は
見
あ
た
ら

な
い
。
ま
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
問
題
に
つ
い

て
は
、
政
策
提
言
型
の
市
民
団
体
（
Ｎ
Ｇ

Ｏ
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
）
の
力
も
い
ま
だ
強
く
な
い
。

こ
う
し
た
無
政
策
状
態
を
よ
い
こ
と
に
、

行
政
・
官
僚
に
よ
る
デ
ー
タ
監
視
社
会
化

構
想
は
、
行
政
の
高
度
情
報
化
、
簡
素
効

率
化
を
旗
印
に
着
々
と
す
す
め
ら
れ
て
い

る
。
こ　
の　
ま　
ま　
既　
成　
事　
実　
化　
が　
す　
す　
め　
ば　
、　

わ　
が　
国　
は　
確　
実　
に　
�　
デ　
ー　
タ　
収　
容　
所　
列　
島　
�　

と　
化　
し　
て　
い　
く　
。　

行
政
・
官
僚
が
主
導
す
る
一
連
の
動
き

の
中
で
、
機
関
車
的
な
役
割
を
担
っ
て
い

る
の
が
自
治
省
構
想
で
あ
る
。
将
来
に
禍

根
を
残
さ
な
い
た
め
に
も
、
こ
の
構
想
を

黙
認
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

行　
政　
・　
官　
僚　
に　
よ　
る　
デ　
ー　
タ　
監　
視　
社　
会　
化　

構　
想　
の　
経　
緯　
と　
現　
状　
を　
紹　
介　
・　
分　
析　
し　
な　
が　

ら　
、　
高　
度　
情　
報　
化　
社　
会　
の　
中　
で　
の　
「　
人　
間　
の　

尊　
厳　
」　
を　
守　
る　
途　
を　
考　
え　
て　
み　
た　
い　
。　

一

国
民
デ
ー
タ
監
視
シ
ス
テ
ム
へ
の
胎
動

現
在
、
行
政
機
関
の
間
で
は
、
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
を
使
い
、
国
民
一
人
ひ
と
り
の
情

報
を
ト
ー
タ
ル
に
収
集
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

化
し
管
理
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
急
で
あ

る
。
ま
た
、
管
理
の
効
率
化
を
狙
い
に
、

全
国
共
通
の
背
番
号
コ
ー
ド
や
コ
ー
ド
を

盛
り
込
ん
だ
登
録
カ
ー
ド
導
入
構
想
の
検

討
が
盛
ん
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
自

治
省
や
社
会
保
険
庁
な
ど
の
構
想
が
そ
の

典
型
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
行
政
の
動
き
の
背
景
に
は
、

全
国
民
の
個
人
情
報
（　
プ　
ラ　
イ　
バ　
シ　
ー　
）　

を
行
政
・
官
僚
が
支
配
す
る
こ
と
を
可
能

と
す
る
「
包
括
的
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
」
を
構
築
し
よ
う
と
い
う
思
惑
が

あ
る
。
つ　
ま　
り　
、　
本　
来　
は　
�　
個　
人　
の　
財　
産　
�　

で
あ
る
は
ず
の
個
人
情
報
を
、
ト
ー
タ
ル

に
国
家
管
理
利
用
す
る
ね
ら
い
が
あ
る
。

(1)

着
々
と
す
す
む

国
民
デ
ー
タ
監
視
構
想

各
省
庁
は
、
個
人
情
報
の
ト
ー
タ
ル
な

支
配
に
向
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
保
有
す
る

情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
す
す
め
て
い

る
。
こ
う
し
た
統
一
的
な
動
き
の
契
機
に

な
っ
て
い
る
の
が
、
国
の
主
要
行
政
機
関

か
ら
成
る
「
行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
各
省
庁

連
絡
会
議
」
が
一
九
八
七
年
二
月
に
出
し

た
、「
国
の
行
政
機
関
に
お
け
る
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
整
備
に
関
す
る
基
本
方
針
」
で
あ
る
。

こ
の
基
本
方
針
の
中
で
は
、
各
省
庁
が

保
有
す
る
情
報
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
、

省
庁
間
で
の
相
互
利
用
を
推
進
す
る
よ
う

に
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

化
し
た
情
報
を
、
民
間
機
関
な
ど
に
も
提

供
し
社
会
的
活
用
を
は
か
る
、
と
う
た
っ

て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
た
と
え
ば
国
税
庁
の
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
Ｋ
Ｓ
Ｋ
（
国
税
総
合

管
理
）
シ
ス
テ
ム
に
あ
る
納
税
者
情
報
は
、

年
金
と
か
福
祉
、
警
察
、
入
国
管
理
な
ど

の
当
局
に
提
供
し
易
く
な
る
。
ま
た
、
そ

れ
ぞ
れ
の
当
局
が
持
つ
情
報
と
の
相
互
交

換
、
デ
ー
タ
照
合
（
マ
ッ
チ
ン
グ
）
が
容

易
に
な
る
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
情
報
の
相
互
交
換
、

デ
ー
タ
照
合
が
容
易
に
な
る
よ
う
に
、
行

政
情
報
シ
ス
テ
ム
各
省
庁
連
絡
会
議
は
、

九
一
年
一
二
月
に
「
政
府
に
お
け
る
Ｏ
Ｓ

Ｉ
〔
開
放
型
シ
ス
テ
ム
間
相
互
接
続
〕
導

入
・
利
用
に
関
す
る
基
準
」
を
明
ら
か
に

し
た
。
こ
の
中
で
、
各
省
庁
に
対
し
、
設

置
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
開
放
型
と
し
、

他
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
接
続
、
デ
ー
タ
交

換
が
可
能
な
も
の
と
す
る
よ
う
に
求
め
た
。

国
税
庁
の
Ｋ
Ｓ
Ｋ
シ
ス
テ
ム
な
ど
は
、

こ
の
基
準
に
沿
っ
て
設
置
さ
れ
た
Ｏ
Ｓ
Ｉ

機
能
を
持
っ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
他
の
Ｏ
Ｓ
Ｉ
機
能
を
持
っ

た
機
関
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
接
続
が
可
能

で
あ
る
。

(2)

共
通
番
号
の
役
わ
り

各
省
庁
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
Ｏ
Ｓ
Ｉ
機

能
を
持
ち
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
相
互
間
で
の

接
続
が
可
能
で
あ
る
と
し
よ
う
。
こ
の
場

合
、
各
省
庁
が
設
置
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

の
管
理
に
、
独
自
の
固
有
な
識
別
番
号
コ

ー
ド
を
採
用
し
て
い
る
と
な
る
と
、
省
庁

間
で
の
デ
ー
タ
相
互
交
換
、
デ
ー
タ
照
合

な
ど
が
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
も
っ

と
容
易
に
す
る
た
め
に
は
、
多
様
な
�
縦

割
行
政
番
号
�
を
統
一
し
共
通
番
号
と
し

た
方
が
よ
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
統
一
化
の
課
題
に
対
処
す
る
こ
と

を
狙
い
に
、
八
六
年
一
月
に
設
置
さ
れ
た

の
が
、「
税
務
等
行
政
分
野
に
お
け
る
共
通

番
号
制
度
に
関
す
る
関
係
省
庁
連
絡
検
討

会
議
（
以
下
「
共
通
番
号
制
度
連
絡
検
討

会
議
」
）
」
で
あ
る
。
十
五
省
庁
の
代
表
者

か
ら
成
る
共
通
番
号
制
度
連
絡
検
討
会
議

が
考
え
て
い
る
�
共
通
番
号
�
と
は
、
す

べ
て
の
行
政
機
関
、（
さ
ら
に
は
民
間
機
関

国
民
総
背
番
号
制
・
登
録
証
制
を
認
め
る
の
か
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(4)

な
ど
）
が
共
通
し
て
利
用
す
る
�
マ
ス
タ

ー
キ
ー
�
の
役
わ
り
を
果
た
す
背
番
号
コ

ー
ド
の
仕
組
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
民

が
最
も
ア
レ
ル
ギ
ー
を
示
す
�
国
民
総
背

番
号
制
度
�
で
あ
る
。

(3)

分
散
管
理
思
考
で
一
歩
前
進

国
民
の
広
範
な
情
報
を
行
政
・
官
僚
が

ト
ー
タ
ル
に
支
配
す
る
こ
と
を
狙
い
に
、

全
国
民
を
対
象
に
一
人
ひ
と
り
に
付
け
た

生
涯
不
変
の
背
番
号
コ
ー
ド
で
、
各
人
別

の
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
個
人
情
報
を
振
り
分

け
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
管
理
す
る
大
規
模
な

仕
組
み
が
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
」
で
あ
る
。

従
来
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

の
考
え
方
は
、
中
央
に
一
箇
所
の
ホ
ス

ト
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
あ
り
、
そ
こ
に
あ

ら
ゆ
る
情
報
を
集
約
す
る
�
集
中
管
理

（
処
理
）
型
�
の
シ
ス
テ
ム
が
想
定
さ
れ
て

い
た
（
図
表
１
�
）。

し
か
し
、
集
中
管
理
型
シ
ス
テ
ム
思
考

の
も
と
で
は
、
税
務
、
福
祉
、
年
金
、
犯

歴
、
病
歴
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
行
政
分
野
で

集
め
た
国
民
情
報
が
一
箇
所
に
集
約
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
人
口
が
数
万
、
数
十
万

人
と
い
っ
た
地
方
自
治
体
な
ら
い
ざ
知
ら

ず
、
人
口
が
一
億
、
二
億
人
と
な
る
と
、

巨
大
な
量
の
国
民
情
報
を
一
箇
所
に
集
約

し
管
理
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
得
策
と

は
い
え
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
デ
ー
タ
の
安
全
面
で
の

大
き
な
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
集
中
管
理

型
シ
ス
テ
ム
は
、
わ
が
国
の
縦
割
行
政
の

も
と
で
は
、
包
括
的
な
国
民
情
報
の
管

理
・
支
配
を
め
ぐ
り
各
省
庁
間
で
確
執
も

予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
問
題
、
さ
ら
に
は
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
の
性
能
な
ど
も
あ
り
、
集
中
管
理

型
シ
ス
テ
ム
思
考
が
全
盛
で
あ
っ
た
時
代

に
は
、
包
括
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
の
構
築
を
現
実
の
も
の
に
す
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
近
年
、
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム

は
、
こ
れ
ま
で
の
�
集
中

管
理
（
処
理
）
型
�
か
ら

�　
分　
散　
管　
理　
（　
処　
理　
）　
型　
�　

へ
と
考
え
方
が
大
き
く
変

化
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、

一
箇
所
に
巨
大
な
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
（
ホ
ス
ト
・
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
）
を
構
築
し
、
そ
こ
へ
あ
ら
ゆ

る
情
報
を
集
約
し
管
理
す
る
の
で
は
な
く
、

各
所
に
分
散
し
た
形
で
複
数
の
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
を
設
置
し
、
相
互
に
情
報
を
融
通
し

合
う
方
式
が
広
ま
っ
て
き
た
（
図
表
１
�
）。

こ　
の　
方　
式　
に　
よ　
れ　
ば　
、　
分　
散
管
理
」
の
形

で
は
あ
る
が
、
包
括
的
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
の
途
が
開
け
て
く
る
。

こ
の
場
合
、
国
民
情
報
は
各
省
庁
に
あ

る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
分
散
管
理
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
各
所
に
あ
る
情
報
を
効
率
的

に
相
互
利
用
、
照
合
す
る
た
め
に
は
、
あ

ら
ゆ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
入
力
す
る
情
報

を
背
番
号
コ
ー
ド
、
つ
ま
り
共
通
番
号
、

を
付
け
て
処
理
し
、
管
理
す
れ
ば
よ
い
。

共
通
番
号
制
度
連
絡
検
討
会
議
が
考
え

て
い
る
�
共
通
番
号
�
と
は
、
ま
さ
し
く

こ
う
し
た
国
民
情
報
の
ト
ー
タ
ル
な
管
理

に
使
わ
れ
る
多
目
的
利
用
（
汎
用
）
を
前

提
と
し
た
背
番
号
コ
ー
ド
で
あ
る
。

共
通
番
号
を
媒
介
と
し
た
包
括
的
ナ
シ

ョ
ナ
ル
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
は
、
行

政
・
官
僚
に
新
た
な
国
民
支
配
の
道
具
を

与
え
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
行
政
の

高
度
情
報
化
時
代
の
当
然
の
成
り
行
き
、

と
い
っ
て
済
ま
さ
れ
る
問
題
で
は
な
い
。

(4)

共
通
番
号
の
候
補
と
は

そ
れ
で
は
行
政
・
官
僚
は
、
国
民
情
報

を
支
配
す
る
マ
ス
タ
ー
キ
ー
と
な
る
共
通

番
号
と
し
て
ど
う
い
う
番
号
を
選
択
、
利

用
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

運
転
免
許
証
や
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
を
チ

ェ
ッ
ク
し
て
み
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
証

票
に
よ
っ
て
は
現
在
で
も
「
全
国
一
連
、

一
人
一
番
号
」
の
形
で
重
複
し
な
い
よ
う

に
番
号
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
番
号
は
各
々
の
行

政
事
務
に
固
有
で
利
用
目
的
が
限
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
限
定
番
号
で

あ
っ
て
も
、
多
目
的
利
用
（
汎
用
）
に
供

す
る
と
、
共
通
番
号
と
し
て
も
利
用
で
き

る
。
た
だ
、
実
際
に
採
用
す
る
と
な
る
と
、

普
及
率
と
か
付
番
機
関
と
し
て
の
管
理
能

力
な
ど
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
の
ず
か
ら
候
補
と
な
る
番
号
も
限
ら
れ

て
く
る
。

共
通
番
号
制
度
連
絡
検
討
会
議
、
さ
ら

に
は
政
府
税
制
調
査
会
の
納
税
者
番
号
等

検
討
小
委
員
会
は
、
共
通
番
号
の
候
補
を

あ
げ
、
具
体
的
な
検
討
を
続
け
て
き
て
い

る
。
候
補
と
し
て
あ
が
っ
て
い
る
の
は
、

次
の
二
つ
で
あ
る
。

(a)

基
礎
年
金
番
号

候
補
の
一
つ
は
公
的
年
金
番
号
で
あ
る
。

わ
が
国
の
公
的
年
金
制
度
は
職
域
ご
と
に

発
展
し
て
き
た
。
こ
の
た
め
、
国
民
年
金
、

厚
生
年
金
保
険
お
よ
び
各
種
共
済
組
合
に

分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
番
号
が
使
わ

れ
て
き
た
。

〔図表１〕 管理（処理）方式別の類型

� 集中管理（処理）型データベース

ホスト・コン

ピュータ

� 分散管理（処理）型データベース

操作端末

付番機関

DB DB DB

DB DB

DB DB

DB

DB＝データベース

国
民
総
背
番
号
制
・
登
録
証
制
を
認
め
る
の
か
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(5)

厚
生
省
社
会
保
険
庁
は
、
一
九
九
四
年

か
ら
各
種
年
金
の
番
号
を
一
本
化
し
、
共

通
化
し
た
「
基
礎
年
金
番
号
」
を
使
っ
た

シ
ス
テ
ム
の
開
発
を
行
っ
て
き
た
。
こ
の
、

一
生
涯
を
通
し
一
人
一
番
号
を
原
則
と
す

る
シ
ス
テ
ム
の
完
成
に
よ
り
、
加
入
制
度

を
異
動
し
て
も
番
号
は
変
わ
ら
な
く
な
る
。

基
礎
年
金
番
号
シ
ス
テ
ム
は
、
九
七
年

一
月
か
ら
本
格
的
に
稼
働
す
る
予
定
で
あ

る
。
基
礎
年
金
番
号
管
理
フ
ァ
イ
ル
に
入

力
す
る
情
報
は
、
各
人
の
�

基
礎
年
金
番

号
、
�
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
、
住
所
、

�

公
的
年
金
加
入
情
報
（
配
偶
者
の
番
号

を
含
む
）
で
あ
る
。
付
番
方
法
は
、
�

新

規
加
入
者
は
資
格
取
得
時
、
�
国
民
年
金
、

厚
生
年
金
保
険
の
現
存
被
保
険
者
は
現
在

の
年
金
番
号
、
�

共
済
組
合
の
現
存
加
入

者
は
新
規
に
付
番
、
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
（
図
表
２
）。

厚
生
省
社
会
保
険
庁
は
、
基
礎
年
金
番

号
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
あ
た
り
、
法
制
化

を
避
け
て
事
務
レ
ベ
ル
で
一
元
化
を
図
ろ

う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
や
り
方
で
、

背
番
号
化
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
問
題
に
対
す

る
批
判
を
か
わ
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
形
で
作
ら
れ
た
基
礎
年
金
番
号
が
共

通
番
号
に
使
わ
れ
る
こ
と
は
、
大
き
な
問

題
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、「
社
会
保

障
番
号
（
Ｓ
Ｓ
Ｎ
）」
を
、
そ
し
て
カ
ナ
ダ

で
は
「
社
会
保
険
番
号
（
Ｓ
Ｉ
Ｎ
）」
を
汎

用
す
る
形
で
、
そ
れ
ぞ
れ
共
通
番
号
と
し

て
使
っ
て
い
る
。

こ　
の　
た　
め　
、　
基　
礎　
年　
金　
番　
号　
を　
共　
通　
番　
号　

に　
汎　
用　
す　
る　
「　
年　
金　
番　
号　
方　
式　
」　
は　
、　「　
ア　

メ　
リ　
カ　
・　
カ　
ナ　
ダ　
方　
式　
」　
と　
も　
呼　
ば　
れ　
る　
。　

(b)

住
民
基
本
台
帳
番
号
（
出
生
番
号
）

も
う
一
つ
の
候
補
は
住
民
基
本
台
帳
番

号
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
各
市
区
町
村
が
、

住
民
基
本
台
帳
を
置
い
て
る
。
こ
の
台
帳

は
、
住
民
の
居
住
関
係
の
公
証
、
選
挙
登

録
、
国
民
健
康
保
険
加
入
、
義
務
教
育
な

ど
、
多
様
な
行
政
事
務
の
基
礎
と
す
る
た

め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。

現
在
ほ
と
ん
ど
の
市
区
町
村
で
、
住
民

基
本
台
帳
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
か
ね
て
か
ら
自
治
省
は
、

全
国
民
を
対
象
に
各
人
に
重
複
し
な
い
形

で
背
番
号
（
住
民
基
本
台
帳
番
号
、
コ
ー

ド
）
を
ふ
っ
て
、
各
自
治
体
の
垣
根
を
越

え
た
形
で
全
国
ネ
ッ
ト
で
住
民
基
本
台
帳

を
管
理
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
計
画
を
す

す
め
て
い
る
。

こ
の
計
画
が
実
施
に
移
さ
れ
る
と
す
れ

ば
、
新
た
に
創
設
さ
れ
る
「
住
民
基
本
台

帳
番
号
（
コ
ー
ド
）」
を
共
通
番
号
と
し
て

使
お
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

番
号
導
入
時
の
暫
定
措
置
や
帰
化
等
の

場
合
を
除
け
ば
、
出
生
時
に
強
制
的
に
付

番
さ
れ
る
こ
と
か
ら
「
出
生
番
号
」
と
呼

ば
れ
る
。
ま
た
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
北

欧
諸
国
で
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

「
北
欧
方
式
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

二

自
治
省
の
�
出
生
番
号
�
構
想
批
判

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
行
政
・
官

僚
が
、
縦
割
の
壁
を
維
持
し
た
ま
ま
広
範

な
国
民
情
報
を
包
括
的
に
支
配
・
管
理
す

る
た
め
に
は
、
共
通
番
号
の
存
在
が
不
可

欠
と
な
る
。
こ
の
共
通
番
号
の
候
補
の
一

つ
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
自
治
省
が
検
討

し
て
い
る
�
出
生
番
号
�
で
あ
る
。

自
治
省
の
�
出
生
番
号
�
構
想
は
、
九

五
年
三
月
に
同
省
行
政
局
長
の
私
的
研
究

会
「
住
民
記
録
シ
ス
テ
ム
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
構
築
等
に
関
す
る
研
究
会
（
以
下

「
自
治
省
研
究
会
」）」
が
ま
と
め
た
「
中
間

報
告
」
で
初
め
て
イ
メ
ー
ジ
が
明
ら
か
に

さ
れ
た
。

中
間
報
告
に
示
さ
れ
た
構
想
は
、『
国
民

の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
総
背
番
号
制
を
使
っ

て
国
家
管
理
す
る
』
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ

が
す
こ
ぶ
る
強
か
っ
た
。
ま
た
唐
突
に
発

表
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
各
界
か
ら
反
発

を
受
け
た
。
と
り
わ
け
マ
ス
コ
ミ
か
ら
は

厳
し
い
批
判
を
浴
び
た
。

し
か
し
、
共
通
番
号
の
も
う
一
方
の
有

力
候
補
で
あ
る
厚
生
省
社
会
保
険
庁
の

「
基
礎
年
金
番
号
」
の
方
は
基
本
的
整
備
が

終
わ
り
つ
つ
あ
り
、
九
七
年
一
月
か
ら
実

施
の
勢
い
に
あ
る
。
旧
内
務
省
と
し
て
国

民
監
視
の
面
で
は
�
伝
統
的
実
績
�
の
あ

る
自
治
省
と
し
て
は
、
負
け
て
は
い
ら
れ

な
い
。
昨
今
の
重
要
な
政
治
課
題
と
な
っ

て
い
る
�
規
制
緩
和
�
や
�
地
方
分
権
�

と
い
っ
た
、
行
政
・
官
僚
の
権
限
を
そ
ぎ

落
と
す
逆
風
を
は
ね
返
す
た
め
に
も
、
同

省
の
�
出
生
番
号
�
を
是
非
と
も
共
通
番

号
と
し
て
採
用
さ
せ
た
い
。
ま
た
、
こ
れ

が
実
現
で
き
れ
ば
省
庁
間
の
権
限
争
い
で

優
位
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
読

み
も
あ
る
。

こ
う
し
た
事
情
も
あ
り
、
自
治
省
は
で

き
る
だ
け
早
急
に
構
想
を
実
現
す
る
た
め

に
も
、
研
究
会
最
終
報
告
を
拙
速
に
ま
と

め
る
必
要
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
自
治
省
は
、
マ
ス
コ
ミ
対
策
を

〔図表２〕 各年金制度の加入者管理の仕組み

国民年金

（基礎年金）

国民年金

（基礎年金）

厚生年金保険

国民年金

（基礎年金）

共済組合

国民年金の
←年金手帳番→

号で管理

厚生年金の
←年金手帳番→

号で管理

共済組合ご
←との番号で→

管理

厚生年金保険 共済組合

国 民 年 金 （ 基 礎 年 金 ）

現

行

基
礎
年
金
番
号

導
入
後

国
民
総
背
番
号
制
・
登
録
証
制
を
認
め
る
の
か

← 　 全 員 を 基 礎 年 金 番 号 で 管 理 →

九
七
年
一
月
以
降
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(6)

主　
眼　
に　
、　
中　
間　
報　
告　
発　
表　
後　
に　
急　
き　
ょ　
、　
代　

表　
的　
な　
報　
道　
機　
関　
の　
論　
説　
委　
員　
な　
ど　
を　
研　
究　

会　
メ　
ン　
バ　
ー　
に　
加　
え　
た　
。　
ま　
た　
研　
究　
会　
側　
も　
、　

中　
間　
報　
告　
の　
批　
判　
を　
受　
け　
た　
点　
に　
対　
す　
る　
パ　

ッ　
チ　
ワ　
ー　
ク　
的　
な　
対　
応　
を　
行　
っ　
た　
。　

こ
う
し
た
い
き
さ
つ
を
経
て
で
き
上
が

っ
た
「
最
終
報
告
」
は
、
去
る
九
六
年
三

月
に
発
表
さ
れ
た
。
最
終
報
告
で
は
、
こ

れ
ま
で
「
番
号
」
と
し
て
い
た
も
の
を

「
コ
ー
ド
」
と
言
葉
を
置
き
換
え
た
り
、
専

門
用
語
や
英
語
を
使
う
な
ど
し
て
、
イ
メ

ー
ジ
的
に
は
自
治
省
構
想
の
ソ
フ
ト
化
が

は
か
ら
れ
た
。
ま
た
、
各
種
の
「
デ
ー
タ

保
護
策
」
も
盛
り
込
ま
れ
た
。

し
か
し
、
背
番
号
コ
ー
ド
と
国
民
登
録

証
の
導
入
を
柱
と
す
る
自
治
省
構
想
の
根

幹
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
変
化
は
な
い
。

ま
た
、
後
に
詳
し
く
検
討
す
る
よ
う
に
、

最
終
報
告
に
盛
ら
れ
た
デ
ー
タ
保
護
策
も
、

�
最
初
に
背
番
号
あ
り
き
�
の
報
告
基
調

の
中
で
、「
つ
け
た
り
」
程
度
の
も
の
に
過

ぎ
な
い
。
ま
た
、
保
護
策
の
多
く
は
現
実

か
ら
遊
離
し
、
有
名
無
実
化
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
特
徴
を
頭
に
置
き
な
が
ら
、

以
下
に
お
い
て
は
研
究
会
最
終
報
告
に
盛

ら
れ
た
自
治
省
構
想
を
批
判
的
に
点
検
し

て
み
る
。

(1)

背
番
号
コ
ー
ド
、
登
録
証
の
仕
組
み

自
治
省
構
想
の
根
幹
は
、
「
背
番
号
コ
ー

ド
」
と
「
国
民
登
録
証
（
全
国
共
通
Ｉ
Ｄ

カ
ー
ド
）」
の
導
入
に
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

自
治
省
主
導
で
デ
ー
タ
監
視
シ
ス
テ
ム
を

作
り
上
げ
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
こ
で
少
し
、
自
治
省
が
考
え
て
い
る

仕
組
み
に
つ
い
て
点
検
し
て
み
よ
う
。

(a)

背
番
号
コ
ー
ド

最
終
報
告
に
よ
る
と
、
各
人
に
は
、「
生

涯
不
変
、
一
人
一
コ
ー
ド
」
を
原
則
に
、

十
桁
の
背
番
号
コ
ー
ド
が
ラ
ン
ダ
ム
に
付

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
出
生
時
等
に
住
所
地
の

市
区
町
村
が
付
番
す
る
が
、
そ
の
後
は
住

所
を
異
動
し
た
り
名
字
が
変
わ
っ
て
も
番

号
コ
ー
ド
は
変
わ
ら
ず
、
生
涯
つ
い
て
回

る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
全
国
民
の
「
背
番
号
コ
ー
ド
、

と
氏
名
、
住
所
、
性
別
、
生
年
月
日
の
基

本
四
情
報
（
以
下
「
背
番
号
コ
ー
ド
情
報
」）」

は
、
各
自
治
体
の
垣
根
を
越
え
て
全
国
ネ

ッ
ト
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
で
管

理
す
る
と
い
う
。

こ
の
た
め
に
、
市
区
町
村
に
加
え
、
都

道
府
県
さ
ら
に
は
全
国
単
位
（
中
央
）
セ

ン
タ
ー
を
設
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

（
図
表
３
）。

最
終
報
告
で
は
、
セ
ン
タ
ー
の
フ
ァ
イ

ル
に
記
録
で
き
る
デ
ー
タ
は
、
番
号
コ
ー

ド
に
加
え
、
氏
名
、
住
所
、
性
別
お
よ
び

生
年
月
日
の
基
本
四
情
報
に
限
定
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
自
治
省
が
モ
デ
ル
と
し
て

い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
北
欧
方
式
」
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
中

央
セ
ン
タ
ー
（
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｒ
）
で
は
、
広
範

な
デ
ー
タ
が
各
人
の
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ

れ
て
い
る
（
図
表
４
）。

こ　
の　
ス　
ウ　
ェ　
ー　
デ　
ン　
の　
例　
は　
注　
目　
に　
値　
す　

る　
。　
い　
っ　
た　
ん　
自　
治　
省　
構　
想　
を　
許　
す　
と　
、　
セ　

ン　
タ　
ー　
に　
あ　
る　
各　
人　
の　
フ　
ァ　
イ　
ル　
へ　
の　
入　
力　

情　
報　
は　
見　
る　
み　
る　
拡　
大　
し　
て　
い　
か　
な　
い　
と　
も　

限　
ら　
な　
い　
。　
た　
と　
え　
法　
令　
で　
入　
力　
情　
報　
を　
限　

定　
す　
る　
こ　
と　
と　
し　
て　
も　
、　
法　
令　
の　
改　
正　
自　
体　

が　
官　
僚　
の　
意　
思　
で　
な　
ん　
と　
で　
も　
な　
る　
現　
状　
で　

は　
、　
歯　
止　
め　
に　
は　
な　
ら　
な　
い　
。　

将
来
は
、
本
人
お
よ
び
家
族
の
血
液
型
、

Ｄ
Ｎ
Ａ
型
、
資
産
額
、
職
歴
等
々
、
入
力

情
報
は
次
第
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
く

か
も
知
れ
な
い
。

(b)

国
民
登
録
証

（
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
）

最
終
報
告
に
よ
る
と
、
各
人
に
は
、
申

請
に
基
づ
き
�
国
民
登
録
証
�
と
も
い
え

・PIN（国民背番号）

・氏名

・住所

・管理教区

・本籍地

・出生地

・国籍（スウェーデン人、その他）

・婚姻関係（独身、既婚、離別、etc.）

・婚姻関係を最後に変更した日付

・認知関係（たとえば、配偶者、子ど

もなど被扶養者のPIN）

・所得税の賦課額

・本人および家族の所得額

・本人および家族の課税対象資産

・居住用として保有する不動産（１戸建

て、集合住宅、農家、別荘、その他）

・不動産所在地の県の地域番号

・建物の類型（建物の種類、大きさ、

建築年、１階建て・２階建て、地下

室の有無、その他主たる定着物）

・不動産の評価額

・ダイレクト・メール送達の是非

・このファイルを最後に変更した日付

〔図表４〕 ＳＰＡＲ入力情報の内訳

〔図表３〕 ネットワークのイメージ

国
民
総
背
番
号
制
・
登
録
証
制
を
認
め
る
の
か



CNNニューズ No.7    
© 1996  PIJ1996.06.30

(7)

る
「
全
国
共
通
Ｉ
Ｄ
〔
身
元
確
認
〕
カ
ー

ド
」
を
発
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
は
顔
写
真
入
り
と
す
る
こ
と

も
想
定
し
て
い
る
（
図
表
５
）。

こ
れ
は
現
行
の
外
国
人
登
録
証
制
度
を
、

私
た
ち
内
国
民
に
も
拡
大
す
る
に
匹
敵
す

る
大
変
な
提
案
で
あ
る
。

カ
ー
ド
は
、
最
高
八
千
文
字
を
書
き
込

め
る
（
書
き
換
え
も
可
能
）
性
能
を
持
っ

た
Ｉ
Ｃ
〔
集
積
回
路
〕
仕
様
で
あ
る
が
、

当
初
は
各
人
の
背
番
号
コ
ー
ド
情
報
だ
け

を
記
憶
さ
せ
る
予
定
と
い
う
。

し
か
し
、
最
終
報
告
で
は
、
Ｉ
Ｃ
仕
様

カ
ー
ド
の
空
い
て
い
る
記
憶
ス
ペ
ー
ス
を

使
っ
て
、
各
自
治
体
が
独
自
の
行
政
サ
ー

ビ
ス
を
行
う
た
め
の
書
き
込
み
を
可
能
と

し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
将
来
は
、
救
命
、
病
気
治

療
や
犯
罪
捜
査
利
用
を
目
的
に
、
本
人
お

よ
び
家
族
の
血
液
型
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
を
含
む

病
歴
、
職
歴
、
さ
ら
に
は
資
産
額
、
犯
罪

歴
な
ど
の
書
き
込
み
に
ま
で
広
げ
て
い
く

こ
と
も
、
簡
単
な
技
術
で
可
能
と
な
る
。

自
治
省
の
考
え
る
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
は
多
目

的
（
汎
用
）
に
利
用
さ
れ
る
。
こ
う
し
た

書
き
込
み
を
許
せ
ば
、
カ
ー
ド
読
取
機
を

持
つ
機
関
や
個
人
の
側
に
、
背
番
号
コ
ー

ド
情
報
以
外
の
個
人
情
報
が
た
れ
流
し
に

な
っ
て
し
ま
う
。

い　
ず　
れ　
に　
せ　
よ　
自　
治　
省　
構　
想　
で　
は　
、　
広　
範　

な　
個　
人　
情　
報　
が　
、　
各　
単　
位　
セ　
ン　
タ　
ー　
の　
み　
な　

ら　
ず　
、　
各　
人　
の　
手　
持　
ち　
の　
Ｉ　
Ｄ　
カ　
ー　
ド　
に　
も　

ス　
ト　
ッ　
ク　
で　
き　
る　
仕　
組　
み　
に　
な　
っ　
て　
い　
る　
。　

も　
ち　
ろ　
ん　
、　
こ　
う　
し　
た　
個　
人　
情　
報　
が　
Ｉ　
Ｄ　
カ　

ー　
ド　
や　
セ　
ン　
タ　
ー　
の　
デ　
ー　
タ　
ベ　
ー　
ス　
で　
は　
管　

理　
し　
に　
く　
い　
こ　
と　
も　
考　
え　
ら　
れ　
る　
。　
こ　
の　
場　

合　
に　
は　
、　
背　
番　
号　
コ　
ー　
ド　
を　
使　
っ　
て　
他　
の　
デ　

ー　
タ　
ベ　
ー　
ス　
に　
収　
集　
し　
、　
名　
寄　
せ　
管　
理　
す　
る　

こ　
と　
も　
選　
択　
で　
き　
る　
。　

(c)

カ
ー
ド
取
得
、
�
任
意
�
は
ウ
ソ

最
終
報
告
で
は
、
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
は
強
制

（
義
務
）
で
は
な
く
、
「
本
人
の
希
望
」
で

発
行
す
る
と
し
て
い
る
。

し
か
し
一
方
で
、
背
番
号
コ
ー
ド
、
Ｉ

Ｄ
カ
ー
ド
の
利
用
目
的
の
一
つ
に
、
選
挙

の
際
の
本
人
確
認
、
災
害
・
緊
急
時
の
際

の
身
元
確
認
を
あ
げ
て
い
る
。

こ　
れ　
は　
と　
り　
も　
な　
お　
さ　
ず　
、　
カ　
ー　
ド　
な　

し　
で　
は　
実　
際　
に　
選　
挙　
の　
投　
票　
が　
で　
き　
る　
か　

お　
ぼ　
つ　
か　
な　
く　
な　
る　
こ　
と　
を　
意　
味　
す　
る　
。　

災　
害　
・　
緊　
急　
時　
に　
使　
う　
と　
な　
る　
と　
、　
出　
か　

け　
る　
と　
き　
も　
寝　
て　
い　
る　
と　
き　
も　
、　
常　
に　
カ　

ー　
ド　
の　
携　
帯　
が　
必　
須　
と　
な　
る　
こ　
と　
を　
意　
味　

し　
て　
い　
る　
。　
カ
ー
ド
の
発
行
は
�
任
意
�

と
い
う
の
は
理
屈
で
し
か
な
い
。

将　
来　
的　
に　
は　
、　
い　
わ　
ゆ　
る　
「　
国　
民　
皆　
登　

録　
証　
携　
帯　
制　
度　
」　
に　
エ　
ス　
カ　
レ　
ー　
ト　
し　
な　

い　
保　
証　
は　
な　
い　
。　
事　
実　
、　
当　
初　
カ　
ー　
ド　
の　

発　
行　
は　
任　
意　
と　
し　
、　
定　
着　
後　
に　
携　
行　
を　
義　

務　
化　
す　
る　
や　
り　
方　
は　
、　
韓　
国　
な　
ど　
で　
経　
験　

済　
み　
の　
と　
こ　
ろ　
だ　
。　
こ　
の　
点　
、　
行　
政　
・　
官　

僚　
が　
国　
民　
に　
対　
し　
カ　
ー　
ド　
携　
帯　
義　
務　
付　
け　

に　
走　
ら　
な　
い　
よ　
う　
に　
、　
ス　
ウ　
ェ　
ー　
デ　
ン　
な　

ど　
、　
背　
番　
号　
制　
は　
導　
入　
し　
て　
い　
て　
も　
耐　
久　

性　
の　
あ　
る　
カ　
ー　
ド　
を　
発　
行　
し　
て　
い　
な　
い　
国　

も　
多　
い　
。　

「
生
涯
使
う
背
番
号
コ
ー
ド
」
と
い
う
な

ら
、
本
人
が
覚
え
て
し
ま
え
ば
よ
い
。
ま

た
、
運
転
免
許
証
や
健
康
保
険
証
な
ど
、

本
人
確
認
の
た
め
の
「
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
」
は

他
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
行
政
に
、
記
憶
容
量
の
大
き
い
、

し
か
も
汎
用
の
Ｉ
Ｃ
仕
様
の
カ
ー
ド
の
発

行
を
許
す
こ
と
は
、
問
題
が
多
い
。
紛
失

や
盗
難
な
ど
に
よ
り
個
人
情
報
が
流
出
、

濫
用
さ
れ
る
危
険
性
が
高
く
な
る
。

ま
た
、
カ
ー
ド
読
取
機
を
携
行
し
た
警

察
官
が
街
中
を
闊
歩
し
、
カ
ー
ド
不
携
帯

者
は
身
柄
を
拘
束
で
き
る
と
す
る
方
向
へ

エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
な
い
と
も
限
ら
な
い
。

現
在
、
行
政
が
発
行
済
み
の
も
の
も
含

め
む
し
ろ
、
法
律
に
よ
る
禁
止
を
検
討
す

べ
き
で
あ
る
。

(2)

骨
抜
き
に
さ
れ
る
地
方
自
治

憲
法
第
八
章
は
「
地
方
自
治
」
を
制
度

的
に
保
障
す
る
。
最
終
報
告
で
は
、
自
治

省
構
想
が
地
方
分
権
に
役
立
つ
と
強
調
し

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
住
民
基
本

台
帳
事
務
は
市
区
町
村
の
「
固
有
事
務
」

と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
自

治
省
が
音
頭
を
と
っ
て
束
ね
て
し
ま
う
こ

と
が
、
本
当
に
地
方
分
権
に
役
立
つ
と
い

え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(a)
�
分
権
的
�
な
管
理
の
ポ
ー
ズ

研
究
会
中
間

．
．

報
告
で
は
、
背
番
号
コ
ー

ド
情
報
シ
ス
テ
ム
を
「
国
の
シ
ス
テ
ム
」

と
し
て
構
築
す
る
つ
も
り
な
の
か
ど
う
か
、

す
こ
ぶ
る
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
。

自
治
省
と
し
て
は
国
の
シ
ス
テ
ム
と
し

た
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う

す
る
こ
と
は
、
憲
法
に
保
障
さ
れ
た
「
地

方
自
治
」
と
の
か
ら
み
で
、
強
い
批
判
を

受
け
る
可
能
性
が
あ
る
。

そ　
こ　
で　
研　
究　
会　
「　
最　
終　
報　
告　
」　
で　
は　
、　「　
地　

方　
自　
治　
体　
共　
同　
の　
分　
散　
・　
分　
権　
的　
な　
シ　
ス　
テ　

ム　
」　
を　
装　
う　
こ　
と　
に　
よ　
り　
、　
こ　
う　
し　
た　
批　
判　
を　

〔図表５〕考えられるIDカードのイメージ

国
民
総
背
番
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制
・
登
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を
認
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(8)

か　
わ　
そ　
う　
と　
努　
め　
た　
跡　
が　
見　
ら　
れ　
る　
。　

た
と
え
ば
、
背
番
号
コ
ー
ド
情
報
の
バ

ッ
ク
ア
ッ
プ
等
を
ね
ら
い
に
創
設
さ
れ
る

全
国
単
位
セ
ン
タ
ー
〔
六
ペ
ー
ジ
の
図
表

３
参
照
〕
の
性
格
付
け
が
一
例
で
あ
る
。

当　
初　
、　
全　
国　
単　
位　
セ　
ン　
タ　
ー　
（　
中　
央　
セ　
ン　

タ　
ー　
）　
は　
、　
自　
治　
省　
所　
管　
と　
す　
る　
こ　
と　
が　
想　

定　
さ　
れ　
て　
い　
た　
よ　
う　
で　
あ　
る　
。　
し　
か　
し　
最　
終　

報　
告　
で　
は　
、　
そ　
う　
せ　
ず　
に　
、　
都　
道　
府　
県　
共　
同　

の　
設　
置　
と　
い　
う　
形　
を　
提　
案　
し　
て　
い　
る　
。　

ま　
た　
中　
間　
報　
告　
で　
は　
、　
背　
番　
号　
コ　
ー　
ド　
の　

付　
番　
に　
つ　
い　
て　
は　
、　
自　
治　
省　
が　
主　
導　
し　
て　
全　

国　
一　
律　
に　
一　
斉　
に　
各　
人　
に　
付　
け　
る　
方　
法　
を　
想　

定　
し　
て　
い　
た　
。　
こ　
れ　
に　
対　
し　
最　
終　
報　
告　
で　
は　
、　

全　
国　
共　
通　
の　
重　
複　
し　
な　
い　
十　
ケ　
タ　
の　
数　
字　
か　

ら　
な　
る　
背　
番　
号　
コ　
ー　
ド　
を　
あ　
ら　
か　
じ　
め　
用　
意　

し　
て　
お　
き　
、　
各　
市　
区　
町　
村　
が　
そ　
の　
中　
か　
ら　
ラ　

ン　
ダ　
ム　
に　
選　
ん　
で　
各　
住　
民　
に　
付　
番　
す　
る　
形　
を　

と　
る　
こ　
と　
に　
し　
て　
い　
る　
。　

こ
う
し
た
最
終
報
告
に
盛
ら
れ
た
提
案

は
、
自
治
省
構
想
の
イ
メ
ー
ジ
の
ソ
フ
ト

化
を
ね
ら
い
と
し
た
ポ
ー
ズ
で
し
か
な
い
。

自
治
省
が
後
に
退
い
た
形
で
も
、
背
番
号

コ
ー
ド
情
報
シ
ス
テ
ム
や
セ
ン
タ
ー
を
実

質
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
に
は
支
障
が

な
い
と
読
ん
だ
上
で
の
提
案
と
い
え
る
。

(b)

地
方
条
例
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン

禁
止
条
項
削
除
で
よ
い
の
か

現
在
、
全
国
で
千
百
余
り
の
地
方
自
治

体
が
、
住
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
る
こ

と
を
ね
ら
い
に
個
人
情
報
保
護
条
例
を
定

め
て
い
る
。
こ
の
う
ち
八
四
〇
余
り
の
条

例
で
は
、
他
の
団
体
と
の
情
報
の
オ
ン
ラ

イ
ン
（
接
続
）
を
禁
止
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
最
終
報
告
で
は
、
こ
の
オ
ン

ラ
イ
ン
禁
止
条
項
は
、
住
民
情
報
の
中
央

集
中
管
理
、
多
目
的
利
用
（
汎
用
）
を
ね

ら
い
と
し
た
自
治
省
構
想
の
じ
ゃ
ま

．
．
．

に
な

る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
各
自
治
体
に
対

し
、
こ
う
し
た
条
例
を
撤
廃
す
る
よ
う
に

求
め
て
い
る
。

そ　
も　
そ　
も　
各　
自　
治　
体　
は　
、　
そ　
れ　
ぞ　
れ　
の　
自　

治　
体　
事　
務　
に　
利　
用　
す　
る　
と　
い　
う　
こ　
と　
で　
住　
民　

の　
情　
報　
を　
収　
集　
し　
て　
い　
る　
。　
一　
方　
、　
住　
民　
の　

側　
も　
、　
こ　
う　
し　
た　
前　
提　
を　
信　
頼　
し　
た　
上　
で　
、　

自　
治　
体　
が　
住　
民　
情　
報　
を　
収　
集　
・　
利　
用　
す　
る　
こ　

と　
に　
同　
意　
し　
て　
い　
る　
。　
し　
た　
が　
っ　
て　
住　
民　
情　

報　
が　
、　
各　
々　
の　
自　
治　
体　
事　
務　
以　
外　
の　
目　
的　
に　

利　
用　
さ　
れ　
た　
り　
、　
外　
部　
提　
供　
さ　
れ　
た　
り　
す　
る　

と　
、　
こ　
の　
信　
頼　
の　
原　
則　
は　
く　
ず　
れ　
て　
し　
ま　
う　
。　

ま　
た　
、　
プ　
ラ　
イ　
バ　
シ　
ー　
を　
守　
れ　
な　
く　
な　
る　
恐　

れ　
が　
で　
て　
く　
る　
。　

オ
ン
ラ
イ
ン
禁
止
条
項
は
、
ま
さ
に
こ

う
し
た
問
題
が
起
き
な
い
よ
う
に
設
け
ら

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

最　
終　
報　
告　
に　
盛　
ら　
れ　
た　
オ　
ン　
ラ　
イ　
ン　
禁　
止　

条　
項　
削　
除　
要　
請　
に　
対　
し　
て　
は　
、　
多　
く　
の　
自　
治　

体　
関　
係　
者　
が　
疑　
問　
を　
投　
げ　
か　
け　
て　
い　
る　
。　

ま
た
、
こ
う
し
た
要
請
は
、
市
区
町
村

の
自
治
権
を
骨
抜
き
に
す
る
こ
と
に
も
つ

な
が
る
。
明
ら
か
に
、
憲
法
に
保
障
さ
れ

た
「
地
方
自
治
」
に
対
す
る
介
入
と
と
れ

る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
条
項
を
削
除
し
な
け
れ

ば
自
治
省
構
想
が
実
現
で
き
な
い
と
す
れ

ば
、
構
想
自
体
き
わ
め
て
違
憲
性
が
濃
い

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(3)

背
番
号
コ
ー
ド
の
利
用

研
究
会
最
終
報
告
で
は
、
国
民
に
漏
れ

な
く
背
番
号
コ
ー
ド
を
付
け
、
Ｉ
Ｄ
カ
ー

ド
を
持
た
せ
る
構
想
が
実
現
で
き
る
と
、

行
政
だ
け
で
な
く
国
民
の
側
も
「
便
利
に

な
る
」
と
い
う
。
し
か
し
果
た
し
て
本
当

に
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

(a)
�
カ
ー
ド
で
便
利
�
は
疑
わ
し
い

自
治
省
構
想
で
は
、
現
在
、
各
市
区
町

村
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
住
民
記
録
を
、
全

国
で
一
元
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
住
民
記
録
の
広
域
利
用
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
、
た
と
え

ば
転
入
・
転
出
の
手
続
は
い
ず
れ
か
を
省

略
で
き
、
全
国
ど
こ
の
市
区
町
村
で
も
済

ま
せ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。

ま
た
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
に
は
、
住
民
票
の
写

し
に
相
当
す
る
基
本
情
報
が
記
憶
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
他
の
行
政
機
関
で
の
本

人
確
認
が
容
易
に
な
る
と
い
う
。

最
終
報
告
に
よ
れ
ば
、
運
転
免
許
証
や

パ
ス
ポ
ー
ト
、
各
種
社
会
保
障
給
付
の
申

請
手
続
き
の
際
に
住
民
票
の
写
し
の
添
付

を
省
け
る
と
い
う
。
ま
た
、
す
で
に
指
摘

し
た
よ
う
に
、
選
挙
の
際
の
本
人
確
認
、

災
害
・
緊
急
時
の
際
の
身
元
確
認
が
容
易

に
な
る
と
い
う
。

し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
よ
う
。

背
番
号
コ
ー
ド
や
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
が
あ
れ

ば
私
た
ち
国
民
の
側
に
も
便
利
と
は
い
う

も
の
の
、
住
民
票
の
写
し
な
ど
一
生
に
何

度
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
毎
日
ス
ー
パ

ー
へ
買
い
物
に
行
く
の
と
同
じ
よ
う
に
頻

繁
に
「
必
要
」
に
な
る
と
は
思
え
な
い
。

転
出
入
の
手
続
も
、
一
度
は
役
所
の
窓

口
に
出
向
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

変
わ
り
は
な
い
。

ま
た
、
現
在
は
住
民
票
を
添
付
す
れ
ば
、

郵
便
で
申
請
が
で
き
る
行
政
（
申
請
）
手

続
も
多
い
。
し
か
し
、
自
治
省
構
想
が
実

現
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
手
続
に
も
Ｉ
Ｄ
カ

ー
ド
を
持
っ
て
本
人
が
出
向
く
必
要
が
あ

る
だ
け
で
な
く
、
背
番
号
コ
ー
ド
を
使
う

た
め
、
背
番
号
コ
ー
ド
の
漏
洩
に
気
を
使

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

こ
う
見
る
と
、
最
終
報
告
の
い
う
�
カ

ー
ド
取
得
は
任
意
�
が
ウ
ソ
で
あ
る
ば
か

り
で
な
く
、
�
カ
ー
ド
で
便
利
�
も
疑
わ

し
い
の
で
は
な
い
か
。

一　
方　
、　
こ　
う　
し　
た　
ネ　
ッ　
ト　
ワ　
ー　
ク　
・　
シ　
ス　

テ　
ム　
の　
導　
入　
は　
も　
ち　
ろ　
ん　
の　
こ　
と　
、　
維　
持　
・　

管　
理　
に　
も　
巨　
額　
の　
コ　
ス　
ト　
（　
税　
金　
）　
が　
必　
要　

に　
な　
る　
。　
自　
治　
省　
試　
算　
で　
は　
、　
導　
入　
時　
に　
約　

六　
〇　
〇　
億　
円　
、　
維　
持　
・　
管　
理　
に　
は　
、　
毎　
年　
約　

四　
〇　
〇　
億　
円　
が　
か　
か　
る　
と　
い　
う　
。　

市　
町　
区　
村　
、　
ひ　
い　
て　
は　
そ　
れ　
を　
血　
税　
で　
支　

国
民
総
背
番
号
制
・
登
録
証
制
を
認
め
る
の
か



CNNニューズ No.7    
© 1996  PIJ1996.06.30

(9)

え　
る　
こ　
と　
に　
な　
る　
納　
税　
者　
の　
負　
担　
は　
重　
い　
。　

こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
税
金
を
使
っ
て
そ

の
税
金
を
払
っ
て
い
る
国
民
を
徹
底
し
た

デ
ー
タ
監
視
下
に
置
こ
う
と
躍
起
に
な
っ

て
い
る
中
央
の
官
僚
に
と
っ
て
は
、
確
か

に
「
便
利
」
に
違
い
な
い
。

し　
か　
し　
国　
民　
に　
と　
っ　
て　
は　
、　
負　
担　
が　
多　
い　

割　
に　
は　
必　
ず　
し　
も　
便　
利　
で　
は　
な　
く　
、　
む　
し　
ろ　

弊　
害　
が　
多　
い　
。　
ま　
さ　
に　
�　
外　
部　
不　
経　
済　
�　
な　

�　
負　
の　
遺　
産　
�　
と　
い　
え　
る　
の　
で　
は　
な　
い　
か　
。　

(b)
�　
納　
税　
者　
番　
号　
�　
と　
し　
て　
の　
利　
用　
と　
は　

最
終
報
告
で
は
、
さ
ら
に
、
背
番
号
コ

ー
ド
を
納
税
者
番
号
な
ど
他
の
広
範
な
行

政
分
野
で
の
共
通
番
号
と
し
て
の
利
用
の

可
能
性
を
あ
げ
る
。

す　
で　
に　
指　
摘　
し　
た　
よ　
う　
に　
、　
か　
ね　
て　
か　
ら　

各　
行　
政　
機　
関　
は　
所　
管　
事　
務　
に　
か　
か　
わ　
る　
国　
民　

情　
報　
の　
デ　
ー　
タ　
ベ　
ー　
ス　
化　
を　
す　
す　
め　
て　
い　

る　
。　
ま　
た　
、　
各　
機　
関　
の　
デ　
ー　
タ　
ベ　
ー　
ス　
に　
入　

力　
さ　
れ　
た　
国　
民　
情　
報　
を　
各　
人　
の　
背　
番　
号　
で　
管　

理　
し　
、　
相　
互　
利　
用　
を　
す　
す　
め　
よ　
う　
と　
、　
共　
通　

番　
号　
の　
導　
入　
を　
検　
討　
し　
て　
い　
る　
。　

一
方
、
国
税
庁
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ

る
Ｋ
Ｓ
Ｋ
（
国
税
総
合
管
理
）
シ
ス
テ
ム

の
整
備
は
ほ
ぼ
終
わ
っ
て
い
る
。
政
府
税

制
調
査
会
（
以
下
「
政
府
税
調
」）
は
、
八

八
年
三
月
以
来
、「
納
税
者
番
号
等
検
討
小

委
員
会
（
以
下
「
納
番
小
委
員
会
」
）
」
を

設
け
、
新
た
に
Ｋ
Ｓ
Ｋ
シ
ス
テ
ム
に
採
用

す
る
�
納
税
者
番
号
�
を
物
色
中
で
あ
る
。

現
在
、
課
税
庁
は
私
た
ち
納
税
者
一
人

ひ
と
り
に
「
納
税
者
整
理
番
号
」
を
付
け

て
事
務
処
理
を
行
っ
て
い
る
。
Ｋ
Ｓ
Ｋ
シ

ス
テ
ム
に
、
�
納
税
者
番
号
�
が
必
要
と

い
う
の
な
ら
ば
、
税
務
に
限
定
し
て
現
在

使
わ
れ
て
い
る
こ
の
納
税
者
整
理
番
号
を

整
備
し
て
使
え
ば
十
分
な
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
政
府
税
調
納
番
小
委
員
会
は
、

こ
の
納
税
者
整
理
番
号
（
限
定
番
号
）
で

は
だ
め
だ
と
い
う
。

そ
し
て
、
自
治
省
の
背
番
号
コ
ー
ド

（
共
通
番
号
）
を
、
社
会
保
険
庁
の
基
礎
年

金
番
号
と
と
も
に
、
�
納
税
者
番
号
�
の

候
補
に
あ
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
国
民
総

背
番
号
を
�
納
税
者
番
号
�
に
採
用
し
よ

う
と
し
て
い
る
。

一
方
、
自
治
省
の
ね
ら
い
は
、
自
ら
の

背
番
号
コ
ー
ド
を
共
通
番
号
、
政
府
税
調

の
い
う
�
納
税
者
番
号
�
と
し
て
採
用
さ

せ
る
こ
と
に
あ
る
。
本
音
は
、
こ
れ
に
よ

っ
て
省
庁
間
の
権
限
争
い
で
優
位
に
立
つ

こ
と
に
あ
る
。

政
府
税
調
が
、
自
治
省
の
背
番
号
コ
ー

ド
を
�
納
税
者
番
号
�
と
し
て
採
用
す
る

と
す
る
。
そ
の
場
合
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な

ど
の
個
人
納
税
者
に
対
す
る
番
号
の
利
用

は
、
次
の
よ
う
に
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
で

き
る
（
図
表
６
）。

(c)

危
険
な
背
番
号
コ
ー
ド
の
汎
用

「
番
号
化
社
会
」
と
い
わ
れ
る
今
日
、
私

相互のデータ
に ア ク セ ス

他の行政機関

民間企業・機関
背番号コードや住所
氏名等のデータ提供

市　
区　
町　
村　
〔　
付　
番　
（　
背　
番　

号　
コ　
ー　
ド　
発　
行　
）　
機　
関　
〕　

・　
全　
住　
民　
に　
背　
番　
号　
コ　
ー　
ド　
を　
付　
け　
る　

・　
背　
番　
号　
コ　
ー　
ド　
・　
カ　
ー　
ド　
を　
発　
行　

住民基本台帳データセンター

・ サ ラ リ ー マ ン
・ パ ー ト の 主 婦
・ 一 般 の 公 務 員
・ 大 学 教 授 ・ 作 家
・ 年 金 受 給 者
・ 不 動 産 売 却 者
・学生・生徒・児童
・ そ の 他 の 住 民

給与、公的年金・雇用保険、預

金・社債の利子、配当、家賃・

地代、株式・不動産の代金、講

演料・出演料・原稿料、などの

支払や給付を受ける際に、「納

税者番号（背番号コード）」を

告知しなければならない

背番号コード・カード
を 携 帯 、 提 示

本人と家族の背番号コー

ドを記載した申告書提出

背
番
号
コ
ー
ド
・
カ
ー
ド
を
提
示
、
背
番
号
コ
ー
ド
を
告
知

勤務先（すべての

企業、大学、官公

庁、個人商店、e t c .）

社 会 保 険 庁

金 融 機 関

証 券 会 社

保 険 会 社

不 動 産 業 者

出 版 社

新 聞 社

テ レ ビ 局

一 般 の 会 社

背　
番　
号　
コ　
ー　
ド　
付　
き　
法　
定　
資　
料　
提　
出　
（　
法　
定　
用　
紙　
・　
磁　
気　
テ　
ー　
プ　
）　

国 税 庁
ＫＳＫシステム

各　
種　
の　
所　
得　
に　
関　
す　
る　
情　
報　
を　

Ｋ　
Ｓ　
Ｋ　
（　
国　
税　
総　
合　
管　
理　
）　
シ　
ス　

テ　
ム　
〔　
コ　
ン　
ピ　
ュ　
ー　
タ　
〕　
に　
よ　
り　
、　

名　
寄　
せ　
・　
照　
合　
。　

「　
申　
告　
漏　
れ　
」　
の　
発　
見　
と　
税　
収　
確　
保　
・　

増　
収　
を　
め　
ざ　
す　
。　

税 務 調 査 に よ る 情 報 収 集

〔図表６〕背番号コードを用いた場合の　
“納税者番号”制度の仕組み

国
民
総
背
番
号
制
・
登
録
証
制
を
認
め
る
の
か

都道府県単位センター

全 国 単 位 セ ン タ ー
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た
ち
の
周
り
に
は
番
号
が
氾
濫
し
て
い
る
。

ま
た
、
番
号
の
利
用
か
ら
受
け
る
利
点

も
多
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
番
号
が
す

べ
て
共
通
（
一
人
一
番
号
）
と
な
り
、
あ

ら
ゆ
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
�
マ
ス
タ

ー
キ
ー
�
と
化
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

個
人
情
報
が
欲
し
い
者
は
、
な
ん
と
し

て
で
も
こ
の
マ
ス
タ
ー
キ
ー
（
共
通
番
号
）

を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
に
違
い
な
い
。

共
通
番
号
、
つ
ま
り
一
つ
の
行
政
番
号

の
汎
用
（
多
目
的
利
用
）
と
は
、
ま
さ
に

�
マ
ス
タ
ー
キ
ー
�
に
相
当
す
る
仕
組
み

で
あ
る
。
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
危
険
で

あ
る
。
行
政
番
号
に
は
む
し
ろ
、
税
務
、

年
金
な
ど
行
政
分
野
ご
と
に
、
自
治
体
ご

と
に
、
固
有
の
「
限
定
番
号
」
を
使
う
べ

き
で
あ
る
。
複
数
の
限
定
番
号
が
並
存
す

る
の
は
、
行
政
側
か
ら
見
れ
ば
「
効
率
的

で
な
い
」
か
も
知
れ
な
い
。

し　
か　
し　
、　
こ　
の　
非　
効　
率　
こ　
そ　
が　
、　
私　
た　
ち　

の　
プ　
ラ　
イ　
バ　
シ　
ー　
を　
守　
り　
、　
わ　
が　
国　
を　
デ　
ー　

タ　
監　
視　
社　
会　
に　
し　
な　
い　
た　
め　
に　
払　
う　
べ　
き　
必　

要　
最　
小　
限　
の　
�　
コ　
ス　
ト　
�　
と　
言　
え　
る　
。　

た
と
え
ば
パ
ス
ポ
ー
ト
番
号
は
パ
ス
ポ

ー
ト
の
目
的
に
し
か
使
わ
れ
な
い
か
ら
、

誰
も
む
り
や
り
に
ア
ク
セ
ス
し
よ
う
と
し

な
い
。
つ
ま
り
利
用
目
的
が
限
定
さ
れ
る

か
ら
こ
そ
外
部
者
は
不
正
に
入
手
し
て
利

用
し
よ
う
と
い
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
小

さ
く
な
る
。
結
果
と
し
て
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

対
策
も
で
き
る
。

自
治
省
が
想
定
す
る
背
番
号
コ
ー
ド
は

絶
対
に
採
用
す
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ

現
在
あ
る
行
政
番
号
の
汎
用
を
防
ぎ
、
所

管
事
務
の
範
囲
を
越
え
て
は
利
用
で
き
な

い
よ
う
に
、「
行
政
番
号
利
用
規
制
法
（
仮

称
）」
を
制
定
す
べ
き
で
あ
る
。

三

説
得
力
を
欠
く
デ
ー
タ
保
護
政
策

研
究
会
最
終
報
告
で
は
、
個
人
情
報
の

不
法
利
用
な
ど
の
懸
念
に
関
し
て
は
、
各

種
の
デ
ー
タ
保
護
策
を
講
じ
る
と
し
て
お

り
大
丈
夫
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
盛
り
込

ま
れ
た
対
策
は
現
実
と
遊
離
し
、
有
名
無

実
化
し
て
い
る
。

(1)

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
屋
の
空
論

最
終
報
告
で
は
、
背
番
号
コ
ー
ド
情
報

が
不
法
利
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
�
万
全
な

技
術
的

、
、
、

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
�
を
講
じ
た
、

と
し
き
り
に
強
調
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
背
番
号
コ
ー
ド
情
報
に
携

わ
る
資
格
職
員
を
限
定
し
守
秘
義
務
を
課

す
と
か
、
情
報
の
転
送
に
は
専
用
回
線
を

使
っ
て
、
保
護
に
あ
た
る
と
い
う
。
ま
た

民
間
機
関
は
「
原
則
と
し
て
」
背
番
号
コ

ー
ド
情
報
を
利
用
禁
止
と
す
る
か
ら
、
大

丈
夫
だ
と
い
う
。

確
か
に
、
こ
う
し
た
「
対
策
」
は
、
銀

行
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
「
暗
証
番
号
」

や
各
種
の
パ
ス
ワ
ー
ド
の
よ
う
な
「
閉
鎖

的
番
号
シ
ス
テ
ム
」
の
場
合
に
は
意
味
が

あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
自
治
省
構
想
の

背
番
号
コ
ー
ド
情
報
が
、
現
在
の
住
民
基

本
台
帳
事
務
の
み
で
使
わ
れ
る
と
い
っ
た
、

一
つ
の
閉
鎖
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
の
中
で
の

み
利
用
さ
れ
る
場
合
、
こ
う
し
た
対
策
は

意
味
を
持
つ
。

と
こ
ろ
が
、
背
番
号
コ
ー
ド
情
報
は
、

多
目
的
利
用
（
汎
用
）
に
供
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。

し
か
も
、
こ
の
背
番
号
コ
ー
ド
情
報
は
、

氏
名
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
番
号
の
当
事

者
（
住
民
）
が
他
の
者
に
「
開
示
」
し
、

あ
る
い
は
背
番
号
カ
ー
ド
を
提
示
し
相
手

方
が
読
取
る
こ
と
に
よ
り
機
能
す
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
背
番
号
コ
ー
ド
情
報

は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
暗
証
番
号
な

ど
と
は
違
い
、
機
械
的
シ
ス
テ
ム
だ
け
で

は
な
く
、
他
人
（
人
間
）
に
直
接
知
ら
せ

．
．
．

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．

「
番
号
」
で
あ
る
。

た
と
え
ば
納
税
者
番
号
と
し
て
利
用
す

る
と
な
る
と
、
背
番
号
コ
ー
ド
情
報
は
、

国
税
庁
な
ど
の
行
政
機
関
に
「
開
示
」
す

る
だ
け
で
は
済
ま
な
い
。

給
与
や
配
当
・
預
金
利
子
、
家
賃
や
講

演
料
・
原
稿
料
、
不
動
産
や
株
式
の
売
買

代
金
、
保
険
金
の
支
払
い
を
受
け
る
際
に

も
、
背
番
号
コ
ー
ド
情
報
が
必
要
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
雇
用
主
や
税
理
士
、
金
融

機
関
、
賃
借
人
や
出
版
社
、
不
動
産
業
者

や
証
券
会
社
、
保
険
会
社
な
ど
、
広
範
な

民
間
機
関
に
も
「
開
示
」
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
る
。
こ
の
「
開
示
」
を
拒
否
す

れ
ば
、
相
手
は
支
払
を
拒
絶
し
て
も
法
律

上
は
「
合
法
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
。
か
く
し
て
「
開
示
」
さ
れ
た
背
番

号
コ
ー
ド
情
報
は
、
民
間
分
野
に
幅
広
く

流
通
し
て
し
ま
う
（
前
頁
図
表
６
参
照
）。

ま
た
、
こ
う
し
て
民
間
分
野
に
流
れ
た

情
報
が
、
名
簿
業
者
な
ど
に
「
再
提
供
」

さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

結
局
、
守
秘
義
務
と
か
、
専
用
回
線
と

か
最
終
報
告
に
盛
ら
れ
た
「
保
護
策
」
は
、

あ
く
ま
で
も
「
背
番
号
コ
ー
ド
情
報
」
を

所
管
す
る
、
自
治
体
や
各
セ
ン
タ
ー
内
部

で
の
「
情
報
保
護
措
置
」
に
過
ぎ
な
い
。

こ　
れ　
ら　
の　
機　
関　
の　
「　
外　
部　
」　
で　
実　
際　
に　
使　

わ　
れ　
る　
背　
番　
号　
コ　
ー　
ド　
情　
報　
の　
、　「　
セ　
キ　
ュ　
リ　

テ　
ィ　
」　
に　
は　
、　
い　
っ　
さ　
い　
役　
に　
立　
た　
な　
い　
。　

最
終
報
告
の
い
う
「
保
護
策
」
と
は
、

自
治
体
や
各
セ
ン
タ
ー
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
・
シ
ス
テ
ム
だ
け
を
念
頭
に
置
い
た
、

共
通
番
号
制
度
の
使
わ
れ
る
現
実
を
知
ら

な
い
「
技
術
屋
の
机
上
の
空
論
」
と
し
か

言
い
よ
う
が
な
い
。

こ
れ
で
は
、
国
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は

守
れ
な
い
。

(2)

話
に
な
ら
な
い
デ
ー
タ
保
護
法
制

多
目
的
利
用
す
れ
ば
、
背
番
号
コ
ー
ド

情
報
は
民
間
分
野
に
流
れ
、
濫
用
の
危
険

も
増
す
。

し
か
し
現
行
の
国
の
個
人
情
報
保
護
法

国
民
総
背
番
号
制
・
登
録
証
制
を
認
め
る
の
か
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は
、
民
間
分
野
に
は
適
用
が
な
い
。

ま
た
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
背

番
号
コ
ー
ド
情
報
シ
ス
テ
ム
は
、
国
で
は

な
く
都
道
府
県
共
同
の
設
置
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
た
め
、
国
の
行
政
機
関
に
し
か

適
用
の
な
い
同
法
の
保
護
は
及
ば
な
い
。

最
終
報
告
で
は
、
住
民
か
ら
の
「
苦
情
」

を
受
け
付
け
る
た
め
に
、
背
番
号
コ
ー
ド

情
報
シ
ス
テ
ム
を
管
理
す
る
各
セ
ン
タ
ー

に
苦
情
処
理
組
織
を
設
け
る
と
い
う
。

し
か
し
、
自
治
省
構
想
で
は
、
背
番
号

コ
ー
ド
情
報
は
官
民
に
わ
た
り
広
く
流
通

す
る
結
果
と
な
る
。
こ
の
苦
情
処
理
組
織

は
、
民
間
で
の
流
通
に
際
し
て
発
生
し
た

住
民
か
ら
の
「
苦
情
」
も
、
取
り
扱
う
の

で
あ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
セ
ン
タ
ー
に
付
置
さ

れ
る
程
度
の
ぜ
い
弱
な
組
織
で
は
ま
っ
た

く
話
に
な
ら
な
い
。

縦
割
り
行
政
を
越
え
た
個
人
情
報
の
保

護
に
あ
た
る
強
力
な
独
立
監
視
機
関
（
オ

ン
ブ
ズ
マ
ン
）
の
設
置
が
不
可
欠
で
あ
る
。

欧
州
は
も
と
よ
り
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
な
ど
、
こ
の
種
の
機
関
の
設
置

は
先
進
国
で
は
常
識
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
専
門
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン

が
あ
れ
ば
、
被
害
者
は
時
間
と
費
用
の
か

か
る
正
式
の
裁
判
に
よ
ら
な
く
と
も
よ
い
。

苦
情
を
申
し
立
て
て
、
�
か
け
込
み
救

済
�
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

(3)
�
デ
ー
タ
照
合
禁
止
�
の
ト
リ
ッ
ク

た
と
え
ば
雇
用
保
険
（
失
業
保
険
）
受

給
者
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
所
得
税
納
税
者

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を

使
っ
て
照
合
す
れ
ば
、
比
較
的
容
易
に
保

険
の
「
不
正
受
給
者
」
を
発
見
で
き
る
。

こ
の
場
合
、
共
通
番
号
で
あ
る
各
人
の
背

番
号
コ
ー
ド
を
使
っ
て
双
方
の
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
が
作
ら
れ
て
い
れ
ば
、
よ
り
効
率
的

に
デ
ー
タ
照
合
を
実
施
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
背
番
号
コ
ー

ド
（
共
通
番
号
）
導
入
の
ね
ら
い
の
一
つ

は
デ
ー
タ
照
合
の
効
率
化
に
あ
る
。
も
っ

と
も
、
デ
ー
タ
が
不
正
確
な
ま
ま
照
合
が

行
わ
れ
た
り
す
る
と
、
人
権
上
大
き
な
問

題
と
な
る
。
そ
こ
で
各
国
で
は
、
�
デ
ー

タ
照
合
規
制
法
�
を
定
め
、
保
護
策
を
実

施
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
最
終
報
告
で
は
、
背
番
号
コ

ー
ド
を
使
っ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
間
で
の
デ

ー
タ
照
合
を
一
律
禁
止

．
．
．
．

と
し
て
い
る
。

こ
れ
で
は
、
た
と
え
ば
前
出
の
図
表
６

か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
背
番
号
コ
ー
ド
を

納
税
者
番
号
に
使
う
意
味
が
な
い
。
「
共
通

番
号
」
を
提
案
し
て
お
き
な
が
ら
、
デ
ー

タ
照
合
の
「
一
律
禁
止
」
と
い
う
の
は
若

干
、
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。

多
分
、
デ
ー
タ
照
合
を
�
禁
止
�
で
は

な　
く　
�　
規　
制　
�　
と　
す　
れ　
ば　
、　
時　
間　
を　
か　
け　
た　

省　
庁　
間　
で　
の　
綿　
密　
な　
「　
調　
整　
」　
が　
必　
要　
と　
な　

る　
。　
し　
か　
し　
、　
こ　
れ　
で　
は　
研　
究　
会　
が　
拙　
速　
に　

最　
終　
報　
告　
を　
出　
す　
こ　
と　
が　
で　
き　
な　
い　
。　
そ　
こ　

で　
、　
と　
り　
あ　
え　
ず　
�　
禁　
止　
�　
を　
打　
ち　
出　
し　
て　

お　
こ　
う　
と　
い　
う　
こ　
と　
で　
あ　
ろ　
う　
。　
い　
わ　
ば　
、　

し　
ば　
ら　
く　
の　
間　
�　
臭　
い　
も　
の　
に　
は　
フ　
タ　
�　
を　

し　
て　
お　
こ　
う　
と　
い　
う　
こ　
と　
か　
。　

背
番
号
コ
ー
ド
導
入
の
た
め
の
ト
リ
ッ

ク
と
す
れ
ば
、
狡
猾
な
戦
略
に
見
え
る
。

■

む
す
び
に
か
え
て

―
各
界
は
早
急
な
取
組
み
を

自
治
省
が
考
え
て
い
る
構
想
は
、
単
に

行
政
の
高
度
情
報
化
、
簡
素
効
率
化
の
次

元
で
検
討
し
て
は
、
問
題
の
本
質
を
見
誤

る
こ
と
に
な
る
。

か
つ
て
ド
イ
ツ
で
も
、
わ
が
国
と
同
様

の
制
度
導
入
が
問
題
と
な
っ
た
。
論
争
は

法
廷
に
持
ち
込
ま
れ
た
が
、
裁
判
所
は

「
個
人
を
全
人
格
的
に
管
理
す
る
こ
と
に
つ

な
が
る
住
民
基
本
台
帳
番
号
制
度
は
人
格

権
を
侵
害
し
憲
法
違
反
」
と
し
た
。
こ
の

た
め
、
連
邦
内
務
省
は
制
度
導
入
を
撤
回

し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

ま
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
も
、
八
五
年

に
多
目
的
利
用
を
前
提
と
し
た
「
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
・
カ
ー
ド
」
と
名
付
け
ら
れ
た

国
民
総
背
番
号
・
国
民
皆
登
録
証
携
帯
制

度
が
提
案
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
提
案

は
、
国
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
（
人
格
権
）

を
国
が
支
配
す
る
デ
ー
タ
監
視
社
会
化
の

構
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
国
民
の
強

い
抵
抗
に
会
っ
た
。
そ
し
て
最
終
的
に
は

廃
案
と
な
っ
た
。

わ
が
国
で
も
、
七
〇
年
代
に
「
各
省
庁

統
一
個
人
コ
ー
ド
」
と
名
付
け
ら
れ
た
国

民
総
背
番
号
制
度
が
提
案
さ
れ
た
。
し
か

し
、
こ
の
構
想
は
国
民
の
強
い
反
対
に
会

い
七
五
年
に
廃
案
と
な
っ
た
。

自
治
省
は
来
年
度
の
通
常
国
会
に
法
案

を
提
出
し
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
背
番
号
コ

ー
ド
、
登
録
証
制
度
の
実
施
を
目
指
す
と

い
う
。
し
か
し
、
一
官
僚
の
私
的
研
究
会

の
報
告
だ
け
に
基
づ
い
て
、
政
府
提
案
と

い
う
形
で
こ
う
し
た
構
想
の
実
現
を
許
し

て
し
ま
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

一
行
政
機
関
の
縄
張
り
と
天
下
り
先
を

増
や
す
の
と
引
き
換
え
に
、
国
民
の
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
を
全
面
的
に
、
行
政
・
官
僚
に

支
配
さ
せ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

日
本
が
、
国
も
自
治
体
も
個
人
を
背
番

号
コ
ー
ド
で
監
視
す
る
、
�
デ
ー
タ
監
視

収
容
所
列
島
�
に
な
る
の
で
は
、
あ
ま
り

に
未
来
が
暗
す
ぎ
る
。

政
党
、
市
民
団
体
、
税
理
士
会
・
弁
護

士
会
、
司
法
書
士
会
な
ど
の
職
業
団
体
を

含
め
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
各
界
の
対
応

は
ほ
と
ん
ど
な
い
に
等
し
い
。
こ
の
ま
ま

で
は
自
治
省
構
想
が
行
政
・
官
僚
主
導
の

政
府
提
出
法
案
と
し
て
成
立
し
、
将
来
に

負
の
遺
産
を
残
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

各
界
は
、
最
重
点
の
課
題
の
一
つ
と
し

て
早
急
な
取
組
み
を
開
始
し
て
欲
し
い
。

《
参
考
文
献
》

国
民
総
背
番
号
制
・
登
録
証
制
を
認
め
る
の
か
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・
石
村
耕
治
『
納
税
者
番
号
制
と
は
何
か
』

（
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
331
号
）

・
石
村
耕
治
『
納
税
者
番
号
制
と

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
』（
中
央
経
済
社
）

・
石
村
耕
治
『
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
納
税
者
番

号
制
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
』

（
�
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
）

・
石
村
耕
治
『
国
税
庁
・
Ｋ
Ｓ
Ｋ
シ
ス
テ
ム
の

透
明
化
の
課
題
』

（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

・
ジ
ャ
パ
ン
（
P
I
J
））

・
P
I
J
編

『
Ｃ
Ｎ
Ｎ
〔
国
民
背
番
号
問
題
検
討
市
民
ネ

ッ　
ト　
ワ　
ー　
ク　
〕　
ニ　
ュ　
ー　
ズ　
』　
第　
一　
号　
〜　
第　
六　
号　

　　■ 国民データ監視システム構築の動き　－背番号制導入に向けた検討の経緯－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プライバシー・インターナショナル・ジャパン（P IJ）

年　　月 事　　　　　　　項

1968 年（ 8 月）  当時の佐藤内閣の閣議決定「政府における電子計算機利用の今後の方策」の中で、国

民総背番号制導入の必要性を示唆。

1970 年（ 3 月）  この閣議決定を受けて、行政管理庁(当時)が、大蔵、郵政、自治、運輸、厚生、労働、

法務の各省課長クラスを中心メンバーとした「各省庁統一個人コード連絡研究会議 」を

設置。「事務処理用各省庁統一個人コード」という名称で、背番号制、国民登録証（ID

カード）制の 1972 年導入に向けた検討を開始。

1972 年（ 9 月）  各省庁統一個人コード連絡研究会議は統一個人コード(国民総背番号)制導入の青写真

を作成。しかし、社会党などの反対が強く、実施を 95 年度まで延期することを決定。

1974 年  厚生省社会保険庁が、国の年金保険(厚生年金保険、国民年金保険、船員保険)をまとめ

た｢年金手帳｣の配布を開始。しかし、番号の一本化、手帳への付番は、労組などからの

反対が強く断念。

1975 年  野党、市民団体、学者・文化人などが“プライバシー侵害”を理由に行政管理庁の統

一個人コード制度に猛反対。制度実施は見送り、廃案。

1979 年  政府税制調査会（政府税調）が、架空名義の預貯金をガラス張りにすることや脱税を

防ぐことなどをねらいに、金融機関の利用者に番号をつけたカードを発行する「少額貯

蓄等利用者カード」、通称“グリーン・カード”制を導入する構想を発表。

1980 年（ 3 月）  国民の金融資産の一部に番号制を適用することをねらいとしたグリーン・カード制度

法が成立。

1981 年（ 5 月）  鈴木内閣当時、自民党内に「グリーンカード対策議員連盟」が、制度見直しを掲げて

発足。

1983 年  与野党の大物議員がグリーン・カード制度に反対。3 年間の制度実施延期法が成立。

1985 年（ 3 月）  グリーン・カード制度廃止法が成立、廃案。

1987 年(12 月)  各省庁間のコンピュータ・ネットワーク・システムの構築、データベースの標準化・

共同利用を促進することをねらいに設けられた「行政情報システム各省庁連絡会議」

は、「国の行政機関におけるデータベース整備に関する基本方針（データベース整備の

基本方針）」を発表。

1988 年  国税庁は、データベース整備の基本方針に沿い、トータルな税務情報のデータベース

化をねらいに「KSK（国税総合管理）システム」の開発を開始。

《
特
別
資
料
》

特
別
資
料
と
し
て
、
各
行
政
機
関
が

国
民
の
個
人
情
報
を
監
視
す
る
シ
ス
テ

ム
構
築
に
取
り
組
ん
で
き
た
�
歴
史
�

を
、
年
表
風
に
ま
と
め
た
も
の
を
、
下

記
に
掲
載
し
た
。
国
民
総
背
番
号
制
問

題
の
学
習
に
際
し
て
、
参
考
に
し
て
い

た
だ
き
た
い
。

―
著
者
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年　　月 事　　　　　項

1988 年(12 月)  政府税調納税者番号等検討小委員会（納番検討小委員会）が報告を公表。“納税者番

号”の候補として出生番号（自治省提案の住民基本台帳コード）ないしは年金番号（社

会保険庁の基礎年金番号）のいずれかの利用を示唆。

1989 年（ 2 月）  内閣内政審議室を本部として、13 省庁の代表者からなる「税務等行政分野における共

通番号制度に関する関係省庁連絡会議（共通番号制度連絡検討会議）」を設置。“共通

番号”という名称で国民総背番号制導入の検討を開始。

1991 年(10 月)  政府税調納番検討小委員会が番号制の検討を再開。

1991 年(12 月)  行政情報システム各省庁連絡会議は「政府における OSI〔開放型システム間相互接続 〕

導入・利用に関する基準」を発表。国税庁の KSK システムをはじめとした各省庁が設

置するデータベースが OSI 機能を標準装備するように提唱。これによって各省庁が保有

するデータの共同利用を促進するように提唱。

1992 年(10 月)  政府税調納番検討小委員会が報告を発表。出生番号、年金番号の双方とも検討が進ん

でいないことなどを考慮し、結論を先送り。

1994 年  厚生省社会保険庁が、国民年金、厚生年金保険、各種共済年金に分かれている番号を

一本化し、共通化した“基礎年金番号”の創設作業を開始。

1994 年（ 8 月）  自治省が、同省行政局長の私的研究会「住民記録システムのネットワークの構築等に

関する研究会（自治省研究会）」を設け、「住民基本台帳コード」、「住民基本台帳カ

ード」という名称で、国民総背番号制・国民登録証（ID カード）制導入の検討を開始。

1995 年（ 1 月）  国税庁が、KSK システムの 97 年全国運用に向けた試行を開始。

1995 年（ 3 月）  自治省研究会が、国民総背番号制。国民登録証（全国共通 ID カード）制導入のための

検討経過をまとめた「中間報告」を発表。

1995 年（ 9 月）  警察庁が、「運転免許証のコンタクトレス IC〔集積回路〕カード化に関する調査研究

委員会」を設け、運転免許証の IC カード化の検討を開始。

1995 年(10 月)  共通番号制度連絡検討会議が幹事会を開催、各省庁担当者間で意見交換。その中で、

社会保険庁は、�基礎年金番号システムの稼働は 97 年 1 月から。�基礎年金番号管理

ファイルに入力する基本情報は、(a)基礎年金番号、(b)氏名、(c)生年月日、(d)性別、(e)

住所、(f)公的年金加入情報(配偶者の番号を含む)。�付番方式は、(a)新規加入者は資格

取得時、(b)国民年金・厚生年金保険の現存被保険者は、現在の年金番号、(c)共済年金の

現存加入者は新規に付番、と報告。

1996 年(1 月)  労働省は、すべてのサラリーマンを対象に各人の一生涯の健康情報を管理するデータ

ベース｢健康情報管理システム｣および IC カード導入計画を発表。

1996 年(3 月)  自治省研究会が、国民総背番号制、国民登録証(全国共通 ID カード)制導入に関する最

終報告を発表。次期通常国会への法案の提出、2000 年の制度実施をめざすと発表。

　1996 年 5 月現在

■ 国民データ監視システム構築の動き －背番号制導入に向けた検討の経緯－ （前頁より続く）
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イ　
テ　
ク　
時　
代　
の　
今　
日　
、　
新　
し　
い　

テ　
ク　
ノ　
ロ　
ジ　
ー　
の　
出　
現　
は　
、　
社　

会　
に　
恩　
恵　
を　
も　
た　
ら　
す　
一　
方　

で　
、　
新　
た　
な　
問　
題　
も　
生　
み　
出　
す　
。　
欧　
米　
で　

は　
、　
イ　
ン　
タ　
ー　
ネ　
ッ　
ト　
な　
ど　
コ　
ン　
ピ　
ュ　
ー　

タ　
・　
ネ　
ッ　
ト　
ワ　
ー　
ク　
を　
使　
っ　
た　
�　
電　
子　
取　

引　
�　
が　
盛　
ん　
だ　
。　
し　
か　
し　
、　
そ　
の　
一　
方　
で　
、　

ハ　
ッ　
カ　
ー　
な　
ど　
に　
よ　
る　
デ　
ー　
タ　
ベ　
ー　
ス　
へ　

の　
不　
正　
な　
ア　
ク　
セ　
ス　
が　
急　
増　
し　
て　
い　
る　
。　

こ
の
原
因
の
一
つ
は
、
従
来
か
ら
あ
る

「
一
枚
の
カ
ー
ド
と
一
種
類
の
パ
ス
ワ
ー

ド
」
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
管
理
（
本
人
確

認
・
個
人
認
証
）
の
方
法
に
も
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
新
た
な
ア
ク
セ
ス
管

理
の
方
法
が
脚
光
を
浴
び
て
い
る
。
そ
れ

は
、
「
公
開
キ
ー
暗
号
方
式
」
あ
る
い
は

「
Ｒ
Ｓ
Ａ
方
式
」
と
い
う
も
の
だ
。

こ
の
方
式
は
、
こ
れ
ま
で
の
方
法
と
は

違
い
、
デ
ー
タ
保
護
の
機
能
を
高
め
る
た

め
に
二
種
類
の
パ
ス
ワ
ー
ド
を
使
っ
て
ア

ク
セ
ス
管
理
を
し
よ
う
と
い
う
も
の
。

簡
単
に
説
明
す
る
と
、
そ
の
デ
ー
タ

（
パ
ッ
ケ
ー
ジ
）
を
閉
じ
る
た
め
の
キ
ー

（
暗
号
化
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
と
、
パ
ッ
ケ

ー
ジ
を
開
け
る
た
め
の
キ
ー
（
暗
号
を
解

除
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
の
、
二
種
類
の
カ

ギ
を
使
う
仕
組
み
だ
。

具
体
的
に
は
、「
公
開
さ
れ
た
キ
ー
（
カ

ギ
）
で
あ
る
暗
号
（
パ
ス
ワ
ー
ド
）
」
と
、

個
人
個
人
が
持
つ
「
秘
密
の
キ
ー
で
あ
る

暗
号
（
パ
ス
ワ
ー
ド
）」
と
を
使
い
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
は
秘
密

の
キ
ー
で
あ
る
暗
号
を
流
さ
な
い
こ
と
で
、

デ
ー
タ
の
安
全
性
を
高
め
る
仕
組
み
だ
。

こ
の
仕
組
み
を
使
え
ば
、
ハ
ッ
カ
ー
な

ど
に
よ
る
デ
ー
タ
の
盗
み
読
み
、
デ
ー
タ

の
改
ざ
ん
な
ど
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
個
人
認
証
、
つ
ま
り
本
当
に
本
人

で
あ
る
か
ど
う
か
、
も
的
確
に
判
断
で
き

る
。
こ
の
た
め
「
電
子
署
名
」
と
し
て
も

使
え
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
目
下
、
デ
ー
タ
保
護

な
い
し
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
を
強
化
し

た
上
で
、
政
府
機
関
を
電
子
化
し
よ
う
と

い
う
動
き
が
急
だ
。
そ
の
一
環
と
し
て
、

電
話
回
線
な
ど
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
使
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
公
的
フ
ァ
イ
ル
の

流
通
シ
ス
テ
ム
に
、「
公
開
キ
ー
暗
号
方
式
」

の
ア
ク
セ
ス
管
理
の
手
法
を
採
り
入
れ
よ

う
と
検
討
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。

◇
　
　
　
　
　
◇

一
九
九
五
年
に
、
ユ
タ
州
は
、
全
米
に

先
が
け
て
、「
公
開
キ
ー
暗
号
方
式
」
の
ア

ク
セ
ス
管
理
の
手
法
を
導
入
す
る
こ
と
を

ね
ら
い
に
法
律
を
制
定
し
た
。
同
法
は
、

「
デ
ィ
ジ
タ
ル
（
数
表
示
式
）
署
名
法

（

）」
と
い
う
。

こ
の
名
称
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
で
デ
ー
タ
処
理
さ
れ
た
公
的
フ

ァ
イ
ル
へ
の
「
電
子
署
名
」
を
、
法
的
に

認
知
す
る
こ
と
が
ね
ら
い
の
法
律
で
あ
る
。

今
後
、
同
州
で
は
、
訴
訟
フ
ァ
イ
ル
、

電
子
納
税
申
告
フ
ァ
イ
ル
と
、
順
次
、
さ

ま
ざ
ま
な
公
的
フ
ァ
イ
ル
の
電
子
送
達
に

電
子
署
名
を
認
め
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
こ
の
ユ
タ
方
式
の
ア
ク
セ
ス
管
理

の
手
法
は
全
米
の
注
目
を
集
め
て
い
る
。

一
方
、
わ
が
国
で
も
、
国
税
庁
は
西
暦

二
〇
〇
〇
年
を
め
ど
に
「
電
子
納
税
申
告
」

制
度
を
導
入
す
る
方
針
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
デ
ー
タ
保
護
の
た
め
に
は
む
ろ
ん

の
こ
と
、
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
使

っ
て
納
税
申
告
デ
ー
タ
を
完
全
に
ペ
ー
パ

ー
レ
ス
の
形
で
送
信
す
る
た
め
に
は
、「
署

名
（
記
名
）
押
印
」
方
法
の
電
子
化
も
必

要
不
可
欠
だ
。

こ
の
意
味
で
は
、「
公
開
キ
ー
暗
号
方
式
」

の
個
人
認
証
（
電
子
署
名
・
ア
ク
セ
ス
管

理
）
の
仕
組
み
や
ア
メ
リ
カ
で
の
法
制
化

の
動
向
を
点
検
し
て
お
く
こ
と
は
き
わ
め

て
重
要
だ
。

■
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
が
落
と
す
影

欧
米
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
使
っ
た

電
子
取
引
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
。
電
子

取
引
が
普
及
す
る
に
つ
れ
て
、
新
た
に
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
が
生
じ
て
き
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
契
約
の

と
き
に
入
力
し
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
番

号
、
共
通
番
号
（
Ｓ
Ｓ
Ｎ
＝
社
会
保
障
番

号
）
な
ど
の
パ
ス
ワ
ー
ド
が
、
ハ
ッ
カ
ー

に
盗
み
読
み
さ
れ
る
事
件
が
増
え
て
い
る
。

ハ
ッ
カ
ー
が
本
人
を
装
っ
て
、
盗
み
読
み

し
た
パ
ス
ワ
ー
ド
で
、
口
座
か
ら
預
金
を

アア

メメ

リリ

カカ

にに

おお

けけ

るる

��
電電

子子

署署

名名

��
法法

制制

化化

のの

動動

向向

―
デ
ー
タ
保
護
を
ね
ら
い
と
し
た
「
公
開
キ
ー
暗
号
方
式
」
の
本
人
確
認
（
個
人
認
証
）
の
仕
組
み
と
は
―

P
I
J

調

査

研

究

部

情

報

通

信

委

員

会

編

―
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
電
子
署
名
法
制
化
―
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引
き
出
す
な
ど
の
被
害
が
続
出
し
て
い
る
。

ま
た
、「
良
い
ク
レ
ジ
ッ
ト
歴
（
ホ
ワ
イ

ト
情
報
）」
を
持
つ
人
の
パ
ス
ワ
ー
ド
を
不

正
に
手
に
入
れ
、
「
悪
い
ク
レ
ジ
ッ
ト
歴

（
ブ
ラ
ッ
ク
情
報
）
」
の
人
に
売
る
、
い
わ

ゆ
る
「
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
ド
ク
タ
ー
」
の
被

害
者
も
増
え
て
い
る
。
他
に
も
、
さ
ま
ざ

ま
な
不
正
が
発
覚
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
不
正
行
為
の
増
加
こ
そ
、
ま

さ
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

が
落
と
す
影
の
部
分
だ
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の

不
正
ア
ク
セ
ス
が
増
え
る
の
は
、
従
来
か

ら
あ
る
「
一
枚
の
カ
ー
ド
と
一
種
類
の
パ

ス
ワ
ー
ド
」
を
基
本
と
し
た
ア
ク
セ
ス
管

理
（
本
人
確
認
・
個
人
認
証
）
に
も
大
き

な
問
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
と
そ
の
暗
証
番
号
（
パ
ス
ワ
ー
ド
）

に
た
よ
る
方
法
で
は
、
も
は
や
十
分
な
ア

ク
セ
ス
管
理
を
す
る
こ
と
が
難
し
い
時
代

に
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

今
日
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
利
用
は
、
民
間
部
門
に
と
ど
ま
ら
な

い
。
行
政
機
関
や
裁
判
所
な
ど
の
政
府
部

門
に
も
広
が
っ
て
き
て
い
る
。
デ
ー
タ
保

護
な
い
し
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
た
め
、

的
確
な
ア
ク
セ
ス
管
理
の
方
法
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。

■
公
開
キ
ー
暗
号
方
式
が

生

ま

れ

た

背

景

デ
ー
タ
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
デ

ー
タ
自
体
を
暗
号
化
す
る
の
も
一
つ
の
方

法
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
は
、
必

ず
し
も
時
間
的
に
も
コ
ス
ト
的
に
も
見
合

わ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
方
法
は
選
ば
れ

な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
デ
ー
タ
な
い
し
は

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
の
段

階
で
の
安
全
管
理
を
強
化
す
る
方
法
が
一

般
的
に
選
ば
れ
て
い
る
。

不
正
な
ア
ク
セ
ス
か
ら
デ
ー
タ
保
護
を

は
か
る
「
ア
ク
セ
ス
管
理
」
の
方
法
と
し

て
は
、
従
来
か
ら
「
一
枚
の
カ
ー
ド
と
一

種
類
の
パ
ス
ワ
ー
ド
」
の
利
用
が
、
一
般

的
だ
。
し
か
し
、
今
日
、
こ
の
方
法
で
は
、

カ
ー
ド
上
に
暗
号
化
さ
れ
た
暗
証
番
号
な

ど
が
、
カ
ー
ド
読
取
機
で
容
易
に
解
析
さ

れ
て
し
ま
う
。
こ
の
た
め
、
一
つ
の
パ
ス

ワ
ー
ド
を
長
い
間
使
い
続
け
る
こ
と
は
安

全
で
な
い
時
代
に
入
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
時
代
的
な
要
請
に
沿
う
形
で
、

ア
メ
リ
カ
で
は
、
新
た
な
ア
ク
セ
ス
管
理

の
方
法
と
し
て
、
「
公
開
キ
ー
暗
号
方
式
」

が
脚
光
を
浴
び
て
い
る
。
こ
の
方
式
の
特

徴
は
�
デ
ー
タ
自
体
の
暗
号
化
�
と
�
ア

ク
セ
ス
管
理
�
の
双
方
の
段
階
で
、
デ
ー

タ
の
保
護
を
ね
ら
っ
て
い
る
点
だ
。

ま　
た　
、　
い　
わ　
ば　
二　
種　
類　
の　
パ　
ス　
ワ　
ー　
ド　

を　
使　
っ　
て　
管　
理　
し　
よ　
う　
と　
い　
う　
の　
も　
、　
こ　

の　
方　
式　
の　
特　
徴　
だ　
。　
つ　
ま　
り　
、　「　
パ　
ブ　
リ　
ッ　

ク　
・　
キ　
ー　
（　

＼　
公　
開　
キ　
ー　
）　」　
と　

呼　
ば　
れ　
る　
「　
誰　
で　
も　
知　
る　
こ　
と　
が　
で　
き　
る　

公　
開　
さ　
れ　
た　
キ　
ー　
（　
暗　
号　
・　
パ　
ス　
ワ　
ー　
ド　
）　」　

と
、
「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
キ
ー
（

＼
秘
密
キ
ー
）
」
と
呼
ば
れ
る
「
本
人

し　
か　
知　
ら　
な　
い　
秘　
密　
の　
キ　
ー　
（　
暗　
号　
・　
パ　

ス　
ワ　
ー　
ド　
）　」　
を　
使　
っ　
て　
管　
理　
す　
る　
。　

こ　
の　
場　
合　
、　
プ　
ラ　
イ　
ベ　
ー　
ト　
・　
キ　
ー　
で　
あ　

る　
暗　
号　
は　
、　
コ　
ン　
ピ　
ュ　
ー　
タ　
・　
ネ　
ッ　
ト　
ワ　
ー　

ク　
上　
に　
流　
さ　
な　
い　
こ　
と　
で　
安　
全　
性　
を　
高　
め　
、　

デ　
ー　
タ　
を　
保　
護　
し　
よ　
う　
と　
い　
う　
も　
の　
だ　
。　

こ
の
方
式
の
う
ち
広
く
使
わ
れ
て
い
る

の
が
「
Ｒ
Ｓ
Ａ
方
式
」
で
あ
る
。
こ
の
名

称
は
、
開
発
者
で
あ
る
マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ツ

工
科
大
学
（
Ｍ
Ｉ
Ｔ
）
の
三
人
の
研
究
者

（

）
の
頭
文
字
を

と
っ
て
付
け
ら
れ
た
。

■
従
来
の
仕
組
み
と
比
べ
る
と

公
開
キ
ー
暗
号
方
式
の
一
番
の
特
徴
は
、

�
秘
密
に
す
る
情
報
（
パ
ッ
ケ
ー
ジ
）
�

を
閉
じ
る
キ
ー
（
暗
号
化
す
る
パ
ス
ワ
ー

ド
）
と
、
開
く
キ
ー
（
暗
号
を
解
く
パ
ス

ワ
ー
ド
）
と
が
違
う
点
だ
。
つ
ま
り
、
暗

号
を
か
け
る
キ
ー
と
暗
号
を
は
ず
す
キ
ー

と
い
っ
た
、
二
種
類
の
パ
ス
ワ
ー
ド
を
使

っ
て
い
る
点
だ
。
こ
れ
に
対
し
、
従
来
か

ら
あ
る
方
法
で
は
、
暗
号
を
か
け
る
キ
ー

と
、
暗
号
を
は
ず
す
キ
ー
と
が
同
じ
と
い

う
の
が
特
徴
。
つ
ま
り
、
一
種
類
の
パ
ス

ワ
ー
ド
だ
け
を
使
っ
て
い
る
わ
け
だ
。

た
と
え
ば
、
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
使
っ
た
電
子
納
税
申
告
を
想
定
し
て
み

よ
う
。
こ
の
場
合
、
納
税
者
は
課
税
庁
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
直
接
ア
ク
セ
ス
し
て
申

告
す
る
こ
と
に
な
る
。

従
来
の
方
法
に
よ
る
と
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ

（
申
告
情
報
）
と
と
も
に
「
キ
ー
（
納
税
者

番
号
な
ど
の
パ
ス
ワ
ー
ド
）
」
を
送
る
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
で
は
、
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
ハ
ッ
カ
ー
な
ど
が
侵
入

し
た
場
合
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
は
む
ろ
ん
の
こ

と
、
キ
ー
ま
で
も
盗
み
読
み
さ
れ
る
危
険

性
は
高
い
。
キ
ー
と
な
る
パ
ス
ワ
ー
ド
に

納
税
者
整
理
番
号
の
よ
う
な
限
定
し
た
分

野
に
使
わ
れ
る
番
号
で
は
な
く
共
通
番
号

を
使
う
と
な
る
と
、
そ
の
危
険
性
は
な
お

さ
ら
増
す
。
盗
み
読
み
さ
れ
た
共
通
番
号

は
、
ど
の
よ
う
に
悪
用
さ
れ
て
も
納
税
者

本
人
は
手
が
つ
け
ら
れ
な
く
な
る
可
能
性

が
強
い
。

し
た
が
っ
て
、
従
来
の
方
法
に
よ
る
場

合
で
も
、
デ
ー
タ
保
護
の
た
め
に
は
、
少

な
く
と
も
番
号
は
、
申
告
情
報
と
と
も
に

パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
中
に
封
じ
込
め
た
上
で
電

送
（
通
信
）
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
課

税
庁
は
、
�
電
子
申
告
者
番
号
�
の
よ
う

な
別
の
パ
ス
ワ
ー
ド
を
各
納
税
者
に
発
行

す
る
必
要
が
あ
る
。

■
公
開
キ
ー
暗
号
と
は

ど

ん

な

仕

組

み

か

た
し
か
に
、
デ
ー
タ
保
護
の
た
め
に
電

子
申
告
者
番
号
を
使
う
の
も
一
案
で
あ
る
。

―
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
電
子
署
名
法
制
化
―



し
か
し
、
こ
の
番
号
を
使
っ
た
と
し
て
も
、

情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
不
正
ア
ク

セ
ス
を
防
ぐ
の
は
容
易
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
秘
密
に
す
る
情
報
（
パ
ッ
ケ

ー
ジ
）
を
�
閉
じ
る
と
き
�
と
�
開
く
と

き
�
に
、
「
公
開
キ
ー
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
・

キ
ー
）
」
と
「
秘
密
キ
ー
（
プ
ラ
イ
ベ
ー

ト
・
キ
ー
）
」
と
い
う
、
各
々
別
の
二
つ

の
キ
ー
を
使
う
「
公
開
キ
ー
暗
号
方
式
」

が
注
目
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。

現
在
、
最
も
広
く
使
わ
れ
て
い
る
Ｒ
Ｓ

Ａ
方
式
の
公
開
キ
ー
暗
号
の
仕
組
み
を
図

示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。（
図
１
）

こ
の
仕
組
み
で
は
、
公
開
キ
ー
と
秘
密

キ
ー
と
い
う
一
対
の
二
種
類
の
パ
ス
ワ
ー

ド
が
使
わ
れ
る
。
発
信
者
と
受
信
者
は

各
々
、
相
手
に
送
る
た
め
の
公
開
キ
ー
と

自
分
専
用
の
秘
密
キ
ー
を
持
っ
て
い
る
こ

と
が
前
提
と
な
る
。

公
開
キ
ー
は
、
パ
ソ
コ
ン
通
信
の
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
な
ど
の
よ
う
に
、
そ
の
名
の

と
お
り
広
く
流
通
し
て
い
る
。
一
方
、
秘

密
キ
ー
の
方
は
各
人
に
固
有
の
も
の
で
、

コ
ピ
ー
キ
ー
（
ス
ペ
ア
・
キ
ー
）
は
他
に

存
在
し
な
い
。
ま
た
、
秘
密
キ
ー
は
、
特

定
の
公
開
キ
ー
と
「
ペ
ア
」
に
な
っ
て
、

パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
閉
じ
た
り
開
け
た
り
す
る

機
能
を
提
供
す
る
。

こ
の
二
つ
の
キ
ー
は
、
い
ず
れ
も
パ
ッ

ケ
ー
ジ
を
閉
じ
る
こ
と
も
開
く
こ
と
も
で

き
る
。
し
か
し
、
同
じ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
（
た

と
え
ば
、
所
得
申
告
情
報
）
に
つ
い
て
は
、

閉
じ
る
か
開
く
か
、
い
ず
れ
か
一
方
の
こ

と
し
か
で
き
な
い
。

つ
ま
り
、「
公
開
キ
ー
で
閉
じ
た
」
パ
ッ

ケ
ー
ジ
は
、
同
じ
公
開
キ
ー
で
は
�
開
け

ら
れ
な
い
�
。
開
け
る
に
は
、「
そ
の
公
開

キ
ー
と
対
に
な
っ
て
い
る
秘
密
キ
ー
が
必

要
」
と
い
う
わ
け
だ
。

逆　
に　
、　
秘　
密　
キ　
ー　
で　
閉　
じ　
る　
こ　
と　
も　

で　
き　
る　
が　
、　
そ　
の　
パ　
ッ　
ケ　
ー　
ジ　
は　
同　
じ　

秘　
密　
キ　
ー　
で　
は　
開　
け　
る　
こ　
と　
は　
で　
き　
な　

い　
。　
開　
け　
る　
に　
は　
、　「　
そ　
の　
秘　
密　
キ　
ー　
と　

対　
に　
な　
っ　
て　
い　
る　
公　
開　
キ　
ー　
」　
が　
必　
要　

に　
な　
る　
。　

�

電
子
納
税
申
告
に

使
っ
て
み
る
と

こ
こ
で
、
電
子
納
税
申
告
の
場
合
で
、

納
税
者
整
理
番
号
を
含
む
「
納
税
申
告

フ
ァ
イ
ル
」
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
、
電
話

回
線
な
ど
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

使
っ
て
課
税
庁
に
送
る
と
き
に
、
公
開

キ
ー
暗
号
の
仕
組
み
が
ど
う
作
動
す
る

の
か
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
図
１
の
課
税
庁
�
は
、
電
子
納

税
申
告
を
望
む
納
税
者
全
員
に
対
し
、

自
ら
の
公
開
キ
ー
を
配
る
こ
と
に
な

る
。
納
税
者
�
の
方
は
、
�
か
ら
送
ら

れ
た
そ
の
公
開
キ
ー
で
納
税
申
告
フ
ァ

イ
ル
（
パ
ッ
ケ
ー
ジ
）
を
閉
じ
、
情
報

通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
使
っ
て
、
課
税

庁
�
に
送
る
。
一
方
、
納
税
申
告
フ
ァ
イ

ル
を
受
け
取
っ
た
課
税
庁
�
は
、
専
用
の

秘
密
キ
ー
を
使
っ
て
、
送
ら
れ
て
き
た
パ

ッ
ケ
ー
ジ
を
開
く
。

こ
の
公
開
キ
ー
暗
号
方
式
で
は
、
課
税

庁
�
が
秘
密
キ
ー
を
厳
重
に
保
管
・
管
理

し
て
い
れ
ば
、
申
告
デ
ー
タ
を
も
保
護
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
者
が
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
途
中
で
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
（
申
告
フ

ァ
イ
ル
）
の
中
身
を
盗
み
読
み
し
よ
う
と

し
て
も
、
開
け
る
キ
ー
（
秘
密
キ
ー
）
が

な
い
の
で
不
可
能
と
い
う
わ
け
だ
。

ま
た
、
こ
の
方
式
の
良
さ
は
他
に
も
あ

る
。
そ
れ
は
、
ペ
ア
と
な
っ
て
い
る
た
め

に
、
も
う
一
方
の
秘
密
キ
ー
が
な
け
れ
ば

解
読
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
従
来
の
方
式

の
よ
う
な
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
ご
と
に

番
号
が
違
う
と
い
っ
た
、
相
手
に
よ
り

別
々
の
パ
ス
ワ
ー
ド
を
使
い
分
け
る
と
い

っ
た
手
間
が
必
要
で
な
く
な
っ
た
こ
と
だ
。

�

電
子
署
名
と
し
て
も
使
え
る

こ
の
公
開
キ
ー
暗
号
方
式
は
ま
た
、
パ

ッ
ケ
ー
ジ
（
デ
ー
タ
）
を
送
っ
て
き
た
者

が
�
本
当
に
本
人
な
の
か
ど
う
か
確
か
め

る
�
こ
と
に
も
利
用
で
き
る
。

た　
と　
え　
ば　
、　
文　
書　
に　
よ　
る　
納　
税　
申　
告　
の　

場　
合　
、　
確　
か　
に　
自　
分　
の　
申　
告　
書　
で　
あ　
る　
こ　

と　
を　
確　
認　
す　
る　
た　
め　
に　
、　
�　
署　
名　
（　
わ　
が　

国　
の　
所　
得　
税　
申　
告　
で　
は　
、　
記　
名　
押　
印　
）　
�　

が　
求　
め　
ら　
れ　
る　
。　
し　
か　
し　
、　
電　
子　
納　
税　
申　

告　
の　
場　
合　
、　
従　
来　
の　
ア　
ク　
セ　
ス　
管　
理　
の　
方　

法　
で　
は　
、　
こ　
の　
確　
認　
が　
で　
き　
な　
か　
っ　
た　
。　

こ　
の　
た　
め　
、　
�　
署　
名　
�　
に　
つ　
い　
て　
は　
、　
別　

に　
「　
自　
分　
の　
申　
告　
書　
で　
あ　
る　
こ　
と　
を　
確　
認　

す　
る　
」　
文　
書　
を　
作　
成　
し　
、　
課　
税　
庁　
に　
送　
付　

す　
る　
必　
要　
が　
あ　
っ　
た　
。　

前
節
で
説
明
し
た
「
公
開
キ
ー
暗
号
」

を
使
う
送
信
の
方
法
は
、
確
か
に
途
中
で
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〔図１〕公開キー暗号の仕組み

�〔送信者・納税者〕 �〔受信者・課税庁〕

�の公開キーで　　　　　　　　　　　　　　　　�の秘密キー

閉じたパッケージ　　　　　　　　　　　　　

�の公開キーで　　　　　　　　　　　　　　　　�の公開キー

閉じたパッケージ

�の秘密キーで　　　　　　　　　　　　　　　　�の公開キー

閉じたパッケージ

開く

点線の場合は開かない

途中で開けられる恐れ

―
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
電
子
署
名
法
制
化
―
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開
け
ら
れ
る
可
能
性
は
減
る
が
、
送
信
し

て
き
た
の
が
納
税
者
�
本
人
か
ど
う
か
ま

で
は
、
確
認
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
課

税
庁
�
の
「
公
開
キ
ー
」
は
、
�
以
外
の

者　
で　
も　
容　
易　
に　
知　
る　
こ　
と　
が　
で　
き　
る　
た　
め　
、　

�　
以　
外　
の　
者　
も　
、　
�　
の　
名　
前　
を　
使　
っ　
て　
�　
あ　

て　
に　
、　「　
申　
告　
フ　
ァ　
イ　
ル　
」　
を　
送　
信　
で　
き　
て　

し　
ま　
う　
か　
ら　
で　
あ　
る　
。　
す　
な　
わ　
ち　
、　「　
本　
人　

確　
認　
」　
ま　
で　
は　
、　
で　
き　
な　
い　
こ　
と　
に　
な　
る　
。　

し　
か　
し　
、　
こ　
の　
本　
人　
確　
認　
（　
個　
人　
認　
証　
）　

の　
問　
題　
は　
、　
公　
開　
キ　
ー　
暗　
号　
方　
式　
の　
使　
い　
方　

を　
変　
え　
、　
次　
の　
よ　
う　
な　
手　
順　
を　
経　
る　
こ　
と　
で　

解　
決　
で　
き　
る　
。　

〔
送
信
者
側
〕

�

納
税
者
�
は
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
（
申
告

デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
）
を
、
自
分
の
秘
密

キ
ー
で
閉
じ
る
（
暗
号
化
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
使
っ
て
、
デ
ー
タ
を
暗
号
化
す
る
）。

�

こ
の
ま
ま
送
信
す
る
と
、
�
の
公
開

キ
ー
で
、
こ
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が
途
中
で

開
け
ら
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。

�

そ
こ
で
、
�
は
、
そ
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ

を
課
税
庁
�
の
公
開
キ
ー
で
も
う
一
度

閉
じ
る
。
つ
ま
り
、
二
重
に
カ
ギ
を
か

け
る
こ
と
に
な
る
。

�

次
に
�
は
、
パ
ソ
コ
ン
と
通
信
回
線

を
使
っ
て
、
暗
号
化
し
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ

（
申
告
フ
ァ
イ
ル
）
を
、
課
税
庁
�
に
、

送
信
す
る
。

〔
受
信
者
側
〕

�

課
税
庁
�
は
、
送
信
さ
れ
た
パ
ッ
ケ

ー
ジ
（
申
告
フ
ァ
イ
ル
）
を
、
自
分

（
�
）
の
秘
密
キ
ー
で
開
け
る
。

�

そ
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
中
か
ら
は
、
�

の
秘
密
キ
ー
で
閉
じ
ら
れ
た
申
告
フ
ァ

イ
ル
が
出
て
く
る
。

（
最
後
に
こ
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
閉
じ
た

の
は
、
�
の
公
開
キ
ー
で
あ
る
か
ら
、

対
に
な
っ
て
い
る
�
の
秘
密
キ
ー
で
な

け
れ
ば
開
け
ら
れ
な
い
。）

�

こ
の
段
階
で
は
、
申
告
フ
ァ
イ
ル
の

中
身
は
読
め
な
い
も
の
の
、
差
出
人

（
�
）
の
氏
名
は
表
示
で
き
る
の
で
、

誰
の
公
開
キ
ー
を
使
え
ば
よ
い
か
は
判

断
で
き
る
。

（
最
初
に
こ
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
閉
じ
た

の
は
、
�
の
秘
密
キ
ー
で
あ
る
か
ら
、

対
に
な
っ
て
い
る
�
の
公
開
キ
ー
で
な

け
れ
ば
開
け
ら
れ
な
い
。）

�

そ
こ
で
、
課
税
庁
�
は
、
納
税
者
�

の
公
開
キ
ー
を
持
ち
出
し
て
き
て
、
そ

の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
（
申
告
フ
ァ
イ
ル
）
を

開
き
、
そ
の
申
告
デ
ー
タ
を
、
�
の
税

務
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
書
き
込
み
、
以
後

の
税
務
処
理
を
開
始
す
る
。

〔
本
人
確
認
と
申
告
書

、
、
、

の
受
理
〕

以
上
の
手
続
（
ア
ク
セ
ス
管
理
）
を
経

て
、
第
一
に
、
課
税
庁
�
に
送
信
さ
れ
た

納
税
者
�
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
（
申
告
フ
ァ
イ

ル
）
は
ま
ち
が
い
な
く
、
�
本
人
の
も
の

で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
�
が
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
開
け

る
の
に
使
っ
た
の
は
、
「
�
の
公
開
キ
ー
」

で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
最
初
に
�
の

パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
閉
じ
た
の
は
、
こ
の
キ
ー

と
対
に
な
っ
て
い
る
「
�
の
秘
密
キ
ー
」

以
外
の
キ
ー
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、「
�
の
秘
密
キ
ー
」
を
持
っ

て
い
る
人
物
は
、
�
本
人
し
か
い
な
い
と

い
う
事
実
が
あ
る
。

し　
た　
が　
っ　
て　
、　
こ　
の　
パ　
ッ　
ケ　
ー　
ジ　
を　
送　
信　

し　
て　
き　
た　
の　
は　
、　
「　
間　
違　
い　
な　
く　
、　
�　
本　
人　

で　
あ　
る　
」　
と　
の　
、　
本　
人　
確　
認　
が　
完　
了　
す　
る　
。　

そ　
の　
結　
果　
、　
そ　
の　
パ　
ッ　
ケ　
ー　
ジ　
に　
し　
ま　
わ　

れ　
て　
い　
た　
「　
申　
告　
フ　
ァ　
イ　
ル　
」　
に　
も　
と　
づ　
く　
、　

�　
の　
所　
得　
申　
告　
も　
、　
適　
法　
に　
完　
了　
す　
る　
。　

こ
の
よ
う
に
、
「
公
開
キ
ー
暗
号
方
式
」

は
、
本
人
確
認
（
個
人
認
証
）
の
仕
組
み

と
し
て
も
使
う
こ
と
が
で
き
る
。

現
在
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
で
、
一
般
に

「
電
子
署
名
（

）」
と

い
わ
れ
実
用
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の

仕
組
み
を
さ
す
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
方
式
の
も
と
で
は
、

�
電
子
署
名
�
（
日
本
で
は
�
電
子
印

鑑
？
�
）
と
は
、
そ
の
名
称
は
�
署
名
�

（
�
印
鑑
�
）
で
あ
っ
て
も
、
実
質
は
、
デ

ィ
ジ
タ
ル
（
乱
数
表
示
）
化
さ
れ
た
�
暗

号
�
を
さ
す
。

�
公
開
キ
ー
暗
号
は

ど
う
管
理
さ
れ
る
の
か

公
開
キ
ー
暗
号
方
式
を
使
え
ば
、
相
互

に
相
手
を
確
認
し
た
上
で
、
重
要
な
情
報

の
交
換
も
安
心
し
て
で
き
る
。
キ
ー
と
な

る
暗
号
も
乱
数
で
つ
く
ら
れ
る
た
め
、

刻
々
と
別
の
暗
号
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
、

安
全
性
も
高
い
。

た
だ
、
公
開
キ
ー
自
体
は
、
各
々
が
自

由
に
つ
く
っ
た
の
で
は
混
乱
す
る
。
ま
た
、

偽
造
も
容
易
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
公

開
キ
ー
を
認
証
・
登
録
す
る
公
的
機
関
の

創
設
が
求
め
ら
れ
る
。

■
　
電
子
署
名
の
法
制
化
は

な
ぜ
必
要
か

公
開
キ
ー
暗
号
方
式
は
、
デ
ー
タ
の
保

護
の
面
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ア
ク
セ
ス

管
理
（
本
人
確
認
・
個
人
認
証
）
の
面
で

も
す
ぐ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
方
式
は
、
自
署
捺
印

（
記
名
押
印
）
な
ど
、
従
来
か
ら
慣
れ
親
し

ん
で
き
た
個
人
認
証
制
度
と
相
入
れ
な
い

面
も
多
々
あ
る
。

特
に
日
本
で
は
、
法
改
正
な
く
し
て
は
、

こ
の
方
式
の
採
用
は
難
し
い
。
そ
こ
で
、

世
界
に
先
が
け
て
「
電
子
署
名
」
を
法
制

化
し
た
ア
メ
リ
カ
・
ユ
タ
州
の
実
状
を
み

て
お
き
た
い
。

�
ユ
タ
州
デ
ィ
ジ
タ
ル

署
名
法
の
あ
ら
ま
し

ユ
タ
州
は
、
従
来
か
ら
州
政
府
機
関
の

―
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
電
子
署
名
法
制
化
―
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電
子
化
を
積
極
的
に
す
す
め
て
き
た
。
こ

れ
ま
で
も
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
モ
デ
ム
を

使
い
、
各
種
の
訴
訟
フ
ァ
イ
ル
を
、
情
報

通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
、
州
裁
判
所

に
送
達
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

し
か
し
、
�
署
名
�
に
よ
る
認
証
が
ネ

ッ
ク
と
な
り
、
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
な
電
子
送

達
は
な
か
な
か
実
現
で
き
な
か
っ
た
。

証
拠
資
料
と
な
る
デ
ー
タ
は
よ
い
と
し

て
も
、
署
名
が
必
要
な
訴
状
な
ど
は
、
た

と
え
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
デ
ー
タ
処
理
さ
れ

て
い
て
も
、
電
子
送
達
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
点
を
改
善
す
る
こ
と
を
ね
ら

い
に
、
ユ
タ
州
は
、
一
九
九
五
年
に
、
「
デ

ィ
ジ
タ
ル
（
数
表
示
式
）
署
名
法
（

）
」
を
制
定
し
た
。

こ
の
法
律
の
制
定
に
よ
り
、
ユ
タ
州
に
お

い
て
は
�
電
子
署
名
�
の
使
用
が
法
的
に

認
知
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ユ
タ
州
の
デ
ィ
ジ
タ
ル
署
名
法
は
、
全

米
で
初
め
て
デ
ィ
ジ
タ
ル
署
名
を
法
的
に

認
め
た
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
。
ま
た
、

同
時
に
、
同
法
で
は
、
デ
ー
タ
の
不
正
利

用
、
偽
造
な
ど
安
全
面
に
配
慮
し
、「
公
開

キ
ー
暗
号
」
の
仕
組
み
を
採
用
し
た
点
が

特
色
と
い
え
る
。
公
開
キ
ー
暗
号
方
式
を

採
用
し
た
こ
と
か
ら
、
デ
ィ
ジ
タ
ル
署
名

を
行
お
う
と
い
う
者
は
、
二
種
類
の
キ
ー

暗
号
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
一
つ
は
、「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・

キ
ー
（

＼
秘
密
キ
ー
）
」
で
あ

る
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
は
「
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
キ
ー
（

＼
公
開
キ
ー
）
」

で
あ
る
。

�
秘
密
キ
ー
�
は
、
各
個
人
が
他
人

（
家
族
も
含
む
）
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
保

管
す
る
こ
と
に
な
る
。
通
常
の
デ
ー
タ
と

違
い
、
パ
ソ
コ
ン
に
内
蔵
（
接
続
）
さ
れ

た
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
で
は
な
く
、
フ
ロ
ッ

ピ
ー
・
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
し
、
保
管
す
る
。

こ　
れ　
は　
、　
コ　
ン　
ピ　
ュ　
ー　
タ　
・　
ネ　
ッ　
ト　
ワ　
ー　

ク　
を　
通　
じ　
て　
、　
自　
分　
の　
コ　
ン　
ピ　
ュ　
ー　
タ　
に　
侵　

入　
さ　
れ　
、　
�　
秘　
密　
キ　
ー　
�　
を　
盗　
ま　
れ　
な　
い　
よ　

う　
、　
コ　
ン　
ピ　
ュ　
ー　
タ　
の　
本　
体　
と　
は　
別　
の　
場　
所　

に　
し　
ま　
う　
必　
要　
が　
あ　
る　
か　
ら　
で　
あ　
る　
。　

一
方
、
�
公
開
キ
ー
�
は
、
所
定
の
機

関
が
設
置
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
保
管
す

る
。
こ
の
機
関
は
、
い
わ
ば
銀
行
の
暗
証

番
号
（
パ
ス
ワ
ー
ド
）
を
管
理
す
る
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
に
類
似
す
る
も
の
と
み
て
よ
い
。

当
面
、
ユ
タ
州
で
の
デ
ィ
ジ
タ
ル
署
名

は
、
州
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
る
訴
訟
フ
ァ

イ
ル
に
使
わ
れ
る
。

こ
の
デ
ィ
ジ
タ
ル
署
名
の
認
証
は
、
前

節
（
�

電
子
署
名
と
し
て
も
使
え
る
）
で

述
べ
た
手
順
に
よ
り
行
わ
れ
る
。

ま
ず
、
フ
ァ
イ
ル
提
出
者
で
あ
る
発
信

者
が
、
自
分
の
秘
密
キ
ー
で
パ
ッ
ケ
ー
ジ

を
閉
じ
、
そ
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
州
裁
判
所

に
送
信
（
送
達
）
す
る
。
一
方
、
パ
ッ
ケ

ー
ジ
を
受
け
取
っ
た
州
裁
判
所
の
書
記
官

は
、
公
的
機
関
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
保
管

さ
れ
て
い
る
、
発
信
者
の
公
開
キ
ー
で
パ

ッ
ケ
ー
ジ
を
開
け
る
こ
と
に
よ
り
、
本
人

確
認
を
行
う
形
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
今
後
、
ユ
タ
州
で
は
、
こ
の
デ

ィ
ジ
タ
ル
署
名
を
、
順
次
、
電
子
納
税
申

告
な
ど
行
政
分
野
に
も
利
用
を
拡
大
し
て

い
く
計
画
で
あ
る
。

�
広
が
り
を
見
せ
る
ユ
タ
方
式

ユ
タ
方
式
の
�
電
子
署
名
�
の
法
制
化

は
全
米
の
注
目
を
集
め
て
い
る
。

オ
レ
ゴ
ン
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
、
ワ
シ

ン
ト
ン
、
フ
ロ
リ
ダ
な
ど
、
多
く
の
州
で

法
制
化
に
向
け
た
検
討
が
開
始
さ
れ
た
。

一
方
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
も
、
ユ
タ
方
式

の
採
用
に
向
け
た
検
討
が
盛
ん
だ
。
連
邦

弁
護
士
会
は
、
訴
訟
フ
ァ
イ
ル
の
電
子
送

達
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
、
ユ
タ
方
式
の
電
子

署
名
が
使
え
る
よ
う
に
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
制
定
に
動
い
て
い
る
。

ま
た
、
連
邦
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
も
、

ユ
タ
方
式
の
電
子
署
名
が
広
が
れ
ば
、
い

ず
れ
は
電
子
納
税
申
告
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
採

用
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
と
み
て
い
る
。

■
　
ア
メ
リ
カ
の
国
益
も
か
ら
む

公
開
キ
ー
暗
号
技
術

公
開
暗
号
キ
ー
方
式
は
、
ア
メ
リ
カ
国

内
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
国
際
的
に
も
注

目
を
浴
び
て
い
る
。
わ
が
国
で
も
、
電
子

納
税
申
告
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
な
ど
を
考

え
れ
ば
、
民
間
部
門
の
み
な
ら
ず
政
府
部

門
へ
の
公
開
キ
ー
暗
号
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の

導
入
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
の
国
益

も
か
ら
む
大
き
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
公
開
キ
ー
暗
号

方
式
の
実
体
は
、
公
開
キ
ー
と
秘
密
キ
ー

と
を
組
み
合
わ
せ
、
一
つ
の
暗
号
と
す
る

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。

こ　
の　
方　
式　
は　
、　
暗　
号　
化　
の　
テ　
ク　
ノ　
ロ　
ジ　
ー　

で　
あ　
る　
と　
同　
時　
に　
、　
暗　
号　
解　
読　
の　
テ　
ク　
ノ　
ロ　

ジ　
ー　
で　
も　
あ　
る　
。　
も　
う　
少　
し　
簡　
単　
に　
い　
え　
ば　
、　

「　
暗　
号　
の　
コ　
ー　
ド　
化　
と　
暗　
号　
コ　
ー　
ド　
破　
り　
の　

テ　
ク　
ノ　
ロ　
ジ　
ー　
」　
と　
い　
っ　
て　
よ　
い　
。　
民　
間　
に　

役　
立　
つ　
と　
と　
も　
に　
、　
軍　
事　
的　
に　
も　
利　
用　
さ　
れ　

て　
い　
る　
テ　
ク　
ノ　
ロ　
ジ　
ー　
で　
あ　
る　
。　

ア　
メ　
リ　
カ　
の　
国　
家　
安　
全　
保　
障　
局　
（　
Ｎ　
Ｓ　
Ａ　
）　

は　
、　
こ　
の　
種　
の　
ハ　
イ　
テ　
ク　
が　
世　
界　
中　
で　
使　
わ　

れ　
る　
こ　
と　
に　
強　
い　
懸　
念　
を　
示　
し　
て　
い　
る　
。　

事
実
、
Ｒ
Ｓ
Ａ
方
式
の
公
開
キ
ー
暗
号

に
つ
い
て
も
、
キ
ー
の
長
さ
が
二
五
六
ビ

ッ
ト
（
三
二
バ
イ
ト
）
を
超
え
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
海
外
へ
の
技
術
移
転
を
禁
止

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
解
読
が
難
し
い
長

い
キ
ー
が
世
界
中
に
出
回
る
こ
と
を
望
ん

で
い
な
い
た
め
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
背
景
に
は
、
ア
メ
リ

カ
の
安
全
保
障
の
問
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

暗
号
キ
ー
が
長
い
と
、
国
家
安
全
保
障
局

（
Ｎ
Ｓ
Ａ
）
が
海
外
の
デ
ー
タ
通
信
を
傍
受

し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
解
読
す
る
の
に
時

―
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
電
子
署
名
法
制
化
―
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間
が
か
か
り
過
ぎ
る
こ
と
に
、
強
い
懸
念

が
あ
る
た
め
だ
。

ア
メ
リ
カ
の
言
い
分
も
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は

日
々
刻
々
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
い
る
。

そ
れ
に
つ
れ
て
、
い
か
に
的
確
な
デ
ー

タ
保
護
を
は
か
る
か
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な

課
題
と
な
っ
て
い
る
。

公
開
キ
ー
暗
号
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
ハ

イ
テ
ク
時
代
の
デ
ー
タ
保
護
に
な
く
て
は

な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
国
際
的
に
も
高

い
評
価
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
ハ
イ
テ
ク

技
術
の
国
際
移
転
、
さ
ら
に
は
、
こ
の
技

術
を
応
用
し
た
ア
ク
セ
ス
管
理
の
仕
組
み

の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
運
用
を
ど
う
す
す
め
る

か
は
、
緊
急
な
課
題
だ
。

わ
が
国
で
も
、
暗
号
化
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

を
ベ
ー
ス
に
、
IC
カ
ー
ド
な
ど
と
組
み
合

わ
せ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
管
理
の

研
究
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
、
Ｒ
Ｓ
Ａ
方
式
が
ア
メ
リ
カ
国
内

で
普
及
し
、
デ
ー
タ
暗
号
化
規
準
（
Ｄ
Ｅ

Ｓ
）
を
国
際
的
に
統
一
し
よ
う
と
い
う
こ

と　
に　
な　
れ　
ば　
、　
ア　
メ　
リ　
カ　
の　
力　
は　
無　
視　
で　

き　
な　
い　
。　
わ　
が　
国　
の　
技　
術　
者　
が　
、　
い　
か　
に　

優　
れ　
た　
す　
ぐ　
れ　
た　
ア　
ク　
セ　
ス　
管　
理　
の　
テ　
ク　

ノ　
ロ　
ジ　
ー　
を　
開　
発　
し　
た　
と　
し　
て　
も　
、　、　
Ｒ　
Ｓ　

Ａ　
方　
式　
が　
�　
世　
界　
標　
準　
�　
と　
な　
る　
可　
能　
性　

も　
、　
強　
い　
。　

い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
分
野
で
も
国
際

的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
で
き
そ
う
も

な
い
の
が
わ
が
国
の
実
情
だ
。
と
は
言
っ

て
も
、
ア
メ
リ
カ
の
動
向
を
じ
っ
と
見
守

る
だ
け
で
よ
い
の
か
は
、
す
こ
ぶ
る
疑
問

で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
』
（
岩

波
新
書

）
の
著
者
で
も
あ
る
村
井
純
・

慶
応
大
学
助
教
授
に
、
わ
が
国
で
の
、
Ｒ

Ｓ
Ａ
方
式
の
検
討
状
況
に
つ
い
て
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
で
質
問
し
て
み
た
。

同
助
教
授
に
よ
る
と
、
現
在
、
通
産
省

が
二
つ
の
委
員
会
で
検
討
を
行
っ
て
お
り
、

近
く
郵
政
省
で
も
委
員
会
を
発
足
さ
せ
る

予
定
と
い
う
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
レ

ベ
ル
で
は
、
神
戸
市
が
検
討
を
行
っ
て
い

る
と
い
う
。
わ
が
国
で
の
「
電
子
署
名
」

の
普
及
に
あ
た
っ
て
は
、
上
記
の
委
員
会

が
、
Ｒ
Ｓ
Ａ
方
式
の
採
用
を
、
各
機
関
に

�
推
奨
�
す
る
と
い
っ
た
形
で
す
す
め
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
こ
と
。

一
方
、
国
際
的
な
普
及
に
つ
い
て
は
、

公
開
キ
ー
暗
号
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
移
転
に

対
す
る
輸
出
規
制
問
題
が
ネ
ッ
ク
で
あ
り
、

現
状
で
は
、、
メ
ド
が
つ
い
て
い
な
い
と
の

こ
と
で
あ
っ
た
。

R

《
追
記
》

―
パ
ソ
コ
ン
で
手
書
き
署
名
―

最
近
の
パ
ソ
コ
ン
雑
誌
の
記
事
に
よ
れ

ば
、
本
人
の
手
書
き
の
署
名
を
画
像
に
変

換
し
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
個
人
認
証
に

使
う
、
文
字
ど
お
り
「
電
子
署
名
」
の
ソ

フ
ト
が
、
米
国
で
登
場
し
た
と
の
こ
と
で

あ
る
。

こ
の
ソ
フ
ト
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

接
続
さ
れ
た
パ
ソ
コ
ン
で
、
デ
ジ
タ
イ
ザ

と
い
う
画
像
取
込
装
置
を
を
使
い
、
本
人

が
手
書
き
の
署
名
を
す
る
。
こ
の
ソ
フ
ト

を
起
動
す
る
と
そ
の
署
名
の
画
像
デ
ー
タ

が
暗
号
化
さ
れ
、
本
人
認
証
を
行
う
サ
イ

ト
（
他
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
）
に
送
信
さ
れ
る
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
決

済
、
保
険
申
込
、
税
の
確
定
申
告
な
ど
へ

の
応
用
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

―
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
電
子
署
名
法
制
化
―

Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
電
話
番
号
表
示
サ
ー
ビ
ス
、

あ
い
ま
い
さ
残
す
ス
タ
ー
ト
は
危
険

Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
「
発
信
電
話
番
号
表
示
サ
ー
ビ

ス
（
コ
ー
ラ
ー
Ｉ
Ｄ

）」
の
試
験
サ

ー
ビ
ス
を
近
く
始
め
る
。
こ
の
た
め
に
、
4
月

18
日
に
郵
政
大
臣
に
認
可
申
請
を
し
た
。
こ
の

サ
ー
ビ
ス
が
正
式
に
開
始
さ
れ
れ
ば
、
電
話

を
か
け
た
人
の
電
話
番
号
は
�
表
示
�
が
原

則
と
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
�
不
表

示
�
の
原
則
が
�
表
示
�
を
原
則
と
す
る
ル

ー
ル
に
大
転
換
す
る
。

コ
ー
ラ
ー
Ｉ
Ｄ
は
、
迷
惑
電
話
の
防
止
な
ど
、

と
か
く
着
信
者
側
の
メ
リ
ッ
ト
が
強
調
さ
れ

が
ち
。
だ
が
、
悩
み
相
談
、
税
務
相
談
な
ど
、

発
信
者
側
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
問
題
も

山
積
し
て
い
る
。

Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
、
か
け
る
前
に
１
８
４

イ

ヤ

ヨ

を
ダ
イ

ヤ
ル
す
る
と
か
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
申
込
み
で
不

表
示
と
す
る
こ
と
も
可
能
と
い
う
。
だ
が
放

っ
て
置
け
ば
表
示
さ
れ
て
し
ま
う
。

Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
、
こ
う
し
た
大
転
換
を
事
務
レ

ベ
ル
で
処
理
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
法
律
上

の
根
拠
を
明
確
に
し
た
上
で
導
入
し
よ
う
と

し
て
い
な
い
。
こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、

コ
ー
ラ
ー
Ｉ
Ｄ
を
�
盗
聴
�
の
一
種
と
見
た

う
え
で
、
国
民
の
代
表
者
で
構
成
さ
れ
る
議

会
（
連
邦
・
各
州
）
が
制
定
し
た
法
律
（
電

気
通
信
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法
）
に
根
拠
を
置
い

た
上
で
導
入
し
て
い
る
。

Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
狙
い
は
何
か
、
発
信
者
の
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
は
大
丈
夫
な
の
か
。
あ
い
ま
い
さ

を
残
す
ス
タ
ー
ト
は
危
険
だ
。

次
号
で
詳
し
く
点
検
し
て
み
た
い
。

ひ
と

こ
と
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国
税
庁
は
、
昨
年
（
九
五
年
）
一
〇
月

五
日
に
開
か
れ
た
全
国
国
税
局
長
会
議
で
、

「
電
子
申
告
（

）」
制
度
を

導
入
す
る
方
針
を
明
ら
か
に
し
、
検
討
を

指
示
し
た
。

《
シ
リ
ー
ズ
・
電
子
申
告
と
は
何
か
》

で
は
、「
ア
メ
リ
カ
の
実
情
」
を
第
一
回
目

と
し
て
、
順
次
各
国
の
電
子
申
告
の
実
情

を
報
告
す
る
。

�

電
子
申
告
と
は

電
子
申
告
は
、
そ
の
究
極
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
の
「
文
書
申
告
（

）」

と
は
異
な
り
、
納
税
者
な
ど
が
各
自
の
パ

ー
ソ
ナ
ル
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
端
末
装
置

か
ら
、
通
信
回
線
を
使
っ
て
課
税
庁
の
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
に
直
接
ア
ク
セ
ス
し
、
納
税

申
告
や
情
報
申
告
（
法
定
資
料
の
提
出
）

を
行
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
納
税
者
な
ど
は
、
申
告
の
た
め
に
課

税
庁
に
出
向
い
た
り
、
文
書
を
郵
送
す
る

必
要
は
な
く
な
る
。

海
外
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
、

ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
で
、
主
に
個
人
所
得
税

を
対
象
に
電
子
申
告
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
、
電
子
申
告

が
連
邦
か
ら
州
の
段
階
へ
と
拡
大
し
て
き

て
い
る
国
も
あ
る
。

国
税
庁
の
方
針
で
は
、
ま
ず
法
人
税
の

申
告
に
つ
い
て
電
子
申
告
の
導
入
を
め
ざ

す
と
い
う
。
ま
た
、
導
入
の
開
始
時
期
に

つ
い
て
は
、
九
八
年
三
月
ま
で
に
決
定
す

る
と
い
う
。

わ
が
国
お
い
て
も
、
行
政
の
高
度
情
報

化
、
Ｏ
Ａ
化
が
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
よ
う

な
ス
ピ
ー
ド
で
す
す
す
ん
で
き
て
い
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
傾
向
は
、
国
の
レ
ベ
ル

の
み
な
ら
ず
、
地
方
行
政
の
レ
ベ
ル
に
も

広
く
及
ん
で
き
て
い
る
。
近
い
将
来
、
地

方
税
へ
の
電
子
申
告
制
度
の
導
入
も
重
要

な
検
討
課
題
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

１
　
Ｏ
Ｃ
Ｒ
対
応
型
の
申
告
は

暫

定

的

な

も

の

わ
が
国
で
は
、
八
九
年
一
二
月
か
ら
、

国
税
の
一
部
の
税
目
に
「
光
学
文
字
読
取

装
置
（
Ｏ
Ｃ
Ｒ
＝

）」
を
活
用
し
た
申
告
デ
ー
タ
の
入

力
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
国
税
庁
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
「
Ｋ
Ｓ
Ｋ
〔
国
税

総
合
管
理
〕
シ
ス
テ
ム
」
の
本
格
的
な
稼

働
に
伴
い
、
今
後
多
く
の
申
告
書
が
Ｏ
Ｃ

Ｒ
対
応
型
に
改
め
ら
れ
、
申
告
デ
ー
タ
の

入
力
が
自
動
化
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

当
局
は
、
こ
の
点
を
取
り
上
げ
、
Ｋ
Ｓ

Ｋ
シ
ス
テ
ム
は
、
あ
た
か
も
Ｏ
Ｃ
Ｒ
の
導

入
が
大
き
な
ね
ら
い
で
あ
る
か
の
よ
う
に

説
明
し
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。

し
か
し
、
Ｏ
Ｃ
Ｒ
対
応
型
の
申
告
方
式

は
、
あ
く
ま
で
も
暫
定
的
な
も
の
と
み
た

方
が
よ
い
。
将
来
的
に
は
、
確
実
に
ペ
ー

パ
ー
レ
ス
の
「
電
子
申
告
」
が
主
流
に
な

り

、

申

告

書

不

要

納

税

シ

ス

テ

ム

（

）
中
心
の
時
代

に
入
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
、
一
つ
に
、
Ｋ
Ｓ
Ｋ
シ
ス
テ
ム

が
、「
開
放
型
シ
ス
テ
ム
間
相
互
接
続
（
Ｏ

Ｓ
Ｉ
＝

）
」

機
能
を
有
し
て
い
る
点
か
ら
も
容
易
に
想

定
で
き
る
。
つ
ま
り
、
Ｋ
Ｓ
Ｋ
は
、
国
税

庁
以
外
の
外
部
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
や
シ
ス

テ
ム
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
端
末
と
の
接
続
を

当
然
に
予
定
し
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と

か
ら
も
容
易
に
分
か
る
。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
当
初
、

連
邦
の
課
税
庁
で
あ
る
内
国
歳
入
庁
（
Ｉ

Ｒ
Ｓ
＝

）
が
事

務
合
理
化
を
ね
ら
い
に
導
入
し
た
Ｏ
Ｃ
Ｒ

対
応
型
の
申
告
方
式
は
、
期
待
し
た
ほ
ど

の
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、

と
い
う
事
実
も
参
考
に
な
る
。

Ｏ　
Ｃ　
Ｒ　
対　
応　
型　
の　
申　
告　
は　
、　
性　
格　
的　
に　
は　
、　

あ　
く　
ま　
で　
も　
�　
文　
書　
申　
告　
�　
で　
あ　
る　
。　
誤　
読　

や　
判　
断　
不　
能　
な　
ど　
の　
理　
由　
に　
よ　
り　
、　
課　
税　
庁　

内　
部　
で　
の　
処　
理　
が　
必　
ず　
し　
も　
ス　
ム　
ー　
ス　
に　
運　

ば　
な　
い　
こ　
と　
は　
容　
易　
に　
想　
像　
で　
き　
る　
。　

２
　
ア
メ
リ
カ
で
の

連
邦
税
の
電
子
申
告
の
現
状

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
電
子
申
告
は
、
一

《
シ
リ
ー
ズ
・
電
子
申
告
と
は
何
か
》

各
国
の
電
子
納
税
申
告
（
１
）

―

アア

メメ

リリ

カカ

のの

実実

情情

をを

ささ

ぐぐ

るる

―

朝
日
大
学
教
授

石

村

耕

治

電
子
申
告
と
は
何
か
―
ア
メ
リ
カ
編
―
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九
八
六
年
に
、
連
邦
個
人
所
得
税
に
つ
い

て
試
験
的
に
導
入
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
で

あ
る
。
八
六
年
当
初
、
電
子
申
告
者
総
数

は
、
二
万
五
、　〇
〇
〇
件
程
度
で
あ
っ
た
。

九
〇
年
か
ら
は
本
格
的
に
導
入
さ
れ
、

全
国
規
模
で
Ｉ
Ｒ
Ｓ
（
内
国
歳
入
庁
）
へ

の
電
子
申
告
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、

電
子
申
告
は
飛
躍
的
に
増
加
し
て
い
き
、

九
四
年
に
は
一
千
五
百
万
件
近
く
に
ま
で

及
ん
だ
。（
表
�
）

電
子
申
告
制
度
の
メ
リ
ッ
ト

従
来
か
ら
あ
る
文
書
申
告
の
場
合
、
Ｉ

Ｒ
Ｓ
は
提
出
さ
れ
た
申
告
デ
ー
タ
の
処
理
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
入
力
作
業
が
必
要
で
あ
る
。

多
大
な
労
力
を
要
す
る
の
み
な
ら
ず
、
入

力
ミ
ス
な
ど
エ
ラ
ー
率
は
、
統
計
に
よ
る

と
17
％
か
ら
19
％
に
も
の
ぼ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
電
子
申
告
の
場
合
、
納

税
者
や
申
告
代
行
業
者
が
直
接
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
ア
ク
セ
ス
し
、
申
告
デ

ー
タ
の
入
力
を
行
う
。
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
事
務
の

合
理
化
に
資
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

エ
ラ
ー
率
も
〇
・
五
％
程
度
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
連
邦
個
人
所
得
税
の
み

な
ら
ず
州
個
人
所
得
税
で
も
、
給
与
所
得

者
な
ど
に
も
広
く
申
告
納
税
制
度
が
と
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
わ
が
国
の
年
末
調
整

に
類
す
る
制
度
も
な
い
。
確
定
申
告
に
よ

り
税
金
が
還
付
に
な
る
納
税
者
は
き
わ
め

て
多
い
。

こ　
の　
点　
に　
関　
し　
、　
電　
子　
申　
告　
の　
場　
合　
、　
申　

告　
後　
二　
週　
間　
程　
度　
で　
税　
金　
の　
還　
付　
を　
行　
う　
こ　

と　
が　
で　
き　
る　
。　
こ　
れ　
に　
対　
し　
、　
文　
書　
申　
告　
の　

場　
合　
に　
は　
四　
か　
ら　
六　
週　
間　
も　
か　
か　
る　
。　
ち　
な　

み　
に　
、　
電　
子　
申　
告　
利　
用　
者　
の　
平　
均　
の　
還　
付　
額　

は　
、　
九　
三　
年　
度　
で　
一　
、　
〇　
二　
五　
ド　
ル　
、　
九　
四　

年　
度　
で　
一　
、　
〇　
八　
七　
ド　
ル　
で　
あ　
る　
。　

Ｉ
Ｒ
Ｓ
で
は
、
西
暦
二
〇
〇
〇
年
ま
で

に
、
従
来
か
ら
あ
る
文
書
申
告
に
代
え
て
、

電
子
申
告
を
連
邦
個
人
所
得
税
に
つ
い
て

の
標
準
申
告
方
式
と
す
る
目
標
を
た
て
て

計
画
を
す
す
め
て
い
る
。

３
　
電
子
申
告
の
仕
組
み

認
可
電
子
申
告
代
行
業
者

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
電
子
申
告
を
望

む
納
税
者
は
、
通
例
、
代
行
業
者
と
し
て

課
税
庁
の
認
定
を
受
け
た
「
認
可
電
子
申

告
者
（

）」
に
依

頼
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
連
邦
税
に

つ
い
て
み
る
と
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
は
、
認
可
電
子

申

告

者

を

、
「

電

子

申

告

準

備

者

（

）」、「
電
子
申

告
発
信
者
（

）」

な
ど
に
分
類
し
た
上
で
認
定
し
て
い
る
。

個
人
、
法
人
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の

い
ず
れ
の
事
業
形
態
を
と
っ
て
い
て
も
認

定
業
者
に
な
れ
る
。
ま
た
、
納
税
申
告
準

備
者
（

）、
Ｉ

Ｒ
Ｓ
登
録
税
務
代
理
士
（

）、

公
認
会
計
士
、
弁
護
士
な
ど
の
、
い
わ
ゆ

る
�
税
務
申
告
代
理
専
門
職
�
の
場
合
も
、

依
頼
者
の
電
子
申
告
を
行
お
う
と
す
る
と

き
に
は
、
改
め
て
認
可
電
子
申
告
者
と
な

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
電
子
申
告
プ
ロ
グ
ラ
ム
加
入
申
請
書

（

）」
〔
書
式
八

六
三
三
〕
を
提
出
し
、
認
定
が
受
け
ら
れ

る
と
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
か
ら
電
子
申
告
者
番
号

（

＝
）
、
電
子
送
達
者
番
号
（

＝

）
つ
き
の
認
定
証
（

）
が
交
付
さ
れ
る
。

こ
の
番
号
は
、
納
税
者
の
依
頼
に
基
づ

い
て
電
子
申
告
を
行
う
認
可
電
子
申
告
者

の
身
元
確
認
に
使
わ
れ
る
。

電
子
申
告
の
手
順

一
方
、
認
可
電
子
申
告
者
に
依
頼
し
て

確
定
申
告
を
望
む
納
税
者
は
、
必
要
な
デ

ー
タ
を
依
頼
し
た
業
者
に
提
供
す
る
必
要

が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
当
該
デ
ー
タ
が
原

始
資
料
で
あ
る
と
き
に
は
、
電
子
申
告
発

信
者
の
み
の
認
定
を
受
け
た
業
者
は
取
り

扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
認
可
電
子
申
告
者
の

本
来
の
仕
事
は
、
納
税
者
が
提
示
し
た
数

字
な
ど
の
申
告
デ
ー
タ
を
、
課
税
庁
が
認

定
し
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
い
、
自
ら
の

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
端
末
か
ら
通
信
回
線
で
、

課
税
庁
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
直
接
入
力
す

る
こ
と
に
あ
る
。

手
順
と
し
て
は
、
申
告
デ
ー
タ
の
入
力

が
完
了
す
る
と
、
申
告
内
容
が
正
し
い
こ

と
を
証
明
す
る
た
め
に
、
納
税
者
が
自
署

し
た
「
電
子
申
告
に
係
る
個
人
所
得
税
申

告
の
確
認
書
（

）
」

〔
書
式
八
四
五
三
〕
を
作
成
し
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ

に
送
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

認
定
代
行
業
者
で
あ
る
認
可
電
子
申
告

者
に
依
頼
し
て
電
子
申
告
を
行
う
場
合
、

電
子
送
達
料
は
二
〇
ド
ル
か
ら
八
〇
ド
ル
、

平
均
で
二
二
ド
ル
程
度
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
納
税
者
が
出
向
い
て
Ｉ
Ｒ
Ｓ
で
電
子

申
告
を
行
う
場
合
に
は
、
無
料
で
サ
ー
ビ

ス
が
受
け
ら
れ
る
。

４
　
州
レ
ベ
ル
で
の

電
子
申
告
導
入
の
現
状

州
が
独
自
の
課
税
権

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
50
の
州
、
八
万

三
、　
〇
〇
〇
を
超
え
る
地
方
団
体
（
郡
、

表� 連邦個人所得税の

　     電子申告件数の推移

年 件　　数

1986 24,814

1987 77,614

1988 583,462

1989 1,160,516

1990 4,191,242

1991 7,575,000

1992 10,924,000

1993 12,423,000

1994 14,680,000

電
子
申
告
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何
か
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ア
メ
リ
カ
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市
町
村
、
郡
区
、
学
校
区
お
よ
び
特
別
行

政
区
な
ど
）
か
ら
成
る
連
邦
国
家
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
に
は
、
わ
が
国
の
地
方
税
法

に
相
当
す
る
よ
う
な
連
邦
が
定
め
た
モ
デ

ル
法
典
は
存
在
し
な
い
。
各
州
は
、
そ
れ

ぞ
れ
独
自
の
視
点
か
ら
税
制
を
デ
ザ
イ
ン

で
き
る
固
有
の
権
利
を
有
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
た
と
え
ば
、
ワ
シ
ン
ト
ン

州
の
よ
う
に
州
所
得
税
を
導
入
し
て
い
な

い
州
も
あ
る
。
一
方
、
州
所
得
税
を
導
入

し
て
い
て
も
、
ア
ラ
バ
マ
州
や
ユ
タ
州
な

ど
の
よ
う
に
、
連
邦
所
得
税
の
課
税
ベ
ー

ス
に
基
づ
か
ず
に
税
額
計
算
を
行
う
州
も

あ
る
。
各
種
の
人
的
控
除
、
投
資
税
額
控

除
な
ど
の
租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
も
、

州
に
よ
り
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。

ま　
た　
、　
ニ　
ュ　
ー　
ハ　
ン　
プ　
シ　
ャ　
ー　
州　
の　
よ　
う　

に　
、　
ほ　
と　
ん　
ど　
の　
州　
が　
導　
入　
し　
て　
い　
る　
単　
段　

階　
型　
の　
一　
般　
消　
費　
税　
（　
小　
売　
売　
上　
税　
な　
ど　
）　

を　
導　
入　
し　
て　
い　
な　
い　
州　
も　
あ　
る　
。　
さ　
ら　
に　
、　

税
務
行
政
組
織
、
州
・
地
方
団
体
の
間
で

の
徴
税
協
力
体
制
や
納
税
者
権
利
救
済
制

度
な
ど　
に　
つ　
い　
て　
も　
、　
各　
州　
は　
独　
自　
の　
視　
点　

か　
ら　
デ　
ザ　
イ　
ン　
し　
て　
き　
て　
い　
る　
。　

連
邦
と
州
税
務
当
局
と
の
協
力

し
か
し
一
方
で
、
連
邦
議
会
は
、
Ｉ
Ｒ

Ｓ
と
各
州
の
税
務
当
局
が
共
同
で
、
課
税

漏
れ
の
防
止
や
徴
税
コ
ス
ト
の
削
減
な
ど

を
含
む
税
務
行
政
の
効
率
化
に
努
め
る
よ

う
に
奨
励
し
て
き
て
い
る
。
州
税
務
当
局

に
対
す
る
連
邦
納
税
者
情
報
の
提
供
の
法

制
化
、
提
供
さ
れ
た
情
報
の
目
的
外
利
用

の　
防　
止　
を　
含　
む　
納　
税　
者　
の　
プ　
ラ　
イ　
バ　
シ　
ー　
保　

護　
の　
た　
め　
の　
立　
法　
な　
ど　
、　
州　
の　
税　
務　
行　
政　
の　

効　
率　
化　
の　
た　
め　
に　
こ　
れ　
ま　
で　
連　
邦　
議　
会　
が　
果　

た　
し　
た　
役　
割　
は　
決　
し　
て　
小　
さ　
く　
な　
い　
。　

ま
た
、
連
邦
と
各
州
の
税
務
当
局
と
の

間
で
の
協
力
も
早
く
か
ら
す
す
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
協
力
関
係
を
さ
ら
に
緊

密
に
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
に
、
一
九
九
一

年
に
は
、
連
邦
の
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
・

Ｃ
に
あ
る
Ｉ
Ｒ
Ｓ
本
庁
に
「
連
邦
・
州
関

係
局
（

）
」

が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
局
の
主
な
任
務
は
、

各
種
の
「
連
邦
・
州
共
同
プ
ロ
グ
ラ
ム

（

）」
を
立
案
、
実
施
す

る
こ
と
に
あ
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
う
ち
、「
連

邦
・
州
合
同
電
子
申
告
プ
ロ
グ
ラ
ム

（

）
」
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
で
あ

る
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
と
協

力
し
て
各
州
が
電
子
申
告
を
推
進
し
て
い

こ
う
と
い
う
趣
旨
で
計
画
さ
れ
た
。
こ
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
も
と
、
個
人
所
得
税
に
つ

い
て
、
連
邦
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
に
電
子
申
告
す

れ
ば
、
州
の
分
に
つ
い
て
も
申
告
が
自
動

的
に
受
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
九
九
一
年
に
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
プ
ラ
ン

と
し
て
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
と
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ

州
と
の
間
で
試
験
的
に
行
わ
れ
た
の
が
始

ま
り
で
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
へ
の
参
加
州
は
次
第
に
増
え
、
九
四
年

に
は
23
州
、
九
五
年
に
は
30
州
が
参
加
し

て
い
る
。

一
方
、
州
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
合
同
電

子
申
告
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
参
加
せ
ず
に
、

電
子
申
告
代
行
業
者
と
組
ん
で
独
自
の
電

子
申
告
制
度
を
導
入
し
て
い
る
と
こ
ろ
も

あ
る
。
ま
た
、
州
全
域
に
わ
た
り
導
入
し

て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
パ
イ
ロ
ッ
ト

プ
ラ
ン
と
し
て
州
内
の
一
部
地
域
を
対
象

に
試
験
的
に
実
施
し
て
い
る
州
も
あ
る
。

大
方
は
、
対
象
を
州
個
人
所
得
税
に
絞
っ

て
い
る
が
、
そ
の
他
の
税
目
に
も
対
象
を

広
げ
て
い
る
州
も
あ
る
。

電
子
申
告
を
導
入
し
て
い
る
州

九
五
年
一
二
月
現
在
、
何
ら
か
の
形
で

電
子
申
告
制
度
を
導
入
し
て
い
る
州
は
36

に
の
ぼ
る
。
そ
れ
ら
は
、
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
（
独
自
）
、
コ
ロ
ラ
ド
、

コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
、
デ
ィ
ラ
ウ
エ
ア
、
ジ
ョ

ー
ジ
ア
、
ア
イ
ダ
ホ
、
イ
リ
ノ
イ
（
合
同
、

独
自
）
、
マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ツ
（
独
自
）
、
ミ

シ
ガ
ン
、
ミ
ネ
ソ
タ
（
独
自
）
、
ミ
シ
シ
ッ

ピ
ィ
、
ミ
ズ
ー
リ
ー
、
モ
ン
タ
ナ
、
ネ
ブ

ラ
ス
カ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
、
ニ
ュ
ー

メ
キ
シ
コ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ノ
ー
ス
カ

ロ
ラ
イ
ナ
、
ノ
ー
ス
ダ
コ
タ
、
オ
ク
ラ
ホ

マ
、
オ
レ
ゴ
ン
、
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
（
パ

イ
ロ
ッ
ト
）、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
、
サ
ウ

ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
、
テ
キ
サ
ス
、
ユ
タ
、
バ

ー
ジ
ニ
ア
、
ウ
エ
ス
ト
バ
ー
ジ
ニ
ア
、
ウ

イ
ス
コ
ン
シ
ン
の
各
州
で
あ
る
。

５
　
各
州
で
の
電
子
申
告

制
度
の
活
用
状
況

一　
般　
に　
、　
州　
レ　
ベ　
ル　
で　
の　
電　
子　
申　
告　
制　
度　

導　
入　
の　
歴　
史　
は　
浅　
い　
。　
こ　
の　
た　
め　
、　
制　
度　
を　

導　
入　
し　
て　
い　
る　
州　
の　
数　
が　
、　
導　
入　
し　
て　
い　
な　

い　
州　
の　
数　
を　
上　
回　
っ　
て　
は　
い　
る　
も　
の　
の　
、　
そ　

の　
定　
着　
度　
や　
評　
価　
な　
ど　
は　
は　
っ　
き　
り　
し　
な　

い　
。　
こ　
れ　
ら　
の　
点　
を　
探　
る　
た　
め　
に　
、　
以　
下　
に　

お　
い　
て　
は　
、　
い　
く　
つ　
か　
の　
州　
を　
と　
り　
上　
げ　
、　

電　
子　
申　
告　
制　
度　
、　
さ　
ら　
に　
は　
電　
話　
申　
告　

．　
．　
．　
．　

制　
度　

に　
つ　
い　
て　
点　
検　
し　
て　
み　
る　
。　

�

コ
ロ
ラ
ド
州

コ
ロ
ラ
ド
州
は
、
一
九
九
四
年
に
、
連

邦
・
州
合
同
電
子
申
告
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参

加
す
る
形
で
、
州
個
人
所
得
税
に
つ
い
て

電
子
申
告
を
導
入
し
た
。
同
年
の
利
用
件

数
は
、
試
行
年
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
二
、

二
〇
〇
件
程
度
に
と
ど
ま
っ
た
。

コ
ロ
ラ
ド
州
税
務
当
局
（

）
に
よ
る
と
、
こ

れ
ら
の
う
ち
、
重
大
な
問
題
が
あ
っ
た
の

は
た
っ
た
二
件
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
た

が
っ
て
、
全
体
的
に
み
る
と
、
電
子
申
告

は
、
正
確
な
申
告
に
寄
与
し
、
デ
ー
タ
処

理
や
税
還
付
の
迅
速
化
に
貢
献
し
て
い
る
、

と
の
肯
定
的
な
評
価
を
行
っ
て
い
る
。

電
子
申
告
と
は
何
か
―
ア
メ
リ
カ
編
―
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ま
た
、
州
税
務
当
局
は
、
州
個
人
所
得

税
の
電
子
申
告
を
促
進
す
る
こ
と
を
ね
ら

い
に
、
連
邦
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
で
電
子
申
告
者

と
し
て
認
可
さ
れ
た
�
税
務
申
告
代
理
専

門
職
�
を
、
州
税
上
も
自
動
認
可
す
る
方

針
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
う

し
た
認
可
業
者
が
、
州
税
務
当
局
が
認
定

し
た
ソ
ウ
フ
ト
ウ
エ
ア
を
使
い
、
連
邦
個

人
所
得
税
と
州
個
人
所
得
税
の
電
子
申
告

を
一
括
し
て
所
轄
の
連
邦
課
税
庁
（
Ｉ
Ｒ

Ｓ
）
に
行
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

こ
の
場
合
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
は
、
内
部
的
に
は
、

一
日
以
内
に
州
税
に
係
る
電
子
申
告
デ
ー

タ
を
、
電
子
メ
ー
ル
で
州
税
務
当
局
に
転

送
す
る
手
続
を
と
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
州
個
人
所
得
税
の
還
付
は
、
申
告

デ
ー
タ
の
転
送
後
一
四
日
以
内
に
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

�

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
、
一
九
九
五
年

に
、
州
個
人
所
得
税
に
つ
い
て
独
自
の
電

子
申
告
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
始
め
た
。
州
税
務

当
局
（

＝

）
に
よ
る
と
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
始
一

カ
月
後
の
九
五
年
三
月
現
在
で
、
五
、　
〇
〇

〇
件
程
度
の
申
告
が
電
子
申
告
で
行
わ
れ

て
い
る
と
い
う
。

ま　
た　
、　
電　
子　
申　
告　
の　
場　
合　
、　
税　
の　
還　
付　
は　

申　
告　
後　
七　
日　
以　
内　
に　
可　
能　
で　
あ　
る　
と　
い　
う　
。　

連
邦
（
Ｉ
Ｒ
Ｓ
）
で
は
、
�
電
子
申
告

が
不
正
還
付
の
温
床
�
と
な
り
つ
つ
あ
る

こ
と
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ

う
し
た
点
を
含
め
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

税
務
当
局
は
、
同
州
で
は
電
子
申
告
を
開

始
し
た
ば
か
り
で
あ
り
、
い
ま
だ
的
確
な

評
価
は
下
し
得
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
電
子
申
告
の
場
合
、
文
書
申

告
の
場
合
に
税
務
当
局
側
に
生
じ
る
よ
う

な
申
告
デ
ー
タ
処
理
時
の
入
力
ミ
ス
の
問

題
は
ほ
ぼ
解
決
で
き
た
、
と
し
て
い
る
。

�

マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ツ
州

マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ツ
州
は
、
一
九
九
五
年

か
ら
、
電
子
申
告
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
加
え
、

新
た
に
プ
ッ
シ
ュ
ホ
ー
ン
（

）
を
使
っ
た
「
電
話
申
告

．
．
．
．

」

（

）
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
導
入
し
た
。

端
的
に
言
え
ば
、
電
話
申
告
と
は
、
プ

ッ
シ
ュ
回
線
を
使
っ
て
、
納
税
者
自
身
が
、

課
税
庁
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
自
ら
の
申
告

デ
ー
タ
を
直
接
入
力
し
、
確
定
申
告
を
行

う
制
度
で
あ
る
。

電　
話　
申　
告　
は　
、　
電　
子　
申　
告　
の　
場　
合　
と　
は　
異　

な　
り　
、　
コ　
ン　
ピ　
ュ　
ー　
タ　
端　
末　
が　
な　
く　
と　
も　
ペ　

ー　
パ　
ー　
レ　
ス　
申　
告　
を　
可　
能　
と　
す　
る　
。　
し　
た　
が　

っ　
て　
、　
納　
税　
者　
は　
、　
コ　
ン　
ピ　
ュ　
ー　
タ　
端　
末　
を　

持　
つ　
申　
告　
代　
行　
業　
者　
の　
手　
を　
借　
り　
る　
必　
要　
が　

な　
い　
。　
納　
税　
者　
は　
、　
た　
と　
え　
コ　
ン　
ピ　
ュ　
ー　
タ　

の　
知　
識　
が　
な　
く　
と　
も　
、　
プ　
ッ　
シ　
ュ　
回　
線　
を　
使　

っ　
て　
自　
分　
で　
手　
軽　
に　
ペ　
ー　
パ　
ー　
レ　
ス　
申　
告　
で　

き　
る　
の　
が　
特　
徴　
と　
い　
え　
る　
。

電
話
申
告

．
．
．
．

制
度
と
は

電
話
申
告
は
、
一
般
に
、
給
与
所
得
者

な
ど
余
り
複
雑
な
税
務
処
理
を
必
要
と
し

な
い
納
税
者
に
適
し
て
い
る
。
よ
り
複
雑

な
処
理
を
必
要
と
す
る
納
税
者
は
、
む
し

ろ
電
子
申
告
向
き
で
あ
り
、
電
話
申
告
に

は
適
さ
な
い
。

マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ツ
州
の
場
合
、
次
の
条

件
に
合
う
州
個
人
所
得
税
納
税
者
に
対
し
、

電
話
申
告
を
認
め
る
。

・
プ
ッ
シ
ュ
回
線
契
約
者
で
あ
る
こ
と

・
課
税
年
度
以
降
、
申
告
時
も
同
じ
住

所
に
住
む
州
居
住
者
で
あ
る
こ
と

・
給
与
お
よ
び
チ
ッ
プ
に
係
る
所
得
を

得
て
い
る
者

・
各
種
の
人
的
控
除
等
を
行
っ
た
後
の

所
得
が
八
万
ド
ル
以
下
で
あ
る
こ
と

・
利
子
所
得
が
あ
る
場
合
、
州
内
の
銀

行
か
ら
支
払
わ
れ
て
い
る
も
の
に
限

ら
れ
て
い
る
こ
と

・
予
定
納
税
の
対
象
者
で
な
い
こ
と

以
上
の
条
件
に
合
う
場
合
で
電
話
申
告

を
望
む
納
税
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
州
税
務

当
局
（

）
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
承
認
さ
れ
る
と
、
納
税
者
に
は
、

「
電
話
申
告
書
」
や
「
申
告
の
手
引
き
」
と

と
も
に
、「
電
話
申
告
者
整
理
番
号
」
が
郵

送
さ
れ
る
。

納
税
者
は
、
申
告
の
手
引
き
に
従
っ
て
、

電
話
申
告
書
に
数
字
等
の
デ
ー
タ
を
記
入

す
る
。
次
に
、
こ
れ
ら
の
申
告
デ
ー
タ
を
、

プ
ッ
シ
ュ
回
線
を
使
っ
て
、
順
次
、
州
税

務
当
局
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
直
接
入
力
し

て
い
く
。
申
告
デ
ー
タ
の
入
力
が
完
了
す

る
と
、
納
税
者
に
は
、
当
該
年
度
の
確
定

申
告
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
番
号

が
伝
え
ら
れ
る
。

以
上
が
、
電
話
申
告
の
お
お
ま
か
な
手

順
で
あ
る
。

マ　
サ　
チ　
ュ　
セ　
ッ　
ツ　
州　
で　
の　
最　
初　
の　
年　
の　
電　

話　
申　
告　
プ　
ロ　
グ　
ラ　
ム　
は　
、　
申　
告　
期　
限　
で　
あ　
る　

九　
五　
年　
四　
月　
一　
八　
日　
に　
終　
了　
し　
た　
。　
新　
し　
い　

プ　
ロ　
グ　
ラ　
ム　
を　
開　
始　
し　
た　
年　
と　
い　
う　
こ　
と　
も　

あ　
り　
、　
州　
税　
務　
当　
局　
は　
、　
一　
万　
三　
、　
五　
〇　
〇　

ド　
ル　
相　
当　
額　
の　
抽　
選　
景　
品　
付　
き　
で　
、　
電　
話　
申　

告　
の　
Ｐ　
Ｒ　
に　
努　
め　
た　
。　
ま　
た　
、　
事　
前　
に　
相　
当　

数　
の　
適　
格　
納　
税　
者　
を　
選　
抜　
し　
、　
電　
話　
申　
告　
の　

承　
認　
を　
与　
え　
る　
方　
策　
も　
採　
ら　
れ　
た　
。　

州
税
務
当
局
に
よ
る
と
、
今
後
五
年
か

け
て
、
給
与
所
得
者
を
中
心
に
、
複
雑
な

税
務
処
理
を
必
要
と
し
な
い
州
個
人
所
得

税
納
税
者
は
電
話
申
告
を
原
則
と
す
る
、

方
向
を
め
ざ
す
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
推
進
に
よ
り
、
年
一
一
〇
万

ド
ル
程
度
の
徴
税
コ
ス
ト
の
削
減
が
可
能

と
い
う
。

６
　
わ
が
国
で
の
課
題
と
展
望

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
電
子
申
告
の
展
開

に
つ
い
て
、
電
話
申
告
の
実
情
も
含
め
て
、

限
ら
れ
た
紙
幅
で
点
検
し
て
み
た
。
わ
が

電
子
申
告
と
は
何
か
―
ア
メ
リ
カ
編
―
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国
に
お
い
て
、
国
税
、
さ
ら
に
は
地
方
税

に
つ
い
て
電
子
申
告
制
度
の
導
入
を
検
討

す
る
場
合
に
は
、
参
考
と
す
べ
き
点
も
少

な
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
日
米
双
方
に
お
け
る
申
告
制
度
お

よ
び
徴
収
制
度
等
の
面
で
の
基
本
的
違
い

に
も
十
分
な
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

日
米
双
方
の
申
告
制
度
等
の
違
い

た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
個
人
所

得
税
に
つ
い
て
は
、
連
邦
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
州
レ
ベ
ル
で
も
、
給
与
所
得
者
を
含

む
全
納
税
者
に
つ
い
て
、
申
告
納
税
制
度

が
と
ら
れ
て
い
る
。
わ
が
国
の
年
末
調
整

に
類
す
る
制
度
も
な
い
。

一
方
、
わ
が
国
で
は
、
個
人
住
民
税
に

は
賦
課
課
税
制
度
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、

し
か
も
国
税
で
あ
る
所
得
税
の
確
定
申
告

提
出
者
や
給
与
所
得
者
は
原
則
と
し
て
申

告
不
要
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
給
与
所

得
者
の
市
町
村
民
税
は
特
別
徴
収
に
よ
る

こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

個
人
の
道
府
県
民
税
の
賦
課
徴
収
は
、
原

則
と
し
て
市
町
村
に
委
託
し
、
市
町
村
民

税
の
賦
課
徴
収
と
あ
わ
せ
て
行
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
、
納
税

者
の
大
多
数
を
占
め
る
給
与
所
得
者
を
で

き
る
だ
け
課
税
庁
と
関
わ
り
を
持
た
せ
ま

い
と
す
る
、
特
異
な
課
税
の
仕
組
み
が
形

造
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
ア
メ
リ
カ
の
状
況
か
ら
分

か
る
よ
う
に
、
電
子
申
告
（
電
話
申
告
を

含
む
。
以
下
同
じ
）
の
最
大
の
メ
リ
ッ
ト

は
、
給
与
所
得
者
を
始
め
と
し
た
余
り
複

雑
な
税
務
処
理
を
必
要
と
し
な
い
納
税
者

に
対
し
、
税
の
還
付
を
迅
速
に
行
う
こ
と

に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
メ
リ

ッ
ト
は
給
与
所
得
者
に
も
完
全
な
自
主
申

告
納
税
が
保
障
さ
れ
た
仕
組
み
の
も
と
で

最
大
限
に
発
揮
で
き
る
。
こ
の
点
、
個
人

所
得
税
か
ら
電
子
申
告
を
始
め
た
ア
メ
リ

カ
と
は
異
な
り
、
国
税
庁
が
、
ま
ず
法
人

税
に
つ
い
て
電
子
申
告
の
導
入
を
め
ざ
す

と
し
た
の
は
、
わ
が
国
の
特
異
な
給
与
所

得
者
課
税
の
仕
組
み
に
ね
ざ
し
て
い
る
と

み
て
よ
い
。

電　
子　
申　
告　
の　
普　
及　
と　
不　
正　
申　
告　
の　
増　
加　

近
年
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
電
子
申
告
制

度
が
新
た
な
問
題
に
突
き
当
た
っ
て
い
る
。

不
正
還
付
の
急
激
な
増
加
で
あ
る
。

電
子
申
告
で
は
、
き
わ
め
て
容
易
に
デ

ー
タ
の
改
ざ
ん
な
ど
が
で
き
る
こ
と
が
一

因
で
あ
る
。
ま
た
、
電
子
申
告
が
�
迅
速

な
税
の
還
付
�
が
セ
ー
ル
ス
・
ポ
イ
ン
ト

に
な
っ
て
い
る
点
も
原
因
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
電
子
申
告
の
場
合
、
課
税
庁

は
、
�
Ｐ
Ｒ
�
ど
お
り
、
き
わ
め
て
限
ら

れ
た
期
間
内
で
税
の
還
付
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
納
税
申
告
デ

ー
タ
と
、
源
泉
徴
収
義
務
者
な
ど
か
ら
提

出
さ
れ
た
情
報
申
告
デ
ー
タ
を
適
切
に
処

理
し
た
上
で
突
き
合
わ
せ
、
照
合
す
る
た

め
の
時
間
的
余
裕
が
な
い
こ
と
が
原
因
で

あ
る
。

い
か
に
納
税
申
告
の
面
で
電
子
申
告
が

す
す
ん
だ
と
し
て
も
、
情
報
申
告
の
面
で

磁
気
テ
ー
プ
や
フ
ロ
ッ
ピ
ー
、
光
磁
気
デ

ィ
ス
ク
な
ど
に
よ
る
「
磁
気
媒
体
申
告

（

）
」
が
す
す
ま
な

い
限
り
、
課
税
庁
側
で
の
デ
ー
タ
照
合
の

迅
速
化
は
難
し
い
。
こ
の
点
は
、
複
雑
な

税
務
処
理
を
必
要
と
す
る
法
人
税
に
つ
い

て
の
電
子
申
告
の
導
入
に
あ
た
っ
て
は
、

よ
り
重
要
な
課
題
と
な
る
。

一
昨
年
、
Ｉ
Ｒ
Ｓ
は
、
電
子
申
告
を
悪

用
し
た
不
正
還
付
に
対
処
す
る
た
め
に
、

被
扶
養
者
の
納
税
者
番
号
（

＝
社
会

保
障
番
号
）
の
チ
ェ
ッ
ク
の
強
化
な
ど
一

連
の
防
止
対
策
を
実
施
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
チ
ェ
ッ
ク
強
化
策

の
た
め
、
さ
さ
い
な
エ
ラ
ー
で
は
じ
か
れ

る
申
告
が
続
出
し
て
し
ま
っ
た
。
申
告
を

受
け
付
け
て
い
る
Ｉ
Ｒ
Ｓ
の
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
に
よ
っ
て
は
、
二
〇
％
を
超
え
る

電
子
申
告
が
不
受
理
（
リ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
）

と
な
り
、
新
た
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
問
題
に
嫌
気
を
さ
し
た
納
税

者
や
税
務
申
告
代
理
専
門
職
の
間
で
は
、

九
五
年
の
申
告
で
は
電
子
申
告
を
や
め
、

文
書
申
告
に
戻
る
動
き
も
強
ま
っ
た
。

納
税
者
の
視
点
で

電
子
申
告
を
考
え
よ
う

ア
メ
リ
カ
の
現
状
を
み
る
限
り
で
は
、

還
付
申
告
を
行
う
納
税
者
を
除
け
ば
、
電

子
申
告
は
余
り
メ
リ
ッ
ト
は
な
い
。
Ｉ
Ｒ

Ｓ
に
は
、
電
子
申
告
を
奨
励
す
る
た
め
に

源
泉
税
率
を
ア
ッ
プ
し
還
付
申
告
者
を
増

や
し
て
は
ど
う
か
、
と
い
っ
た
不
条
理
な

プ
ラ
ン
ま
で
あ
る
と
聞
く
。
い
ず
れ
の
国

に
お
い
て
も
、
新
た
な
制
度
の
導
入
に
あ

た
っ
て
は
、
と
か
く
�
行
政
の
都
合
�
が

優
先
し
、
�
納
税
者
�
の
視
点
が
忘
れ
ら

れ
が
ち
で
あ
る
。

わ
が
国
で
の
電
子
申
告
の
検
討
に
あ
た

っ
て
も
、
行
政
の
都
合
だ
け
を
優
先
す
る

こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
納
税
者
、
国
民
に

開
か
れ
た
議
論
が
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
納
税
者
の
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
の
保
護
な
ど
、
新
た
に
生
じ
る
問

題
に
対
し
、
包
括
的
な
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
を

ど
う
設
け
る
か
、
最
優
先
の
課
題
と
し
て

取
り
組
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
次
号
へ
続
く
）

U

電
子
申
告
と
は
何
か
―
ア
メ
リ
カ
編
―
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一
九
九
五
年
二
月
二
〇
日
、
Ｅ
Ｕ

（

）
つ
ま
り
欧
州
連
合
は
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
に
関
す
る
新
し
い
指

令
を
採
択
し
た
。
こ
の
新
指
令
の
ね
ら
い

や
内
容
骨
子
な
ど
に
つ
い
て
、
必
要
な
条

項
を
訳
出
〔
抄
訳
〕
し
て
わ
が
法
と
の
比

較
に
お
い
て
コ
メ
ン
ト
し
て
み
る
。

新
指
令
は
、
正
式
に
は
「
個
人
デ
ー
タ

の
処
理
お
よ
び
そ
の
自
由
な
移
動
に
係
る

個
人
の
保
護
に
関
す
る
指
令
」
（

）
と
い
う
。
一
般
に
は
、「
デ
ー
タ
保

護
指
令
」
（

）

と
呼
ば
れ
て
い
る
。

新
指
令
は
、
一
九
九
〇
年
七
月
に
Ｅ
Ｃ

か
ら
加
盟
各
国
に
草
案
と
し
て
提
示
さ
れ
、

協
議
が
続
け
ら
れ
て
い
た
も
の
を
、
最
終

的
に
採
択
し
た
も
の
で
あ
る
。

Ｅ　
Ｕ　
に　
は　
、　
一　
九　
八　
〇　
年　
に　
採　
択　
さ　
れ　
、　

八　
五　
年　
に　
発　
効　
し　
た　
「　
個　
人　
デ　
ー　
タ　
の　
自　
動　

処　
理　
に　
関　
す　
る　
個　
人　
の　
保　
護　
の　
た　
め　
の　
協　

定　
」　
が　
あ　
る　
。　
こ　
の　
協　
定　
に　
比　
べ　
、　
今　
回　
新　

た　
に　
採　
択　
さ　
れ　
た　
デ　
ー　
タ　
保　
護　
指　
令　
は　
、　
と　

く　
に　
高　
度　
の　
個　
人　
の　
プ　
ラ　
イ　
バ　
シ　
ー　
の　
保　
護　

を　
ね　
ら　
い　
と　
し　
て　
い　
る　
。　
こ　
の　
新　
指　
令　
は　
、　

Ｅ　
Ｕ　
加　
盟　
国　
間　
で　
の　
個　
人　
の　
プ　
ラ　
イ　
バ　
シ　
ー　

保　
護　
の　
新　
し　
い　
基　
準　
と　
な　
る　
。　

Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
、
原
則
と
し
て
３
年
以

内
に
、
こ
の
新
指
令
に
適
合
す
る
よ
う
に

デ
ー
タ
保
護
を
目
的
と
し
た
国
内
法
を
整

備
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

新
指
令
の
採
択
の
背
景
に
は
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
市
場
の
統
合
と
い
う
現
実
が
あ
る
。

と
り
わ
け
、
個
人
デ
ー
タ
の
加
盟
各
国
間

の
自
由
な
流
通
の
確
保
、
Ｅ
Ｕ
域
内
で
の

情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
な
ど
を

す
す
め
る
に
あ
た
り
、
加
盟
国
の
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
保
護
措
置
を
均
一
化
し
て
お
こ
う

と
い
う
こ
と
に
ね
ら
い
が
あ
る
。

新
指
令
は
、
加
盟
各
国
間
で
の
調
整
と

妥
協
の
産
物
と
い
え
る
も
の
の
、
き
わ
め

て
包
括
的
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
十

五
の
加
盟
国
に
「
個
人
デ
ー
タ
の
処
理
」

を
規
制
す
る
国
内
法
の
制
定
・
改
正
を

求
め
て
い
る
。

今
日
の
電
子
通
信
技
術
の
発
展
は
、

ま
さ
に
驚
異
的
と
も
い
え
る
。
高
度
情

報
化
社
会
は
、
私
た
ち
の
く
ら
し
に
プ

ラ
ス
と
な
る
面
が
多
い
。
し
か
し
、
一

方
で
は
、
情
報
ス
ー
パ
ー
ハ
イ
ウ
エ
イ

構
想
や
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
の
普
及
な
ど
、

個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
の
側
面
か

ら
は
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
し
か
ね
な
い
現
象

も
多
い
。
と
り
わ
け
、
こ
う
し
た
構
想
や

先
端
技
術
が
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
の
結
び
つ

き
を
強
め
て
い
く
場
合
、
従
来
か
ら
考
え

ら
れ
て
き
た
デ
ー
タ
保
護
法
制
と
ど
の
よ

う
に
マ
ッ
チ
さ
せ
て
い
く
の
か
は
大
き
な

課
題
と
な
る
。

国
民
総
背
番
号
を
使
い
、
各
種
の
行
政

機
関
や
民
間
機
関
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
、
分
散
処
理
型
の
巨
大

な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築

も
不
可
能
で
な
い
時
代
に
入
っ
て
き
て
い

る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
包
括
的
な
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
よ
う
な
地

球
規
模
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
と
が
結
合
さ
れ
る
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、

一
国
規
模
で
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
策
な

ど
は
、
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
。

新
指
令
は
、
こ
う
し
た
今
後
一
層
深
刻

に
な
る
と
思
わ
れ
る
課
題
に
対
し
て
は
、

《
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
動
向
》

新
し
い
Ｅ
Ｕ
デ
ー
タ
保
護
指
令
を
読
む
[上]

P
I
J

調
査
研
究
部
Ｅ
Ｕ
法
検
討
小
委
員
会
編

欧

州

連

合

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
（
欧
州
連
合
条
約

）
は
、

一
九
九
三
年
一
一
月
に
発
効
し
た
。
こ
れ
に
伴

い
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
イ
ギ

リ
ス
を
は
じ
め
と
し
た
欧
州
共
同
体
（
Ｅ
Ｃ
＝

）
加
盟
12
ヶ
国
は
、「
欧

州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
＝

）
」
を
設
立

し
た
。（
な
お
、
Ｅ
Ｃ
は
い
ま
だ
Ｅ
Ｕ
の
中
核
的

組
織
と
し
て
存
続
し
て
い
る
。）

現
在
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
数
は
、
九
五
年
一
月

か
ら
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
フ

ィ
ン
ラ
ン
ド
を
加
え
、
十
五
ヶ
国
。

Ｅ

Ｕ

の

機

構

は

、

�

閣

僚

理

事

会

（

）、
�

欧
州

議
会
（

）、
�

欧
州
委
員

会
（

）
�

欧
州
裁
判
所

（

の
四
者
か
ら
な
る
。

こ
の
�
四
者
�
は
、
立
法
、
行
政
、
司
法
の

�　
三
権
�
を
分
か
ち
合
っ
て
い
る
。

�
立
法
府
�
に
あ
た
る
の
が
、
加
盟
国
の
閣
僚

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
�

閣
僚
理
事
会
と
、
五

年
ご
と
に
加
盟
国
住
民
の
直
接
選
挙
で
選
ば
れ

る
議
員
で
構
成
さ
れ
る
�

欧
州
議
会
で
あ
る
。

前
者
の
閣
僚
理
事
会
が
実
質
的
な
立
法
権
を
握

っ
て
い
る
。
後
者
の

欧
州
議
会
は
、
予
算
案
を

含
む
閣
僚
理
事
会
提
案
を
修
正
す
る
権
限
な
ど
、

限
ら
れ
た
立
法
権
を
持
つ
に
過
ぎ
な
い
。

�
行
政
府
�
に
あ
た
る
の
が
�

欧
州
委
員
会

で
あ
る
。
ま
た
、
�
司
法
府
�
に
あ
た
る
の
が

�
欧
州
裁
判
所
で
あ
る
。

ひ
と
く
ち
メ
モ
・
E
U
の
機
構

新
し
い
Ｅ
Ｕ
デ
ー
タ
保
護
指
令
を
読
む
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必
ず
し
も
十
分
な
対
応
策
を
示
し
て
い
る

と
は
い
え
な
い
。
か
な
り
、
限
定
的
な
対

応
策
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

新
指
令
で
は
、
と
く
に
適
正
な
水
準
の

保
護
を
保
障
し
て
い
な
い
第
三
国
へ
の
Ｅ

Ｕ
か
ら
の
個
人
デ
ー
タ
の
移
転
を
原
則
と

し
て
禁
止
し
て
い
る
（
25
条
）
。
こ　
の　
点　
に　

つ　
い　
て　
、　
加　
盟　
各　
国　
と　
欧　
州　
委　
員　
会　
は　
、　
情　

報　
交　
換　
を　
行　
う　
と　
と　
も　
に　
、　
デ　
ー　
タ　
移　
転　
の　

防　
止　
策　
を　
講　
じ　
る　
こ　
と　
に　
な　
っ　
て　
い　
る　
。　

ま
た
、
加
盟
国
の
監
視
機
関
な
ど
で
構

成
さ
れ
る
個
人
デ
ー
タ
保
護
の
た
め
の
作

業
部
会
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
（
29
条
）
。
こ
の
作
業
部
会
で
は
、
第
三

国
に
お
け
る
国
内
で
の
デ
ー
タ
保
護
の
水

準
な
ど
に
つ
い
て
も
点
検
、
答
申
を
行
う

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
新

指
令
は
、
わ
が
国
な
ど
デ
ー
タ
保
護
法
制

の
整
備
が
遅
れ
て
い
る
諸
国
に
と
っ
て
も
、

そ
の
影
響
は
決
し
て
少
な
く
は
な
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
自
由
に
個
人
デ
ー

タ
を
交
換
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、

わ
が
国
に
お
い
て
も
デ
ー
タ
保
護
の
た
め

の
積
極
的
な
対
応
が
必
要
と
い
え
る
。
個

人
デ
ー
タ
に
対
す
る
法
的
保
護
措
置
の
民

間
部
門
へ
の
拡
大
、
手
作
業
処
理
デ
ー
タ

へ
の
法
的
保
護
措
置
や
独
立
し
た
監
視
機

関
（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
監
視
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
）

の
新
設
な
ど
、
現
行
の
個
人
情
報
保
護
法

の
抜
本
的
な
見
直
し
は
急
務
と
い
え
る
。

新
指
令
の
う
ち
、
訳
出
〔
仮
訳
〕
が
必

要
と
思
わ
れ
る
重
要
な
項
目
を
あ
げ
る
と
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１
　
デ
ー
タ
保
護
指
令
の

適
用
対
象
（
第
３
条
）

《
コ
メ
ン
ト
》

デ　
ー　
タ　
保　
護　
指　
令　
は　
き　
わ　
め　
て　
包　
括　
的　

で　
あ　
る　
。　
公　
的　
部　
門　
は　
も　
ち　
ろ　
ん　
の　
こ　
と　
、　

私　
的　
部　
門　
に　
も　
適　
用　
さ　
れ　
る　
。　
つ　
ま　
り　
、　

各　
加　
盟　
国　
に　
対　
し　
オ　
ム　
ニ　
バ　
ス　
方　
式　
の　
国　

内　
法　
（　
デ　
ー　
タ　
保　
護　
法　
、　
プ　
ラ　
イ　
バ　
シ　
ー　

保　
護　
法　
、　
個　
人　
情　
報　
保　
護　
法　
）　
を　
制　
定　
す　

る　
よ　
う　
に　
求　
め　
て　
い　
る　
。　

現　
在　
で　
も　
、　
イ　
ギ　
リ　
ス　
、　
フ　
ラ　
ン　
ス　
、　

ド　
イ　
ツ　
な　
ど　
、　
主　
要　
な　
Ｅ　
Ｕ　
加　
盟　
国　
の　
国　

内　
法　
は　
、　
オ　
ム　
ニ　
バ　
ス　
方　
式　
に　
従　
っ　
て　
お　

り　
、　
公　
私　
双　
方　
の　
部　
門　
に　
適　
用　
さ　
れ　
る　
。　

セ　
グ　
メ　
ン　
ト　
方　
式　
の　
法　
律　
、　
つ　
ま　
り　
公　

的　
部　
門　
に　
の　
み　
適　
用　
さ　
れ　
る　
わ　
が　
国　
の　
個　

人　
情　
報　
保　
護　
法　
と　
は　
対　
照　
的　
で　
あ　
る　
。　
民

間
会
社
な
ど
が
保
有
す
る
個
人
デ
ー
タ
に

も
法
の
保
護
が
及
ぶ
の
は
、
欧
州
で
は
常

識
で
あ
る
。
わ
が
法
も
Ｅ
Ｕ
各
国
並
み
の

保
護
を
保
障
す
る
た
め
の
改
正
が
必
要
で

あ
る
。

ス　
ウ　
ェ　
ー　
デ　
ン　
の　
よ　
う　
に　
、　
Ｅ　
Ｕ　
加　
盟　

国　
で　
あ　
っ　
て　
も　
、　
い　
ま　
だ　
自　
動　
処　
理　
デ　
ー　

タ　
の　
み　
を　
国　
内　
法　
上　
の　
保　
護　
の　
対　
象　
と　
し　

て　
い　
る　
例　
も　
あ　
る　
。　
こ　
の　
点　
、　
デ　
ー　
タ　
保　

護　
指　
令　
で　
は　
、　
手　
作　
業　
処　
理　
デ　
ー　
タ　
に　
も　

法　
の　
保　
護　
が　
及　
ぶ　
よ　
う　
に　
国　
内　
法　
の　
改　
正　

を　
行　
う　
よ　
う　
に　
求　
め　
て　
い　
る　
。

さ
ら
に
、
法
の
適
用
除
外
に
つ
い
て
も
、

で
き
る
だ
け
狭
く
規
定
す
る
よ
う
に
求
め

て
い
る
。
こ
れ
は
、
と
か
く
各
加
盟
国
の

国
内
法
が
適
用
除
外
を
広
く
規
定
す
る
傾

１
　
デ
ー
タ
保
護
指
令
の
適
用
対
象

２
　
デ
ー
タ
の
質
に
関
す
る
原
則

３
　
デ
ー
タ
処
理
の
適
法
性
の
根
拠

に
関
す
る
原
則

４
　
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
デ
ー
タ
の
処
理

５
　
犯
歴
等
の
処
理

６
　
国
民
背
番
号

７
　
個
人
デ
ー
タ
の
処
理
と
表
現
の

自
由

８
　
デ
ー
タ
の
主
体
に
対
す
る
通
知

９
　
デ
ー
タ
主
体
の
ア
ク
セ
ス
権

（
以
上
、
本
号
に
掲
載
）

10

適
用
除
外
お
よ
び
適
用
制
限

11

デ
ー
タ
主
体
の
異
議
申
立
権

12

自
動
処
理
デ
ー
タ
で
は
処
分
を

受
け
な
い
権
利

13

デ
ー
タ
処
理
に
関
す
る
秘
密
保

持
お
よ
び
安
全
確
保

14

監
視
機
関
に
対
す
る
届
出
義
務

15

届
出
の
内
容

16

事
前
検
査

17

デ
ー
タ
処
理
作
業
の
公
開

18

司
法
救
済
、
責
任
お
よ
び
罰
則

19

第　
三　
国　
へ　
の　
個　
人　
デ　
ー　
タ　
の　
移　
転　

20

行
動
綱
領

21

監
視
機
関

22

個
人
デ
ー
タ
の
処
理
に
関
し
個

人　
を　
保　
護　
す　
る　
た　
め　
の　
作　
業　
部　
会　

新
し
い
Ｅ
Ｕ
デ
ー
タ
保
護
指
令
を
読
む

デ
ー
タ
保
護
指
令
は
、
公
的
部
門
間

お
よ
び
私
的
部
門
間
双
方
に
お
け
る
あ

ら
ゆ
る
個
人
デ
ー
タ
処
理
に
対
し
原
則

と
し
て
適
用
さ
れ
る
。

デ　
ー　
タ　
保　
護　
指　
令　
は　
、　
自　
動　
（　
コ　
ン　
ピ　

ュ　
ー　
タ　
）　
処　
理　
の　
場　
合　
に　
は　
も　
ち　
ろ　
ん　
の　

こ　
と　
、　
手　
作　
業　
処　
理　
の　
場　
合　
に　
も　
適　
用　
さ　

れ　
る　
。　
た　
だ　
し　
、　
手　
作　
業　
処　
理　
の　
場　
合　
に　

対　
す　
る　
指　
令　
の　
適　
用　
は　
、　
準　
備　
な　
ど　
を　
考　

慮　
し　
、　
12
年　
間　
の　
猶　
予　
が　
認　
め　
ら　
れ　
る　
。　

な　
お　
、　
デ　
ー　
タ　
保　
護　
監　
視　
機　
関　
へ　
の　
届　
出　

は　
、　
自　
動　
処　
理　
の　
場　
合　
に　
限　
り　
義　
務　
づ　
け　

ら　
れ　
る　
。　

デ
ー
タ
保
護
指
令
は
、
適
用
対
象
外

、
、
、

と
な
る
「
個
人
デ
ー
タ
」
を
「
純
粋
に

個
人
の
活
動
も
し
く
は
家
庭
生
活
」
に

係
る
情
報
に
限
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
ら
以
外
の
「
自
然
人
も
し
く
は
自

然
人
の
も
の
と
識
別
で
き
る
あ
ら
ゆ
る

情
報
」
に
対
し
、
原
則
と
し
て
デ
ー
タ

保
護
指
令
は
適
用
さ
れ
る
。

な　
お　
、　
加　
盟　
国　
は　
、　
公　
益　
上　
の　
理　
由　
に　

よ　
り　
デ　
ー　
タ　
保　
護　
指　
令　
の　
適　
用　
を　
留　
保　
で　

き　
る　
。　
例　
と　
し　
て　
は　
、　
公　
安　
、　
防　
衛　
な　
ど　

国　
家　
の　
安　
全　
保　
障　
お　
よ　
び　
刑　
事　
手　
続　
き　
上　

の　
特　
別　
の　
必　
要　
性　
が　
あ　
る　
場　
合　
が　
あ　
げ　
ら　

れ　
る　
。　
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向
に
あ
る
た
め
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
の
点
は
、
わ
が
法

に
お
い
て
も
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
強
化
の

観
点
か
ら
、
法
改
正
が
急
が
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

２
　
デ
ー
タ
の
質
に

関
す
る
原
則
（
６
条
）

《
コ
メ
ン
ト
》

デ　
ー　
タ　
保　
護　
指　
令　
６　
条　
は　
、　
加　
盟　
国　
に　

各　
々　
の　
国　
内　
法　
で　
、　「　
法　
律　
に　
基　
づ　
く　
個　
人　

デ　
ー　
タ　
処　
理　
」　
の　
原　
則　
を　
明　
確　
に　
す　
る　
よ　
う　

に　
求　
め　
て　
い　
る　
。　
ま　
た　
、　
処　
理　
の　
対　
象　
と　
な　

る　
個　
人　
デ　
ー　
タ　
が　
、　
正　
確　
か　
つ　
最　
新　
の　
も　
の　

で　
あ　
り　
、　
そ　
の　
範　
囲　
や　
期　
間　
が　
適　
切　
で　
あ　
り　

過　
剰　
に　
わ　
た　
る　
も　
の　
で　
は　
な　
い　
よ　
う　
に　
、　
国　

内　
法　
で　
制　
限　
を　
明　
ら　
か　
に　
す　
る　
よ　
う　
に　
求　
め　

て　
い　
る　
。　
さ　
ら　
に　
、　
こ　
う　
し　
た　
制　
限　
を　
超　
え　

る　
場　
合　
に　
は　
、　
デ　
ー　
タ　
主　
体　
に　
内　
容　
訂　
正　
権　

を　
保　
障　
す　
る　
よ　
う　
に　
求　
め　
て　
い　
る　
。　

一
方
、
デ
ー
タ
保
護
指
令
６
条
は
、
学

術
目
的
で
の
個
人
デ
ー
タ
の
処
理
に
つ
い

て
は
、
例
外
的
取
扱
い
を
す
る
よ
う
に
求

め
て
い
る
。
し
か
し
、
警
察
当
局
や
民
間

の
営
利
企
業
な
ど
が
、
規
制
を　
回　
避　
す　
る　

こ　
と　
を　
ね　
ら　
い　
に　
こ　
の　
「　
学　
術　
目　
的　
の　
例　

外　
」　
を　
濫　
用　
す　
る　
可　
能　
性　
も　
高　
い　
。　
こ　
の　

点　
に　
つ　
い　
て　
、　
指　
令　
で　
は　
、　「　
加　
盟　
国　
が　
適　

切　
な　
措　
置　
を　
と　
る　
限　
り　
」　
と　
し　
て　
歯　
止　
め　

策　
を　
示　
し　
て　
い　
る　
。　

近　
年　
、　
消　
費　
者　
信　
用　
情　
報　
機　
関　
な　
ど　
民　

間　
企　
業　
や　
行　
政　
機　
関　
が　
、　
必　
要　
以　
上　
に　
個　

人　
デ　
ー　
タ　
を　
収　
集　
・　
保　
有　
し　
て　
い　
る　
こ　
と　

が　
問　
題　
と　
な　
っ　
て　
い　
る　
。　
こ　
の　
点　
、　
指　
令　

６　
条　
は　
、　
個　
人　
デ　
ー　
タ　
処　
理　
の　
透　
明　
性　
を　

高　
め　
る　
と　
と　
も　
に　
、　
収　
集　
目　
的　
に　
必　
要　
と　

な　
る　
期　
間　
を　
超　
え　
て　
は　
、　
特　
定　
個　
人　
の　
デ　

ー　
タ　
の　
保　
有　
を　
禁　
じ　
た　
わ　
け　
で　
あ　
る　
。　

３
　
デ
ー
タ
処
理
の
適
法
性
の
根
拠

に
関
す
る
原
則
（
７
条
）

《
コ
メ
ン
ト
》

デ　
ー　
タ　
保　
護　
指　
令　
７　
条　
は　
、　
加　
盟　
国　
は　

各　
々　
の　
国　
内　
法　
で　
、　
一　
般　
原　
則　
と　
し　
て　

「　
法　
律　
に　
基　
づ　
く　
個　
人　
デ　
ー　
タ　
処　
理　
」　
を　
明　

確　
に　
す　
る　
よ　
う　
に　
求　
め　
て　
い　
る　
。　
こ　
の　
原　

則　
の　
も　
と　
、　
行　
政　
機　
関　
や　
営　
利　
企　
業　
は　
、　

本　
人　
の　
同　
意　
が　
あ　
る　
場　
合　
を　
除　
き　
、　
個　
人　

デ　
ー　
タ　
の　
処　
理　
に　
つ　
い　
て　
は　
必　
ず　
法　
律　
上　

の　
根　
拠　
が　
あ　
る　
こ　
と　
が　
求　
め　
ら　
れ　
る　
。　

４
　
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
デ
ー
タ
の

処
理
（
８
条
）

新
し
い
Ｅ
Ｕ
デ
ー
タ
保
護
指
令
を
読
む

加
盟
国
は
、
個
人
の
デ
ー
タ
処
理
に
関

し
、
国
内
法
に
次
の
原
則
を
盛
り
込
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
公
正
か
つ
法
律
に
基
づ
き
処
理
す

る
こ
と
。

・
デ
ー
タ
の
収
集
目
的
が
特
定
、
明

確
か
つ
合
法
的
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の

目
的
に
合
致
し
な
い
形
で
は
処
理
で

き
な
い
こ
と
。

・
歴
史
、
統
計
も
し
く
は
学
術
的
目

的
の
た
め
の
デ
ー
タ
処
理
は
、
加
盟

国
が
適
切
な
保
護
措
置
を
と
る
限
り
、

そ
の
目
的
に
反
し
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
。

・
個
人
デ
ー
タ
は
、
収
集
す
る
目
的

に
照
ら
し
て
十
分
、
適
切
か
つ
過
剰

に
わ
た
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

・
個
人
デ
ー
タ
は
、
正
確
で
あ
り
、

か
つ
、
必
要
な
場
合
に
は
最
新
の
も

の
に
改
め
る
こ
と
。
個
人
デ
ー
タ
が
、

そ
の
収
集
目
的
な
い
し
は
処
理
目
的

に
照
ら
し
て
不
正
確
ま
た
は
不
完
全

と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
削

除
も
し
く
は
訂
正
す
る
た
め
の
必
要

な
措
置
を
保
障
す
る
こ
と
。

・
個
人
デ
ー
タ
は
、
収
集
目
的
に
必
要

と
さ
れ
る
期
間
よ
り
長
く
、
デ
ー
タ
主

体
を
特
定
で
き
る
形
で
保
有
さ
れ
な
い

こ
と
。
加
盟
国
は
、
歴
史
、
統
計
も
し

く
は
学
術
利
用
の
た
め
に
、
保
有
期
間

を
超
え
て
個
人
デ
ー
タ
を
保
有
し
よ
う

と
す
る
と
き
に
は
適
切
な
保
護
措
置
を

講
じ
る
べ
き
こ
と
。

加
盟
国
は
、
国
内
法
に
、
次
の
場
合
に

限
り
個
人
デ
ー
タ
の
処
理
が
で
き
る
旨

を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
デ
ー
タ
主
体
が
明
確
に
同
意
を
与
え

て
い
る
場
合
、
ま
た
は
、

・
デ
ー
タ
主
体
が
当
事
者
と
な
っ
て
い

る
契
約
の
遂
行
も
し
く
は
契
約
を
締
結

す
る
に
あ
た
り
デ
ー
タ
主
体
の
求
め
に

応
じ
る
た
め
に
デ
ー
タ
処
理
が
必
要
で

あ
る
場
合
、

・
管
理
者
に
課
さ
れ
る
法
的
義
務
を
果

た
す
た
め
に
デ
ー
タ
処
理
が
必
要
で
あ

る
場
合
、

・
デ
ー
タ
主
体
の
重
大
な
利
益
を
保
護

す
る
た
め
に
デ
ー
タ
処
理
が
必
要
で
あ

加
盟
国
は
、
人
種
、
民
族
、
政
治
的
見

解
、
宗
教
的
も
し
く
は
思
想
的
信
条
、
労

働
組
合
員
資
格
を
明
ら
か
に
す
る
個
人
デ

ー
タ
の
処
理
を
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
健
康
も
し
く
は
性
生
活
に
関
す
る
デ

ー
タ
処
理
に
つ
い
て
も
同
様
に
禁
止
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
次
の
場
合
に
は
別
で
あ
る
。

・
こ
う
し
た
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
デ
ー
タ
の

処
理
に
つ
い
て
、
本
人
の
明
確
な
同
意

が
あ
る
場
合
（
も
っ
と
も
、
加
盟
国
の

国
内
法
が
本
人
の
明
確
な
同
意
が
あ
っ

て
も
、
こ
う
し
た
デ
ー
タ
の
処
理
を
認

る
場
合
、
ま
た
は
、

・
デ
ー
タ
の
開
示
を
求
め
る
管
理
者
、

第
三
者
も
し
く
は
当
事
者
が
法
律
上
の

利
益
を
実
現
す
る
た
め
に
デ
ー
タ
処
理

が
必
要
で
あ
る
場
合
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《
コ
メ
ン
ト
》

個　
人　
デ　
ー　
タ　
の　
中　
で　
も　
、　
思　
想　
、　
信　
条　
、　

宗　
教　
な　
ど　
、　
特　
定　
の　
セ　
ン　
シ　
テ　
ィ　
ブ　
情　
報　

（　「　
特　
定　
情　
報　
」　）　
に　
つ　
い　
て　
は　
、　
よ　
り　
強　
固　
な　

保　
護　
が　
必　
要　
な　
こ　
と　
は　
い　
う　
ま　
で　
も　
な　
い　
。　

デ
ー
タ
保
護
指
令
８
条
は
、
加
盟
国
に

各
々
の
国
内
法
で
、
特
定
情
報
を
保
護
す

る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
現
在
、
Ｅ
Ｕ
加

盟
国
の
中
で
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
や
フ
ラ

ン
ス
な
ど
が
特
定
情
報
を
保
護
す
る
規
定

を
置
い
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
わ
が
国
の
個
人
情
報
保
護

法
は
こ
う
し
た
特
定
情
報
を
保
護
す
る
た

め
の
規
定
を
置
い
て
い
な
い
。

５
　
犯
歴
等
の
処
理
（
８
条
５
項
）

《
コ
メ
ン
ト
》

特
定
の
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
情
報
の
中
で
も
、

犯
歴
の
よ
う
な
個
人
デ
ー
タ
の
処
理
・
保

有
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
厳
格
な
規
制
・

法
の
保
護
が
必
要
で
あ
る
。
デ
ー
タ
保
護

指
令
８
条
５
項
は
、
加
盟
各
国
に
対
し
国

内
法
で
強
固
な
保
護
を
与
え
る
よ
う
に
求

め
て
い
る
。

６
　
国
民
背
番
号
（
８
条
７
項
）

《
コ
メ
ン
ト
》

官
民
が
多
目
的
で
共
通
し
て
利
用
す
る

こ
と
を
前
提
と
し
た
国
民
総
背
番
号
（
共

通
番
号
）
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
加

盟
国
の
間
で
も
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
よ
う
に
、
そ
の
導
入
は
憲
法

違
反
と
い
う
国
も
あ
る
。
一
方
、
ス
ウ
ェ

ー
デ
ン
の
よ
う
に
、
完
全
な
デ
ー
タ
監
視

国
家
と
化
し
、
共
通
番
号
が
生
活
の
す
み

ず
み
ま
で
行
き
渡
っ
て
い
る
国
も
あ
る
。

デ　
ー　
タ　
保　
護　
指　
令　
は　
、　
こ　
の　
点　
に　
つ　
い　
て　

の　
議　
論　
を　
回　
避　
し　
て　
い　
る　
。　
そ　
し　
て　
、　
８　
条　

７　
項　
で　
、　
単　
に　
制　
度　
の　
利　
用　
に　
あ　
た　
っ　
て　
は　
、　

そ　
の　
要　
件　
を　
明　
確　
に　
す　
る　
よ　
う　
に　
求　
め　
る　
に　

と　
ど　
め　
て　
い　
る　
。　

７
　
個
人
デ
ー
タ
の
処
理
と

表
現
の
自
由
（
９
条
）

《
コ
メ
ン
ト
》

低
俗
な
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
性
表
現
な

ど
を
売
り
物
と
し
た
報
道
、
芸
術
な
ど
に

つ
い
て
は
、
表
現
の
自
由
と
の
関
連
で
解

決
の
難
し
い
問
題
も
多
い
。
デ
ー
タ
保
護

指
令
９
条
は
、
加
盟
各
国
に
、
国
内
法
で

バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
に
必
要
な
規
定
を

置
く
よ
う
に
求
め
て
い
る
。

８
　
デ
ー
タ
の
主
体
に
対
す
る
通
知

�

本
人
か
ら
デ
ー
タ
収
集
を

行
っ
て
い
る
場
合
（
10
条
）

新
し
い
Ｅ
Ｕ
デ
ー
タ
保
護
指
令
を
読
む

め　
な　
い　
と　
規　
定　
し　
て　
い　
る　
と　
き　
を　
除　
く　
）　

・
国
内
法
で
適
切
な
保
護
措
置
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
場
合
で
、
雇
用
関
係
法
に

お
い
て
管
理
者
の
義
務
や
特
別
の
権
利

を
遂
行
す
る
た
め
に
デ
ー
タ
処
理
が
必

要
な
と
き

・
適
切
な
保
護
措
置
を
講
じ
た
上
で
、

政
治
思
想
、
宗
教
、
労
働
組
合
上
の
目

的
を
持
っ
た
財
団
、
社
団
も
し
く
は
そ

の
他
非
営
利
目
的
の
団
体
の
合
法
的
活

動
を
行
う
過
程
で
遂
行
さ
れ
る
セ
ン
シ

テ
ィ
ブ
デ
ー
タ
の
処
理
。
た
だ
し
、
こ

の
場
合
、
当
該
処
理
は
、
そ
の
目
的
に

関
連
し
、
そ
の
団
体
の
構
成
員
も
し
く

は
そ
の
団
体
と
日
常
的
な
接
触
の
あ
る

も
の
に
関
す
る
も
の
に
限
定
し
て
い
る

こ
と
、
さ
ら
に
は
、
当
該
デ
ー
タ
は
デ

ー
タ
主
体
の
同
意
な
し
に
は
第
三
者
に

開
示
さ
れ
な
い
こ
と
、
と
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
デ
ー
タ
主
体
が
明
白
に
公
に
し
た
デ

ー
タ
、
ま
た
は
軍
の
編
成
、
軍
事
教
練
、

防
衛
も
し
く
は
法
的
請
求
に
必
要
な
デ

ー
タ
、
に
関
す
る
処
理
。

・
医
療
機
関
が
行
う
投
薬
、
治
療
な
ど

の
目
的
で
必
要
と
さ
れ
る
セ
ン
シ
テ
ィ

ブ
デ
ー
タ
の
処
理
。
た
だ
し
、
こ
の
場

合
、
加
盟
国
の
国
内
法
な
い
し
は
国
内

の
適
格
団
体
が
制
定
し
た
規
則
の
も
と

で
職
業
上
の
守
秘
義
務
を
負
う
者
に
よ

り　
処　
理　
さ　
れ　
て　
い　
な　
け　
れ　
ば　
な　
ら　
な　
い　
。　

犯
罪
、
刑
事
有
罪
判
決
も
し
く
は
国
家

の
安
全
措
置
に
関
す
る
デ
ー
タ
の
処
理

は
、
公
共
機
関
の
監
督
の
も
と
、
あ
る
い

は
国
内
法
で
適
切
か
つ
特
別
の
措
置
が
講

じ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
限
り
、
こ
れ
を
実

施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
刑
事
有

罪
判
決
に
関
す
る
包
括
的
な
記
録
は
、
公

共
機
関
の
監
督
の
も
と
で
の
み
保
管
す
る

加
盟
国
は
、
国
民
識
別
番
号
、
そ
の
他

の
身
元
確
認
証
ま
た
は
一
般
的
適
用
に
関

す
る
デ
ー
タ
処
理
の
要
件
を
明
確
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
と
が
で
き
る
。

ま　
た　
、　
加　
盟　
国　
は　
、　
行　
政　
上　
の　
制　
裁　
も　

し　
く　
は　
民　
事　
訴　
訟　
に　
関　
す　
る　
デ　
ー　
タ　
は　
公　

共　
機　
関　
の　
監　
督　
の　
も　
と　
で　
処　
理　
す　
る　
よ　
う　

に　
義　
務　
づ　
け　
る　
規　
定　
を　
設　
け　
る　
こ　
と　
が　
で　

き　
る　
。　

加
盟
国
は
も
っ
ぱ
ら
報
道
、
芸
術
も
し

く
は
文
学
上
の
表
現
の
た
め
に
の
み
行
わ

れ
る
個
人
デ
ー
タ
の
処
理
に
つ
い
て
、
表

現
の
自
由
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
と
の
バ
ラ

ン
ス
を
と
る
た
め
必
要
な
規
定
を
設
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
こ
れ
ら
の
適
用
除
外
に
加
え
、
加
盟

国
は
、
重
大
な
公
益
を
護
る
必
要
が
あ

る
場
合
、
適
切
な
保
護
措
置
を
講
じ
た

上
で
、
国
内
法
も
し
く
は
監
視
機
関
の

決
定
に
よ
り
独
自
に
適
用
除
外
を
設
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

加
盟
国
は
、
国
内
法
で
次
の
点
に
つ
い

て
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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《
コ
メ
ン
ト
》

デ
ー
タ
保
護
指
令
10
条
は
、
加
盟
国
に
、

各
々
の
国
内
法
で
、
デ
ー
タ
を
直
接
本
人

か
ら
収
集
す
る
場
合
の
一
定
事
項
の
通
知

に
つ
い
て
規
定
す
る
よ
う
に
求
め
る
。
こ

れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・

コ
ン
セ
ン
ト
」
を
制
度
化
し
よ
う
と
い
う

も
の
だ
。

わ
が
国
の
個
人
情
報
保
護
法
に
は
、
こ

の
種
の
規
定
は
盛
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
う

し
た
デ
ー
タ
収
集
の
場
合
、
「
本
人
は
当
然

に
収
集
に
つ
い
て
承
知
し
て
い
る
」
（
『
総

務
庁
・
逐
条
解
説

※

』）
七
九
頁
参
照
）
と
い

う
の
が
立
法
担
当
者
の
考
え
だ
。

つ
ま
り
、「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ

ン
ト
」
な
ど
必
要
な
い
、
と
い
う
の
が
わ

が
国
で
の
立
法
者
の
考
え
だ
。

※
総　
務　
庁　
行　
政　
管　
理　
局　
監　
修　
『　
逐　
条　
解　

説　
・　

個　
人　
情　
報　
保　
護　
法　
〔　
新　
訂　
版　
〕　
』　（　
第　

一　
法　
規　
）　

�

本
人
以
外
か
ら
デ
ー
タ
を

入
手
し
て
い
る
場
合
（
11
条
）

《
コ
メ
ン
ト
》

デ
ー
タ
保
護
指
令
11
条
は
、
加
盟
国
に
、

各
々
の
国
内
法
で
、
デ
ー
タ
を
本
人
以
外

か
ら
収
集
す
る
場
合
の
一
定
事
項
の
通
知

に
つ
い
て
規
定
す
る
よ
う
に
求
め
る
。
こ

れ
は
、
前
記
10
条
の
場
合
と
同
様
の
理
由

に
基
づ
く
。

９
　
デ
ー
タ
主
体
の

ア
ク
セ
ス
権
（
12
条
）

《
コ
メ
ン
ト
》

デ
ー
タ
保
護
指
令
12
条
は
、
加
盟
国
に
、

各
々
の
国
内
法
で
「
情
報
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

権
」
す
な
わ
ち
「
自
己
情
報
の
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
権
（
自
己
情
報
の
流
れ
を
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
す
る
権
利
）」
を
広
く
認
め
る
よ
う
に

求
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
デ

ー
タ
主
体
は
、
自
己
情
報
の
開
示
お
よ
び

訂
正
等
を
権
利

、
、

と
し
て
請
求
で
き
る
。

新
し
い
Ｅ
Ｕ
デ
ー
タ
保
護
指
令
を
読
む

・
デ
ー
タ
主
体
か
ら
本
人
に
関
す
る
デ

ー
タ
を
収
集
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
機

関
の
管
理
者
も
し
く
そ
の
代
理
人
の
身

元
、
デ
ー
タ
の
処
理
目
的
な
ど
を
本
人

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
本
人
が
こ
れ
ら
の
事
実
を
知
っ
て

い
る
と
き
は
、
そ
の
限
り
で
は
な
い
。

・　
本　
人　
に　
通　
知　
さ　
れ　
る　
べ　
き　
情　
報　
に　
は　
、　

当　
該　
デ　
ー　
タ　
の　
受　
領　
者　
等　
は　
誰　
な　
の　
か　
、　

質　
問　
に　
答　
え　
る　
こ　
と　
が　
義　
務　
づ　
け　
ら　
れ　

て　
い　
る　
の　
か　
あ　
る　
い　
は　
任　
意　
な　
の　
か　
、　

ま　
た　
応　
答　
し　
な　
い　
と　
き　
に　
は　
ど　
う　
な　
る　

の　
か　
、　
さ　
ら　
に　
は　
デ　
ー　
タ　
主　
体　
に　
対　
し　

公　
正　
な　
処　
理　
が　
行　
わ　
れ　
る　
こ　
と　
を　
保　
障　

す　
る　
た　
め　
に　
、　
デ　
ー　
タ　
の　
収　
集　
の　
情　
況　

に　
応　
じ　
、　
必　
要　
な　
と　
き　
に　
は　
本　
人　
の　
デ　

ー　
タ　
に　
ア　
ク　
セ　
ス　
し　
、　
内　
容　
訂　
正　
を　
行　

う　
権　
利　
が　
あ　
る　
こ　
と　
な　
ど　
も　
む　
。　

デ
ー
タ
主
体
以
外
か
ら
本
人
に
関
す
る

デ
ー
タ
を
入
手
し
て
い
る
場
合
に
関
し
、

加
盟
国
は
、
国
内
法
で
、
そ
の
機
関
の
管

理
者
も
し
く
は
そ
の
代
理
人
に
対
し
、
個

人
デ
ー
タ
の
記
録
時
、
ま
た
は
第
三
者
へ

の
開
示
が
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
遅

く
と
も
最
初
に
当
該
デ
ー
タ
が
開
示
さ
れ

る
と
き
ま
で
に
、
本
人
に
少
な
く
と
も
次

の
よ
う
な
情
報
を
通
知
す
る
よ
う
に
規
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
本
人

が
こ
れ
ら
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
と
き
に

は
、
そ
の
限
り
で
は
な
い
。

・
デ
ー
タ
処
理
管
理
者
も
し
く
は
そ
の

代
理
人
の
身
元

・
デ
ー
タ
処
理
の
目
的

・
デ
ー
タ
の
分
類
、
提
供
も
し
く
は
そ

の
分
類
、
デ
ー
タ
主
体
に
対
し
公
正
な

処
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
た

め
に
、
デ
ー
タ
収
集
の
情
況
に
応
じ
、

加　
盟　
国　
は　
、　
国　
内　
法　
で　
、　
い　
ず　
れ　
の　
デ　
ー　

タ　
主　
体　
に　
対　
し　
て　
も　
機　
関　
の　
デ　
ー　
タ　
処　
理　
管　

理　
者　
か　
ら　
、　
次　
の　
よ　
う　
な　
情　
報　
を　
入　
手　
す　
る　

権　
利　
を　
保　
障　
し　
な　
け　
れ　
ば　
な　
ら　
な　
い　
。　

・
デ
ー
タ
主
体
に
関
す
る
デ
ー
タ
が
処

理
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
確
認
、
処

理
の
目
的
等
に
関
す
る
情
報
、
当
該
デ

ー
タ
の
分
類
、
お
よ
び
デ
ー
タ
の
提
供

先
も
し
く
は
そ
の
分
類
。

必
要
な
と
き
に
は
本
人
の
デ
ー
タ
に
ア

ク
セ
ス
し
、
内
容
を
訂
正
す
る
権
利

な
お
、
以
上
の
よ
う
な
情
報
の
通
知
は
、

デ
ー
タ
入
手
の
目
的
が
、
統
計
、
歴
史
な

い
し
は
学
術
研
究
に
あ
る
と
き
、
あ
る
い

は
そ
の
通
知
が
実
行
不
可
能
も
し
く
は
不

当
に
過
大
な
負
担
を
も
た
ら
す
と
思
わ
れ

る
と
き
、
ま
た
は
個
人
デ
ー
タ
の
記
録
も

し
く
は
第
三
者
へ
の
開
示
が
法
律
に
明
記

さ
れ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
い
る
と
き
に

は
、
必
要
と
さ
れ
な
い
。

・
処
理
デ
ー
タ
お
よ
び
そ
の
入
手
源
に

関
す
る
情
報
を
本
人
が
容
易
に
入
手
で

き
る
方
法
。

・
本
人
の
デ
ー
タ
の
自
動
処
理
に
関
す

る
情
報
。

ち
な
み
に
、
以
上
の
情
報
は
、
極
端
な

遅
れ
な
い
し
は
過
大
な
負
担
な
し
に
、
相

当
期
間
内
に
制
限
を
つ
け
な
い
で
入
手
で

き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
こ
の
指
令
の
規
定
に
違
反
す
る
処

理
、
と
り
わ
け
デ
ー
タ
の
不
完
全
さ
も

し
く
は
不
正
確
さ
を
理
由
に
、
そ
の
デ

ー
タ
の
修
正
、
消
去
ま
た
は
利
用
停
止

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

・
指
令
違
反
に
基
づ
き
デ
ー
タ
が
修

正
、
消
去
ま
た
は
利
用
が
停
止
さ
れ
た

こ
と
を
、
当
該
デ
ー
タ
が
提
供
さ
れ
て

い
る
第
三
者
に
通
知
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
こ
の
通
知
が
不
可
能
も
し

く
は
不
当
に
過
大
な
負
担
を
も
た
ら
す

と
思
わ
れ
る
と
き
を
除
く
。
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こ　
れ　
に　
対　
し　
、　
わ　
が　
国　
の　
個　
人　
情　
報　
保　
護　

法　
で　
は　
、　「　
処　
理　
情　
報　
の　
開　
示　
」　（　
13
条　
）　
は　

権　
利　
と　
し　
て　
請　
求　
で　
き　
る　
も　
の　
の　
、　「　
処　
理　

情　
報　
の　
訂　
正　
等　
」　（　
17
条　
）　
は　
権　
利　
と　
し　
て　
は　

請　
求　
で　
き　
な　
い　
。　
単
に
、
�
申
し
出
�
が

で
き
る
に
止
ま
る
。

こ
の
よ
う
な
法
構
成
と
な
っ
て
い
る
背

景
に
は
、
「
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
」

は
、
わ
が
国
で
は
い
ま
だ
確
立
さ
れ
た
法

概
念
で
は
な
い
、
と
す
る
立
法
担
当
者
の

消
極
的
な
姿
勢
（
『
総
務
庁
・
逐
条
解
説
』

一
四
七
〜
八
頁
参
照
）
が
あ
る
た
め
だ
。

つ
ま
り
、
わ
が
国
で
は
、
自
己
情
報
の

開
示
、
訂
正
等
を
権
利
と
し
て
認
め
る
か

ど
う
か
、
あ
る
い
は
申
し
出
を
ど
う
扱
う

か
は
、
あ
く
ま
で
も
�
役
人
の
お
情
け
�

次
第
と
い
う
構
図
に
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
。

ま
さ
に
、
真
の
�
デ
ー
タ
主
体
保
護
法
�

と
い
え
る
の
か
疑
問
と
さ
れ
る
一
因
だ
。

（　
次　
号　
へ　
続　
く　
）　

薬
害
エ
イ
ズ
、
住
専
、
官
官
接
待
な
ど
、

行
政
・
役
人
の
無
責
任
や
乱
行
は
相
変
わ

ら
ず
だ
。
だ
が
、
こ
う
し
た
目
に
余
る
過

誤
行
政
を
監
視
す
る
た
め
に
、
国
会
に
オ

ン
ブ
ズ
マ
ン
を
設
置
し
よ
う
と
い
う
新
た

な
動
き
が
出
て
き
て
い
る
。

九
五
年
秋
、
参
議
院
に
「
行
政
機
構
・

行
政
監
察
調
査
会
」（
会
長
井
上
孝
・
元
建

設
事
務
次
官
）
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
調

査
会
が
、
最
近
、
調
査
を
本
格
化
さ
せ
て

い
る
こ
と
だ
。

議
会
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
設
置
と
い
っ
た

�
政
治
が
行
政
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る

シ
ス
テ
ム
づ
く
り
�
に
は
当
然
、
役
人
の

強
い
反
抗
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
調
査
会

が
、
本
当
に
中
身
の
あ
る
提
言
、
議
員
立

法
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。

今
、
そ
の
力
量
が
問
わ
れ
て
い
る
。

解
散
制
度
も
な
く
、
そ
の
力
量
も
国
民

に
は
は
っ
き
り
見
え
て
こ
な
い
の
が
、
今

の
参
議
院
だ
。
�
存
在
自
体
が
血
税
の
ム

ダ
遣
い
�
と
陰
口
を
た
た
か
れ
な
い
た
め

に
も
、
今
こ
そ
参
議
院
へ
の
オ
ン
ブ
ズ
マ

ン
の
設
置
に
全
力
を
投
入
す
べ
き
で
は
な

い
か
。

■

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
と
は
何
か

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が

発
祥
地
で
あ
る
。
市
民
か
ら
の
苦
情
申
立

て
な
い
し
は
職
権
に
基
づ
い
て
、
行
政
を

監
察
す
る
独
立
し
た
機
関
だ
。
現
在
で
は
、

イ
ギ
リ
ス
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
多
く

の
国
々
で
取
り
入
れ
て
い
る
。
性
差
別
に

対
す
る
批
判
が
高
ま
る
な
か
、
今
日
で
は

「
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
」
の
語
も
使
わ
れ
て

い
る
。

わ
が
国
で
は
、
か
つ
て
田
中
角
栄
内
閣

時
代
に
ロ
ッ
キ
ー
ド
・
グ
ラ
マ
ン
社
汚
職

事
件
が
問
題
に
な
っ
た
と
き
に
、
オ
ン
ブ

ズ
マ
ン
構
想
が
浮
上
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

だ
が
、
結
果
的
に
は
実
現
に
い
た
ら
な
か

っ
た
。

し
た
が
っ
て
今
回
、
参
議
院
に
設
け
ら

れ
た
行
政
機
構
・
行
政
監
察
調
査
会
（
以

下
「
参
議
院
調
査
会
」
）
の
オ
ン
ブ
ズ
マ

ン
構
想
は
初
め
て
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。現

在
、
自
治
体
レ
ベ
ル
で
は
、
わ
が
国

で
も
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
を
設
置
す
る
と
こ
ろ

が
増
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
自
治
体
の
設
置

す
る
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
、
大
き
く
二
つ
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
、
行
政
全
般
に
つ
い
て
監
察
す

る
「
一
般
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
」
で
あ
る
。
神

奈
川
県
の
川
崎
市
な
ど
が
設
置
す
る
も
の

が
典
型
だ
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
特
定

の
行
政
分
野
に
限
定
し
て
監
察
す
る
「
特

殊
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
」
で
あ
る
。
同
じ
神
奈

川
県
逗
子
市
の
情
報
公
開
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン

な
ど
が
典
型
だ
（
詳
し
く
は
Ｃ
Ｎ
Ｎ
ニ
ュ

ー
ズ

５

参
照
）。

ま
た
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
大
き
く
行
政

府
に
置
か
れ
る
タ
イ
プ
（
行
政
型
）
と
立

法
府
に
置
か
れ
る
タ
イ
プ
（
議
会
型
）
に

分
け
ら
れ
る
。

現
在
あ
る
総
務
庁
の
「
行
政
相
談
・
監

察
制
度
」
は
、
行
政
型
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン

と
み
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
こ
の
制
度

の
も
と
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
行
政
分
野
に
つ

い
て
市
民
は
苦
情
を
申
し
立
て
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
性
格
的
に
は
一
般
オ
ン
ブ

ズ
マ
ン
に
属
す
る
と
い
え
る
。

こ
の
行
政
相
談
・
監
察
制
度
は
、
役
所

と
の
「
ち
ょ
っ
と
し
た
も
め
事
」
程
度
の

解
決
に
は
有
用
に
違
い
な
い
。
だ
が
、
薬

実実
現現
でで
きき
るる
かか
、、

参参
議議
院院
オオ
ンン
ブブ
ズズ
ママ
ンン
のの
導導
入入

P
I
J

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
部
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
研
究
会

欧州閣僚理事会

欧州裁判所欧州議会
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害
エ
イ
ズ
と
か
、
官
官
接
待
な
ど
に
つ
い

て
苦
情
が
申
し
立
て
ら
れ
た
場
合
は
ど
う

だ
ろ
う
か
。
実
効
的
な
解
決
が
期
待
で
き

る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
う
見
る
と
、
行
政
型
の
オ
ン
ブ
ズ
マ

ン
に
は
自
ら
限
界
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

や
は
り
苦
情
を
実
効
的
に
処
理
す
る
に

は
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
を
議
会
直
属
の
組
織

に
す
る
必
要
が
あ
る
。
行
政
か
ら
独
立
し

た
組
織
に
し
て
初
め
て
、
役
人
に
対
す
る

公
正
な
監
察
が
期
待
で
き
る
。

■

参
議
院
調
査
会
は
顔
ぶ
れ
に
問
題

参　
議　
院　
調　
査　
会　
が　
構　
想　
を　
練　
っ　
て　
い　
る　
の　

は　
、　
ま　
さ　
に　
議　
会　
型　
の　
オ　
ン　
ブ　
ズ　
マ　
ン　
だ　
。　

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
議
会
型
オ

ン
ブ
ズ
マ
ン
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
散
発
的
な
動
き
よ
り
な
か
っ
た
。
従

来
か
ら
役
人
と
の
協
調
関
係
の
な
か
で
政

権
を
維
持
し
て
き
た
自
民
党
は
、
こ
の
種

の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
構
想
に
は
ま
っ
た
く
消

極
的
で
あ
っ
た
。

だ
が
流
れ
は
、
表
面
的
で
は
あ
る
が
変

わ
り
つ
つ
あ
る
。
昨
年
の
参
議
院
議
員
選

挙
で
自
民
党
が
「
議
会
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン

（
行
政
監
察
官
）
制
度
の
導
入
」
を
公
約
し

た
た
め
だ
。

ま
た
、
こ
の
点
は
橋
本
政
権
発
足
の
際

の
連
立
与
党
の
政
策
合
意
で
も
確
認
済
み

だ
。
い
わ
く
、
「
国
会
の
国
政
調
査
、
行
政

監
視
機
能
の
拡
充
の
た
め
、
付
属
機
関
な

ど
組
織
・
制
度
の
改
革
案
を
早
急
に
ま
と

め
る
」
と
。

こ
う
し
た
い
き
さ
つ
で
設
け
ら
れ
た
参

議
院
調
査
会
は
、
こ
れ
ま
で
関
係
省
庁
か

ら
の
説
明
、
学
者
な
ど
参
考
人
を
招
い
て

の
意
見
交
換
を
終
え
て
い
る
。
だ
が
、
審

議
の
ペ
ー
ス
は
き
わ
め
て
ス
ロ
ー
だ
。

こ
う
し
た
背
景
に
は
、
調
査
会
の
会
長

や
理
事
の
多
く
が
元
役
人
と
い
う
事
情
も

あ
る
よ
う
だ
。
国
会
と
い
え
ど
も
、
役
所

Ｏ
Ｂ
も
議
員
と
し
て
闊
歩
し
て
い
る
の
が

現
実
。
議
員
に
な
っ
た
後
も
発
想
の
転
換

が
で
き
ず
に
、
役
所
の
方
を
向
き
な
が
ら

発
言
す
る
者
も
当
然
に
多
い
わ
け
だ
。

■

調
査
会
構
想
つ
ぶ
し

に
走
る
か
、
総
務
庁

総
務
庁
は
、
か
ね
て
か
ら
議
会
型
か
行

政
型
か
を
問
わ
ず
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
構

想
に
は
消
極
的
だ
。

い
わ
く
、「
我
が
国
で
は
、
担
当
行
政
分

野
の
施
策
の
遂
行
、
行
政
目
的
の
達
成
に

つ
い
て
、
各
主
任
の
大
臣
が
責
任
を
持
ち

分
担
管
理
す
る
制
度
が
と
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
一
部
の
外
国
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
独
立
の
行
政
委
員
会
等
を
設
け
…

る
こ
と
は
必
ず
し
も
適
当
で
は
な
い
」
（
総

務
庁
行
政
管
理
局
監
修
『
逐
条
解
説
・
個
人
情

報
保
護
法
〔
新
訂
版
〕
』
（
第
一
法
規
）
二
〇
四

頁
）
と
。

こ
う
し
た
考
え
は
、
裏
返
せ
ば
、
実
効

性
は
疑
わ
し
い
現
在
の
「
行
政
相
談
・
監

察
制
度
」
を
正
当
化
し
て
い
る
に
外
な
ら

な
い
。

ま
た
総
務
庁
は
、
同
庁
長
官
の
私
的
諮

問
機
関
と
し
て
「
行
政
苦
情
救
済
推
進
会

議
」（
座
長
茂
串
俊
・
元
内
閣
法
制
局
長
官
）

を
設
け
て
い
る
。
こ
の
機
関
を
法
制
化
し
、

�
行
政
型
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
�
に
格
上
げ
し

よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
参
議
院
調

査
会
の
�
議
会
型
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
構
想
つ

ぶ
し
�
が
ね
ら
い
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

だ
。総

務
庁
は
、
議
会
型
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
が

行
政
府
に
介
入
で
き
る
仕
組
み
は
、
三
権

分
立
制
を
建
前
に
す
る
憲
法
の
精
神
に
反

す
る
と
、
吹
聴
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
う

し
た
総
務
庁
の
考
え
は
問
題
だ
。
こ
う
し

た
考
え
を
す
す
め
て
い
く
と
、
し
ま
い
に

は
行
政
訴
訟
を
司
法
裁
判
所
で
行
う
の
も

三
権
分
立
制
に
反
す
る
こ
と
に
も
な
り
か

ね
な
い
。

そ
も
そ
も
三
権
分
立
と
は
、
国
家
権
力

を
司
法
、
立
法
、
行
政
の
三
つ
に
分
け
、

チ
ェ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
バ
ラ
ン
ス
を
保
と

う
と
い
う
も
の
だ
。
行
政
の
行
き
過
ぎ
を

議
会
に
設
置
さ
れ
た
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
が
客

観
的
な
立
場
か
ら
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
は

好
ま
し
い
こ
と
だ
。
む
し
ろ
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
精
神
の
望
む
と
こ
ろ
と
見
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
役
人
や
役
人
Ｏ
Ｂ
に

任
せ
て
お
く
と
、
国
民
の
方
に
顔
の
向
い

て
い
な
い
組
織
が
い
つ
の
間
に
か
つ
く
ら

れ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
行
政
型
オ
ン

ブ
ズ
マ
ン
な
ど
、
総
務
庁
の
組
織
と
権
限

を
肥
大
化
す
る
だ
け
だ
。
こ
う
し
た
行
政

改
革
に
逆
行
す
る
よ
う
な
組
織
づ
く
り
を

絶
対
に
許
し
て
は
な
ら
な
い
。

私
た
ち
市
民
は
、
彼
ら
の
動
き
に
つ
い

て
日
頃
の
�
監
察
�
が
必
要
だ
。

■
参
議
院
改
革
の
目
玉
に

議　
会　
型　
オ　
ン　
ブ　
ズ　
マ　
ン　
の　
導　
入　
は　
、　
�　
役

人
天
国
�
を
解
体
す
る
た
め
に
は
必
要
不

可
欠
だ
。
同
時
に
、
現
在
国
民
に
は
あ
ま

り
そ
の
力
量
が
見
え
に
く
い
参
議
院
の
改

革
を
す
す
め
る
う
え
で
も
重
要
だ
。

参　
議　
院　
オ　
ン　
ブ　
ズ　
マ　
ン　
の　
導　
入　
に　
よ　
り　
、　

衆　
議　
院　
と　
同　
じ　
法　
案　
審　
議　
機　
能　
よ　
り　
も　
、　
行　

政　
監　
察　
機　
能　
を　
参　
議　
院　
に　
幅　
広　
く　
持　
た　
せ　
る　

こ　
と　
が　
で　
き　
る　
。　
こ　
れ　
に　
よ　
り　
、　
参　
議　
院　
の　

独　
自　
性　
も　
発　
揮　
で　
き　
る　
よ　
う　
に　
な　
る　
。　

そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
構

想
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
独
立
し
て
行
政
監
察
を
す
る
こ

と
を
ね
ら
い
と
し
た
一
般
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン

を
参
議
院
に
設
置
す
る
。

一
般
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
は
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
、
情
報
公
開
、
福
祉
、
税
務
、
警
察

な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
縦
割
り
行
政
と
は
異

な
る
横
断
的
な
部
門
を
置
く
。

一
方
、
参
議
院
の
常
任
委
員
会
に
つ
い
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入会いただいた方には、このCNNニューズ

（季刊）をお送りします。

会費 正会員...........年間10,000円

賛助（購読）会員....年間 3,000円

入会資料は下記まで
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・ 自 治 省 「 研 究 会 」 の 最 終 報 告 は 、

住民基本台帳番号制を、一見無害な　　

事務処理システムであるかのように。

・P I Jも国民もだまされない。役人の

手口を見破る監視システムが必要。

・やはり、早く情報公開法を。
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N e t W o r kのつぶやき

て
も
、
こ
れ
ま
で
の
省
庁
別
を
改
め
て
、

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
部
門
別
に
合
わ
せ
た
横

断
的
な
組
織
と
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の

委
員
会
は
、
国
政
調
査
を
迅
速
に
実
施
で

き
る
態
勢
を
整
え
る
。

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を

侵
害
さ
れ
た
と
か
、
税
務
調
査
で
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
に
会
っ
た
と
い
っ
た
、
市
民
か
ら

の
�
か
け
込
み
救
済
�
の
申
立
て
が
あ
っ

た
場
合
、
調
査
を
開
始
す
る
。

調　
査　
の　
結　
果　
、　
申　
立　
て　
の　
事　
実　
が　
あ　
っ　
た　

と　
認　
め　
ら　
れ　
る　
と　
き　
は　
、　
オ　
ン　
ブ　
ズ　
マ　
ン　
は　

関　
係　
機　
関　
や　
関　
係　
当　
事　
者　
な　
ど　
に　
是　
正　
勧　
告　

を　
行　
う　
。　
ま　
た　
オ　
ン　
ブ　
ズ　
マ　
ン　
が　
職　
権　
で　
調　

査　
を　
開　
始　
し　
、　
問　
題　
の　
事　
実　
が　
あ　
っ　
た　
と　
認　

め　
ら　
れ　
る　
と　
き　
も　
同　
様　
と　
す　
る　
。　

悪
質
な
ケ
ー
ス
や
是
正
勧
告
を
行
っ
た

の
に
も
か
か
わ
ら
ず
満
足
な
対
応
が
と
ら

れ
な
い
場
合
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
参
議
院

に
報
告
す
る
。
参
議
院
は
、
そ
の
ケ
ー
ス

を
関
係
す
る
委
員
会
で
審
議
・
調
査
す
る
。

そ
の
際
に
必
要
に
応
じ
、
参
考
人
や
証
人

等
の
喚
問
を
行
っ
て
牽
制
す
れ
ば
よ
い
。

こ
う
す
れ
ば
行
政
は
、
国
民
の
方
を
向

い
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い

か
。
ま
た
参
議
院
に
対
す
る
国
民
の
信
頼

も
高
ま
る
に
違
い
な
い
。

■
成
否
の
カ
ギ
は
議
員
の
立
法
能
力

参
議
院
を
国
民
に
身
近
な
も
の
に
す
る

た
め
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
設
置
は
、
役
人
、

役
人
Ｏ
Ｂ
に
任
せ
て
お
い
て
は
先
が
見
え

な
い
。
議
員
が
一
丸
と
な
っ
て
議
員
立
法

で
早
期
実
現
を
は
か
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
面
で
実
績
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

細
川
内
閣
当
時
、
超
党
派
の
有
志
で
オ
ン

ブ
ズ
マ
ン
を
国
会
内
に
設
け
る
法
律
要
綱

を
ま
と
め
て
い
る
。

参
議
院
に
つ
い
て
は
、
�
存
在
自
体
が

血
税
の
ム
ダ
遣
い
�
と
陰
口
を
た
た
か
れ

て
も
い
る
。
今
ま
さ
に
政
治
的
力
量
が
た

め
さ
れ
て
い
る
。
議
員
が
一
丸
と
な
っ
て

参
議
院
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
設
置
に
全
力
を

投
入
し
、
国
民
の
期
待
に
応
え
て
欲
し
い
。P

スウェーデンの議会オンブズマン （P a r l i a m e n t a r y

O m b u d m a n、JO ）の解説書の表紙。中央のプレート

はJOのシンボル。

表紙の写真

◆ 会費送金のお願い ◆

前号（6号）に、新年度の会費送金

のご案内と専用の郵便振替用紙を同封

いたしております。

今後のPIJ の活動拡大のためにも、

早めにご送金をお願いいたします。

国民背番号制・登録証制のすべてがわかる

ブックレット作成中 －PIJ 編－

自治省が推進しようとしている住民基本台帳番号制度。そ

のすべてが誰にもわかるブックレットを作っています。多く

の市民団体で使っていただきたいと思い、鋭意作成中です。


